


わが国で法典としての労働安全衛坐法が施行されたのは1972年10月であり、昨年(]999年)l()月には既に施

行後27停を経過したことになる。この問、とりわけ近年では、第四次産業とも何Eばれる知識集約型産業の展開に象

徴される産楽精進の変化、外国人労働者の大量流入や邦人出国者の増加なとをもたらした国際化の進展、健康診

I~)fにおいて有所見ネの高い高齢労働者および生理・妊娠・出産・授乳といった母性を有する女性労働者の噌加と

若年労働者の減少など様々な重要副司刀、労働者の就業する職場環境は著しく変容し、これにf半って発生する労働

災害の質も変化してきた.また、f人間的な:1j{1動Jを重視する姿勢も手伝って、注目される労働危険自体もこれまでと

は変わってきてし喝。わが国を含め、近年先進各国(脱工業国ともE与される)で注詞されている労働危険には、過密

スケジュール、高レベルのノルマによる圧迫感、労働構成のあり方から来る過車負段、端末機器作業などによる光

線照射の影響、職場における人間関係を含めた種々の重要凶によるストレス、不自然な姿勢による運動機能陣容な

ど様々 なものがあり、これら人間工学、労働心理学を含めた「労働科学(Arbeitswissenscha[l)Jの最前線でようや

く認識されているにすぎない労働危険に対するf掛憾の早急な対応が求め泣lている事情は各国にほぼ共通して

いる。

水害は、ここ7年間程度にわたる祭者の労働安全衛生法の

分野における研究、広い意味では、労働の人間化を志向する労

働科学と法との関連牲に関する研究の到達点として得られた

知見を基に、主に次の三点の視点から、現在のわが国の労働

安全衛生法の問題点を採ると同時に、同法の今後の有り機に

つき、若干の示唆(の視点)を導くことを目的とするものである。

① 特に近来型労働危険への対応のため、労働安全衛生法

が果たすべき護裂な役割のひとつとして、「広義のJ労働科

学を個々の職場に迅速かつ効果的に結びつける方策を明

らかじすること(第I段階一労働科学研究の推進・助成、第II

脚皆ー研究成果として得的た認識の規格化及び法t関)イU
又は直接的な法(規)化、知l段階法(規)化された.もしく

は未だされざる科学的認識の各殿場単位での実践・運用)。

② 主に伍)の各段階において労働者の(現在)果たし得る役割

と(今後)果たすべき役割を明らかにすること。

③ (労(~股全衛生)法(学(Rcchtswissenschaft))が本来独自

に(現在)巣たし得る役割と(今後)来たすべき役割を明らか

にすること。
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塵 保健活 の新たな潮灘
一産業保健チームの役割を中心に一

小木和孝
(財)労働科学研究所常務理事

(6月24自の労働者住民医療機関連絡会議第18回総会に
おける講演内容を小木氏と同連絡会議の了承を得て掲載)
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安全健康活l勤の31293の潮流

'iiiiliiiiillilTI 1 jiiil・

職場の安全健康活動は、大きな転換期にあると

私たち皆が感じていますが、その転換の意味を今の

潮流に照らして、一緒にみてみたいと思います。

今の潮流をまとめると、労働安全衛生マネジメン

トシステムに向けての動きに象徴されるように、①

総合的な自主管理を共通の枠組みとする方向、②

作業関連リスクへの職場ごとの対応、③それを具

体化するための労使直接参加型の継続的改善活

動、の3点が挙げられます。

この第1の流れは、法規準拠型から自主対応

へ、法規にこだわり過ぎない大事な視点です。第

2の流れは、筋骨格系やストレス、匿療事故など多

面リスクへの関心の高まりに支えられていて、健康

診断中心の産業保鍵からの脱却に通ずると思い

ます。第3の参加型は、各産業に広がっています

が、要は専門家は少し腰を引こうということであり、

腰を引いた中で、現場の労使が中心となって産業

保健をすすめる上で、専門家がどうやってうまく助

言機能を果たせるかということだと思います。

私たちの関心の的となったJCO事故も、職業病
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事故でした。安全と密接な職業病リスク管理を日本

の先端企業やその系列企業が行えていなかった

ことを示した点で大きなショックであったわけです。

その一方で、この3つの潮流が新しく反省点として

現われていて、包括的管理と複合リスク対策をめ

ざした参加型の多面予防活動が求められており、

それなしに職場健康問題にもマネジメント事故に

も対処できないと強く感じます。

今の潮流を職業健康チームへのヒントとしてまと

めると、①国際標準にリンクした包括的安全健康

管理の助言、②実際的な棲合リスク評価の促進、

③参加型多面予防活動の支援に巨を向けること

ができると，思います。このそれぞ、れについてふれ

たいと思います。
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包括的責金健康管理の助雷
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職場の安全健康の確保に包括的な自主管理が

核になることは、 1980年代からの国際的な大きな

流れになっています。ILO労働安全衛生基準の性

格を20年代ごとにみてみますと、この流れが鮮や

かにみてとれます。日本ILO協会が出したILO講

座の安全衛生の章に書いた年代表がそれをよく示



小木和孝さん

しています。 1919年のILO創設から戦後にかけ

てのおよそ40年間には、沖仲仕、建築、有害物、

夜業についてなど個別有害条件管理基準が作ら

れていたものが、 1960年代以降には、産業別や、

作業環境全体への管理基準へ幅を広げています。

1980年代以降は、完全に国際労働基準の方向を

変え、企業内の包括管理責任を中心にして、個別

有害条件管理の詳細についてはむしろ定めない

でおくように変わりました。とりわけ、 1981年の第155
号労働安全衛生条約、1985年の第161号職業保

健条約が根幹の2条約とされており、使用者の包

括責任、労働者の知る権利・参加する権利を基に

した複合リスク管理を強調するようになりました。第

155号条約は、切迫した重大危険時の退避権で有

名な条約ですが、それまでの基準のあり方を大き

く変えた基本条約として知られています。日本は批

准できないでいますが、その新しい国際基準の流

れが、今日のマネジメントシステムの潮流と完全に

リンクしていることが重要だと思います。

この国際標準の動きの出発点に、英国の労働

安全衛生法制を自主対応型に転換させた1972年
のロ一ペンス報告があることが注目されます。法

規準拠に頼ると安全衛生が停滞することを指摘し

た有名な報告ですが、それを受けてすぐの1974年
に英国の労働安全衛生法ができ、欧州各国の労

働環境法が変わって、 1981年のILO第155号条約

に集約されました。その直後1984年に今も世界最

大の工場災害であるボパール災害で2，000人余が

南インドで亡くなりましたが、相次いだ重大災害がマ

ネジメント事故であるとの認識がすすみました。その

あと、1990年にILO化学物質条約ができ、 1992年
にリオデ、ジャネイロの環境サミットがあって、 21世

紀へ向けたアジェンダ21が採択されて地球環境の

新しい動きが始まり、 1993年に自主対応を具体化

した重大災害防止条約ができました。この条約は

私がジュネーブで最後に仕事をしたときの印象深

い条約です。それと平行して、IS09000が1987年
にでき、 14000が1996年にできてこの国際動向を

決定づけました。その後に労働安全衛生マネジメ

ントシステム国際規格が話題になり、先延ばしにな

り、それに代わってILOが労働安全衛生マネジメ

ントシステムガイドラインを今年中に作ることになっ

ています。この一連の動きが、自主管理が労災職

業病予防の方向であるとの潮流をよく示してします。

こうした新しい動きに沿った英国の閣内規格BS
8800が注目され、昨年、英国やノルウェー、マレー

シア、オーストラリア等がOHSAS18000という国際

連帯規格ができました。こうしたISO周辺の動きと、

ILO基準・ガイドラインの動きは良く平行して、互い

に新潮流としてマッチしています。それを私たちが

どう踏まえていくかということだと思います。

日本でも、労働省が、昨年4月から自主的な労

働安全衛生マネジメントシステムの推進に乗り出

しました。わが国におけるマネジメントシステムは、

これから普及の段階にあり、中小企業をはじめ衛

生面を含めた自主管理体制をどう組み直すかが

課題となっています。

さて、企業の自主責任による安全衛生の取り組

みが大きな潮流になってし渇背景を示す点を2つほ

どあげたいと思います。ひとつは、安全衛生へのこ

うした取り組みが重大災害のようなマネジメント事故

防止、環境管理の経験と共通している点です。重大

災害防止、安全衛生、環境管理は、共に、①責任

の明確化、②リスク評価と予防策実施、③その両

者のレビ、ユーの3つのステップを共通軸としていま

す。ILO第174号重大災害防止条約では、①に重
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|特集之労働密会衛生型車際(潮里山川主主恒三雪三 三戸三-三2.ι-
大災害の可能性ある事業所登録による責任明示、

③に自主レピ、ユーによる安全報告書作成義務が

相当し、そのレビュー義務でリスク評価と予防策が

担保されることになります。他方、 IS014000でも、

①に環境ポリシーの明示、③に環境監査が相当

し、その監査義務で対策実施を担保します。この点

は、安全衛生でも同様であり、①として使用者責任

の明示規定があり、③として労使参加しての自主

点検義務があることにより、自主的に②のリスク評

価と改善実施が確保されるととになります。

従来の法規準拠でいきますと、この②の対策項

目を細かく決めてそのとおりの実施を問うていくの

ですが、それよりもむしろ①の責任明確化と③の自

主レビューが確保されれば、②の対策実施に積極

的に取り組むことになり、より安全で健康な職場確

保に役立つとの考え方がはっきりと示されています。

それがIS014000などの環境管理の新しい行き方

なのですが、安全衛生面もそれとまったく平行して

理解することができるわけです。

もうひとつは、最近のアジア各国の労働安全衛

生法制に、この自主管理重視への転換が反映さ

れている点です。労働安全衛生は旧植民地国の

主場法、社会主義障の労働法に規定されている

のが代表的でしたが、そうしたオールドスタイルの

安全衛生法制に対してフィリピン、インドネシア、韓

国など特別法を定める動きが1980年代から続き

ました。韓国の産業安全保健法は、日本の労働安

全衛生法に似た法制です。さらに1990年代以降、

マレーシア、フィジー、香港、タイなどに新しい形の

自主対応重視の労働安全衛生法制が普及してき

ています。マレーシアの1994年の労働安全衛生

法は、典型的にロ一ペンス報告以後の英国法制

に沿っていて、自営業者までを対象にした画期的

な法律です。香港は、 1997年中回復帰の産前に、

新しい自主対応型の労働安全衛生法を採択しま

した。実は先週香港に行って労働者健康センター

に協力して参加型ワークショッフ。を開催しまし花が、

この新しい流れが香港に脈々と生きているという

ことを実感しました。タイでも1998年に安全衛生マ

ネジメント規格であるTIS18000を制定しました。こ

れらに比べると、日本の労働安全衛生法はまだこ
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の中間グループ。の色彩を強く持っているわけで、す。

そこで、法規準拠型から自主対応への流れをま

とめると、以下のようになります。

法規準拠

(口一ペンス報告では
川es-basedl

法令による規制で
要因別技術基準を
監督により督励する

(受動的改善)

自主対応

(口一ペンス報告では
enabling) 

責任明示による自主管理で
指導指針と継続的改善を

労使合意で実節する
(積纏的改善)

口一ペンス報告は労働科学研究所から「労働に

おける安全と保健一英国の産業安全保健制度改

革-Jとして翻訳出版されています。多くの国の産

業安全保健担当者のあいだで広く読まれていて、

ぜひ一読をすすめたい報告です。法規準拠では

労災職業病を効果的に減らすことができないばか

りか、関係者や労使が受動的で無関心になること

から、根本的に改める必要があることを指摘して、

今日の潮流をつくりました。法規準拠型は、わが国

でもまだ、根強く残っているように、法令による規制

で、要因別基準を監督により督励する、罰則を設

けるというシステムですが、言われたからやる受動

的な改善になりがちです。これに対して、自主対応

型では、責任を明示する法規に重きをおきます。

細かくてすぐ時代遅れになる技術基準に頼らずに、

指導指針を重視し、継続的改善を旨として労使合

意で実施するということになります。そうすると、積

極的に改善が進むというのが今の教訓であり、そ

れが新しい流れになっています。健康診断を軸と

した産業保健が法規準拠型に流れて一次予防に

結び、っきにくくなっているのは、この文脈からいう

と良く理解できます。

'tj1111|||||1111111|||i|lifilllHIll111Villi|||||11111111111111||||||||||||iHilllllll l』t

実際的な複l合|1411部|押'11評価の促進

安全と衛生を共通して取り上げ、しかも一次予防

を推進していくには、職場単位で複合リスク評価を

日常的に行っていく必要があります。基準合わせ

や環境測定・健康診断結果の応用だけでは、どう

しても一面的となって、職場に多面に存在する接

合リスクに有効に対処できません。複合リスク評価



の進め方に、よい参考となるのが、 IS014000など

の環境管理のマネジメント手法を取り入れた安全

衛生マネジメントシステムと、複合リスクの典型といっ

てよい筋骨格系健康障害予防策です。

環境マネジメント手法と労働安全衛生マネジメン

トシステムとが類似していることはすでに述べたと

おりですが、アジア諸国でそれを生かした職場改善

がすすんでいることが注目されます。例えば、マレー

シア、タイ、香港などがそうですし、オーストラリア、

ニュージーランドでも早くから常識となっています。

手法としてIS014000を軸にした英国のBS8800や

各国連合のOHSAS1800Oなど普及度の高いシス

テム構成をとり、安全と保健を一緒に取り上げ、使

用者責任による方針と計画で自主監査・自主マネ

ジメントを行うことを基本とします。こうした自主管理

体制をとると、職場ごとに作業関連のリスクに目配

りしやすくなり、計岡引|練・文書化で下支えします

から、一面的にならずに欠陥・原国を知って改善

していくことが促進できます。タイのTSI18000は始

まったばかりですが、この各要素を全部入れて最

後に総合的レビューをおこなうことを推奨していま

す。このマネジメント手法の応用が、新しい複合リ

スク評価の眼目になると思います。

マネジメント手法が環境管理手法の単なる横へ

の流用でないことは、幡広く目配りした複合リスク

対策がIL0155号、 161号条約のなかでも強調さ

れていることからわかります。この両条約でも、ま

たその後の条約・勧告でも、安全で健康への危険

がない設備・工程とする使用者責任を下請け企業

を含めて規定し、人間工学も含めた総合的な複合

リスク対策に力点を置いています。 1998年の世界

中の労働安全衛生マネジメントシステムILO調査

によりますと、こうした労使の積極的参加と訓練に

よる複合予防措置を重んずる点で共通しています。

英国の労働安全衛生マネジメント規則では、適

切で十分なリスク評価の条件を出しています。まず、

職場における有害な作業側面・リスクを系統的に

確認すること、そして使用者がとるべき優先措置を

決められるようにすること、さらに、当の労働にとっ

て適切で有効な方法がとられていることの3つを挙

げています。職場ごとに系統的な手法でリスクを洗

い出し、どの点に優先して措置するかを、労働者

の合意を得て判断する、そういう設定です。職場で

労使が理解して応用できる実際的な接合リスク評

価手法が大事となります。

日本でも労働安全衛生マネジメントを重視して

BS8800認証を取得する中小企業がでできました。

産業衛生学会でもBS8800を取得した鉄工所から

感銘深い報告がありました。どういうメリットがある

かをまとめてみますと、労使の直接参加ですばや

く対応でき、法律のためでなく安全・健康に取り組

める利点がまずあり、それに加えて、リスク対応の

企業責任を明確にしておける、事故時に問題を早

く解明できる、予防に全社的に積極的になれる、

労使で情報を共有できるなどがあげられています。

要するに自主的に継続的改善をめざせる、そのた

めの複合リスク評価を現実に行えているというの

がこれら企業の感想です。

マネジメントシステム手法が複合リスク評価に有

効であることは、きわめて示唆的です。この点は、

例えば、環境測定が、取り上げた要因については

細かい評価を行えているようにみえながら、筋骨

格系要因にもマネジメント要因にも目がとどきにく

くまた健康診断が健康影響の有無と個人予防策

に視点を眼ることが多くて、職場の一次予防に一

般に冷たいことが強く反省されるようになったこと

からいっても、重要な点に思われます。

マネジメント視点の大きな利点は、作業場を区

分して危険有害要因をリストアップLていく手法を労

使参加でとる点と、リスク評価を追加対策の要宿判

定に直結させていく点とにあるとみられます。労働

科学研究所で昨年まとめた労働安全衛生マネジメ

ント手順でも、また中小企業を対象とした英関安全

衛生監督庁(Healthand Safety Executive、HSE

と呼ばれています)推奨の“ファイヴ・ステッフ。ス"で

も、この作業場区分による危険有害要因リストアッ

プpと対策要否判定を基本ステップタに組み入れてい

ます。5つのステッフ。は、「危害要因確認」、「曝され

る作業者群区分」、「追加必要対策洗い出しJ、「記

録j、「見直し」です。中央労働災害防止協会が昨

年度私も参加して作成した中小企業リスク評価モ

デルでも、このファイヴ・ステッフ。スを下敷きにして

安全センター情報2000年9月号 5 
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作業場区分と対策要否判定を組み入れました。

この基本ステッフ。のなかで、「危害要因のリスク

に曝される作業者群を決める」ステップ。と、その作

業者群ごとに「リスク低減措置追加の要苔を判定

するJことを手}I慣とすれば、当然に、幅広い要因リ

ストアッフ。が行われ、どういう追加措置が優先して

必要かの判断が求められます。それによって実践

的な複合リスク評価を職場単位で行うことになりま

す。「記録Jと、「見直しjの手順でその実践的な実

施をきちんと裏づけるわけです。

さて、このリスク判定結果が重要となりますが、

取り上げたりスクがその作業者群について許容で

きるか、追加の低減措置が必要か、緊急停止が

必要かの3段階のいずれかに判定するのが普通

です。企業としてどう対応するかで決めていくわけ

です。この判定は労使が主体的に行うものですか

ら、健康診断や環境測定でときとして誤解されてい

るように、安全保健担当者が行うものではありませ

ん。安全保健担当者はこの判定に助言を提供す

る立場です。その助言内容としては、リスク評価を

請け負う立場でなしに、中小企業を含むそれぞれ

の職場労使が幅広く目配りしたり対策追加の要否

を判断できたりする助言である必要があります。職

場巡視、直接対話、グループ討議を行いながら、

問題となる危険有害要因、類似職場事例につい

て情報提供し、作業者の訴えと提案を尊重するこ

とが重要です。

よい例として、作業関連筋骨格系リスクの現場

対応があります。わが国でも腰痛や頚肩腕障害リ

スクに対しては、こうした複合リスク評価が浸透し

ていますが、国際的にもそうです。ヨーロッパとカ

ナダが協同して作成した上肢筋骨格障害マニュア

ルを見ますと、作業・環境要因評価と健康影響評

価の平行実施を提案し、とくに作業者群別のリスク

ファクター評価に重きをおいています。健康影響

評価は健康診断、健康相談に当たりますが、リス

クファクター評価で際立ったリスクがないと判断さ

れれば、 2年に1度でいいとしています。リスクファ

クタ一点検は毎年行い、チェックリスト、作業観測

などで、取られている予防措置の適否を検討しま

す。職場巡視とグループ討議を手順化しています。

6 安全センター情報2000年9月号

昨年7月の労研創立記念シンポジウムでマネー

ジメントシステムを取り上げたさい、英国のコンサ

ルタントにロ一ペンス報告以降の動きを解説しても

弘法した。例として述べた自動車整備工場脱脂槽

のリスク評価は、以下のように具体的で、大いに

参考になります。

①情報収集作業のしやすさ、気流・気温環境、溶剤の
吸入・こぼれ・火災・皮膚汚染、訴えの有無、
蓋・保護具・曝露・換気の管理状況、緊急時
対応チェック

②現場点検 火災源・接触源、こぼれと排出、リスク認識、
残業・夜勤時監督

③必要措置エプロン着用、使用後の蓋、発火源隔離、
判定 緊急猶置、非定常作業防護

情報収集は、面接と記録照合で、現場点検は職

場巡視と合同討議でできるわけです。必要措置を

指摘できる点検を行うかたちで溶剤リスク管理を行

うべきことがよくわかります。

""IIIIIII~I~lllj1UIIIW!l!~I@!1山~ill!l@! I!1!U Illi!i1~~ 11111111'" 
参加盟参面予防活動の1支援

eB1111llHIlli附jilli

どの職場にもある複合リスクの評価と対策改善

をマネジメント視点で行っていくには、参加型の活動

が欠かせないことは、いうまでもありません。安全と

解離した専門職請け負いや健康診断中J心に陥りや

すかった産業保健活動から脱皮していくためにも、

参加型活動の推進は重要な課題になっています。

最近の国内外における多くの経験に学べます。

ILOが調査した多面職場アクションの例に、7ポ

イント・ストレス対策がありました。この調査結果でも、

専門家主導でない参加型多面策実施で職場ストレ

ス対策が最も効果的であると結論しているのですが、

イタリーの航空管制官を対象にした7ポイント対策

などが例として報告されています。その7ポイントは、

管制機器の信頼性向上、労働時間短縮と休憩制導

入、早期交代制導入と仮眠、温熱・騒音・照明環境

の改善、ワークステーションの人間工学改善、フィッ

トネスジム利用、健康監視です。健康監視は必要

ではあるが、それ以外の多面対策を組み合わせる

ことが効果があったことをあざやかに示しています。

現場直結裂の参加型研修が産業保健面を含めた



安全保健活動の核であるとの考えも国際的に普

及し、囲内でも多くの職場に広まりつつあります。

国際的に参加型職場改善で有名なのはワイズ方

式ですが、私のバンコクILO勤務時代に開発され、

アジア・南米で広まりアフリカでも普及しだしていま

す。ワイズ方式は参加型でWorkImprovem巴nt
in Small Enterprisesを略してWISE方式と呼ばれ

ています。今日報告していただく日本の参加型活

動(省略)と内容的にも思想的にもリンクした方法

です。現場慣行から出発して、実績に焦点を合わ

せることに力点をおきます。そして、実行して学ぶ

グループワークにより低コスト改善を主体として短

期間のうちに改善を実施していきます。

改善例は数多く、フィリピン、タイ、南アジア、南米

から報告されており、改善実例を多く入れたチェック

リスト、マニュアル、トレーナー手引きができていま

す。ワイズと平行して、ベトナム農村地域で参加型

現場改善活動が普及し、国際労働財団(JILAF)が

提携している労働組合の参加型安全衛生活動研修

も南アジア各国で活発です。いずれにも労研国際

協力室が協力していて、アジア地域ネットワークが

できていますが、参加型の現場改善経験の交流が

日本の自治労、中小企業、金属産業などの同様の

活動とも提携して進められています。改善実例のデー

タベースを構築しようというところにきています。

こうした改善実例に基づく低コスト改善点は、今

の潮流である自主複合改善のよい応用例になっ

ています。共通点が多く、資材還搬の多段棚、カー

ト・リフタ一利用、ホーム区分や、ワークステーショ

ンのリーチ内小容器と闇定装置活用、肘高作業、

識別支援、また有害源隔離と休養施設そ含む快適

化、さらに作業編成など、複合視点に役立ちます。

参加型複合リスク対策のトレンドを見ますと、次の

の4点に集約されます。

①日常の改善努力の上に積み上げる
地元と類似職場の改善実例を知って

②複合要因の同時評価を心がける
職場巡視開聞き取り・記録を活用して

③要因曝露・健康影響データを広く取る
諸データと訴えを尊重し定性評価も行って

④実施可能な低コスト策から実施する
小改善を段階的に

共通特徴として、良好事例を活用して、自主チェッ

クで階的に進める手JII買が軸になっていきます。こ

れからの産業保健で、グループワークなしではも

う進まない時勢になったことをはっきり感じさせます。

'''~'~I~~llIMJlllUtlll!~~I1!!IIII~jllll~j!!;':::'・これからの:産業l保健子llTmlbの役割
ooTii'lilllillillillffl'II" ， 

以上で述べた大きな潮流が、国内外で産業保健

活動の枠組みを転換させてきたとしりてよいように

思われます。健廉を専門職中心に看取ることが産

業保健であるように狭く捉えられていた時期もあっ

たように思いますが、この枠組み転換で新たな共通

の視野が開けているように感じます。自主改善をど

う助脅し支援するかが、実践的なリスク評価法の応

用とともに、これからの核になっていくと思います。

方向として、法規準拠の脱却、狭い健蔵看取りから

の脱皮、グループワーク重視が課題のようです。

これからの産業保健チームの役割としては、次の

3つを大事とみたいと思います。

①由主継続改善の枠組みを支える(自主対応の計爾と危
険有害要因確認)

②労働関連リスクの評価・対策を助言する(実際的な対策
指向の複合リスク評価)

③情報・訓練を軸!こ参加型活動を支援する(役立つ情報
とトレーニング)

第1の自主継続改善の枠組みは、自主対応の、

自主計画型の、しかも危害源を自前で確認していく

枠組みです。作業場区分けが手法の核になります。

その企業内の枠組みを作りやすくするのが産業保

健チームの重大な任務だと思います。第2の労働関

連リスクについての助言は、多面的評価について

の助言を実際的に、しかも対策指向で行う必要が

あり、良好事例に依拠するやり方が有効と思います。

そして第3の情報・訓練を軸にした参加型活動支援

では、トレーニングも参加型でやるべきことになりま

す。これからの産業保健活動では、自主継続的改

善に結びつく助言とリスク評価支援がとくに重要と思

われます。現場ごとの対応を生かすには、多様に

産業保健活動をすすめる良女子経験の交流が役立

つと考えます。そうした"枠組み思考"に軸 開T甫
足をおいていきたいものです。 組i凪
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開 と の
一日本とドイツの労 安全衛生法一

三柴丈典
近畿大学法学部

(7月23日の全額安全センター第11悶総会における
講演内容を編集部の責任でまとめました。)

はじめに

今日は主にドイツの労働安全衛生法について

お話ししたいと思います。日本の問題についても

お話ししたいのですが、時間の関係もありますの

で、別の機会に譲るとことにします。ただ現在起こっ

ている複雑多様な労働危険の問題というのは、行

政の手に負えなくなっているような状況にあります。

いま盛んに「新たな危険だ」といって騒がれている

ような問題、それから法制上、制度上問題だと言わ

れているようなことは、現在の労働安全衛生法を

制定する審議過程ですでに話されていた、議論さ

れていた問題が多いのです。その意味では、わが

国ではそもそも麗史的に本質的な開題をずっと抱 a

えていたということがわかります。

そこで、私がひとつ住目しているテーマというの

が労働者であります。わが国では、安全衛生を守

るための主体として、労働者だけが欠けています。

私は四者の共同とよくいうのですが一行政と事業

者、そして安全衛生の専門家あるいは労働科学の

専門家とも言えますけれども、それから労働者一

8 安全センター情報2000年9月号

この四者が一致共同しないと、とても複雑ないま起

こっているような問題には対処できません。現実に

は、わが菌では行政がトップに立って「おれが責任

持たなきゃ誰がやるんだJ、「他の連中が信用でき

るのか?労働者など信用できないJという本音を

持ってきているということが制度上はっきりとわか

ります。行政がトッフ。にいて、その下に事業者がい

て、それを補佐する専門家がいて、その下に労働

者がいる。これを私は「指導順位体制」と呼んでお

りますが、上からトッフ。ダウンのかたちで産業を急

いで展開するけれども、けがや事故は最小限に

食い止めたいから安全衛生でヒエラルキーを作る

一封建指導体制を作る。そして、上(行政)のいう

ことを黙って聞いていればいいだとしゆかたちで何

とかやってきたのです。しかし、別に労働者だけの

話ではありませんが、非常に残念なことに、日本

人の識字率は高いが、文化レベルが高いかとい

うところで、は疑問を持つところです。

今後、労働者も学ばなければならない。労働者

が科学に近づく、もっと言えば日本人がもっと科学

に近づくということが教育制度を合めて求められて

いると思います。そうした前提のもとに、ドイツの制

度についてお話しをしたいと思います。



三柴丈典さん

なぜドイツか一労働者参加の伝統

まずドイツ法に関する検討から始めます。私が

なぜドイツを比較の対象として取り上げたのかとい

いますと。ドイツというのは長い間、安全衛生劣等

国でありました。EC加盟国のなかでも災害発生率

がトッフ。であり、また、ストレス対策など最近の問題

についてもスウェーデ、ンやフィンランド、オランダ

の方が進んでいて、ドイツは遅れをとった中等固と

言われています。また、ドイツの労働安全衛生法

制度というのは非常に複雑になっていて、米国、

イギリス、あるいは日本のように労働安全衛生法

典があり、それを補完する省令があるというかたち

になってはいません。非常に複雑多様な構造になっ

ています。

最近、 1996年に新労働保護法という法律がで

きました。この法律は、ECの枠組み指令が1989

年にでているのですが、その基本指令を園内に持

ちこむという意味もあって作られました。「この際だ

からあまりに複雑でバラバラな法律を整理しよう」

という意味もあって、この安全衛生に関する基本

的法律ができたというわけです。しかし、いままで

あった法律はもとのまま残っていて、そのなかの原

則だけをひとつにまとめて法律にしたので、多少は

新しい面もあるものの、実質的にはこれまでの複

雑さが解消されたかとしのと全然されていません。

また内容が変わっているということもそれほどあり

ません。

ではなぜ、そんな闘を取り上げたのかということ

ですが、実はドイツは歴史的に労働者参加、労働

者自治ということが非常に進んだ国であります。そ

れに科学と国民が近い、科学と労働者が近いとい

う意味では抜群です。科学に対して法律の制度も

労働者自身も信頼が非常に厚い、さらにEC友邦

諸国が刻々と安全衛生に対して進展を遂げていま

す。そうした意味で加盟国のひとつであるドイツが

法律的に議論が充実しているというのは言うまで

もありません。 1972年にイギリスのロ一ペンス報

告というのが出されたことはご存知の方も多いか

と思います。これは労働者参加を主に言った報告

ですが、イギリスはこの報告を出す前にドイツの制

度について視察・調査しています。この視察に基

づいて口一ペンス報告が出されたのですが、さらに

これをドイツが参照して新労働安全法ができました。

この新労働安全法というのは、日本でいう産業医

(ドイツでは事業所医)や労働安全の専門家等々

を雇いなさい、選任しなさいjということを含めて義

務lづける法律です。

いずれにせよ、労働者参加を基本にすえた制

度を持ち、傾向としてはわが国と同じように労働災

害は一応減ってきています。さらに先ほど述べた

労働安全法というのができた後に衛生危険、衛生

被害も若干減っているという傾向もあり、参考にす

べき点はかなり多し叱言えるでしょう。

日本と似た労働災害の動向

さて、ドイツの労働災害の傾向についてですが、

やはり伝統的な意味でも労働災害としミうのが全体

として減少し、その代わり、職業病等、作業関連疾

患が増加してきているということができます。ドイツ

では1963年以降、法律に基づき連邦災害予防報

告としミう労災統計の作成が連邦政府に義務づけ

安全センター情報2000年9月号 9 



|特集/労働安全衛生の国際潮流守山- 一三 l 三 日.主J川ヘスベ I 

られています。また後に述べる災害保険組合とい

うのがあってこれも独自の統計を作成しています。

これを見てみると大まかな統計というのは、過労死

あるいは過労等の特殊事情等を除くと、わが国と

あまり大差はないということができます。例えば、

建設業を中Jむに依然として伝統的労働災害も多い

が、とくに死亡災害などは減少している。また、職

業病に関しては、溶媒などの化学薬品による疾患

であるとか、機械装置によるじん帯、臆鞘の損儲

であるとか、不自然な姿勢の継続による腰椎板等

の疾患等の衛生被害が依然増加傾向にあります。

ドイツでも労災補償制度というのにはメリット制

が採用されていて、とくに不況になると労災申告件

数が減る傾向があるのもわが国と同様です。また

労災職業病の申告義務というのが3日間を超える

労働不能を前提に義務づけられているので、それ

以下になるような前段階疾患については報告され

ていません。したがって統計に見えているのは氷

山の一角だというのもやはりわが国と一緒です。し

かしながら、先ほど述べたとおり、ドイツでは労働

者参加が図られ、また、労働科学というのがすご

く信頼されて労働安全衛生の法制度ができている

ということが、今後どちらがうまく行くだろうかという

ことを考えますと、おして知るべしというところだろう

と思います。

二本立ての労働安全衛生体系

-技術的労働保護法

次にドイツの労働安全衛生法についてJ簡単に

概要をご説明したいと思います。

ドイツでは労働安全衛生法という名称ではあり

ません。技術的労働保護法という呼び方をしてい

ます。なぜこんな呼び方をしているかと言いますと、

例えば解雇告知、労働時間の制限などについて

は社会的労働保護と呼んで区別をしているわけで

す。とはいえ、統一的な労働安全衛生法典がある

わけではありませんロ労働法とか的の社会保険法、

補償法、それから公法とか私法とかいろいろな分

10 安全センター情報2000年9月号

野に分散した複雑な構造になっています。

・国家が監督する法体系

ドイツで特徴的なのは、国家が監督するという法

体系がひとつあって、また、それとは別に社会保

険・社会保障の体系があります。ζの両方が安全

衛生を司っている、管掌しているのです。

整理を深めますと、日本でいう労働基準監督署

が司るような営業法という法律体系があります。てっ

ぺんに営業法120条(a)という法律があって、こζ

で一般的に安全衛生管理義務が使用者にあるの

だ、ということをうたっています(現在は新労働保護

法3条に吸収・統合)。ただ、これだけでは暖昧過

ぎるので、具体的に場面ごとにどういうことになる

のかをはっきり書いている法規命令がその下にあ

ります。これは職場に関する命令であるとか、危険

物質に関する命令などで、こうした政令によって一

般的な安全衛生管理義務が具体的かつわかりや

すくなっているのです。これは日本でいう労働基準

監督署、ドイツでは営業監督と言いますが、営業

監督を中心とした監督取り締りの法体系です。

それと別に、連邦労働社会省、連邦厚生省 日

本でいう労働省と厚生省 をはじめとする連邦政

府および、ラント政府両者が取り扱っている製造者、

危険な機械の製造あるいは輸入業者を対象とす

る機械器具安全法としゅ法律の体系があります。

日本ではこれは労働安全衛生法の中に含まれて

いますが、ドイツでは別の法律となっています。

それから、事業者に、事業所置や労働安全専

門職員の選任を義務づけ、とりわけ最近の労働危

険への対処を図る労働安全法としの法の体系もあ

ります。

それから、わが国との比較で面白いのが、環境

法の体系があります。扱っているのは連邦環境自

然保護原子力安全省というところで日本でいう環

境庁のようなものです。ただ、し原子力が入っている

ので通産とか科学技術庁などの管轄も入るという

ことでしょうか。この環境法のなかで、経営内環境

委員という制度があります。これは各企業の経営、

各企業の事業所内での環境問題を取り扱ってい

る人たちです。各企業で、安全衛生とりわけ衛生で



すが、環境問題一般にとどまらず、企業のなかに

も環境問題はあるのだということで、環境上の企業

内委員としミうものを各企業で制度化されているとい

うことです。

.労使自治による災害保険組合

同組合が予防規則を制定

述べてきたような法体系がひとつにまとまって、

公法という体系になるわけです。わが国でいうと労

働基準監督署を中心とする労働省からの体系で

守られている法律でありますが、それとは別に、社

会保障法の体系というのがあります。災害保険組

合という団体があり、これが法律でいろいろ細か

く定められています。重要なのは災害保険組合と

いうのが災害の補償と災害の予防の両方をやっ

ています。

そしてこれは国ではありません。半公半民と言っ

てよいと思います。これは、労働者の代表と使用

者の代表がそれぞれ集まり総会を形成し、そこか

ら選ばれた理事会があり、また選ばれた事務局が

ある。ともかく労使の代表が集まって作った組織で

す。組織についての細かいことは法律で定められ

ている。その意味で半公半民というわけですが、国

家からの予算は一銭ももらっていません。

この災害保険組合を中心とする体系が国家が

監督し取り締まる体系と競争しあって安全衛生を確

保している。これがドイツの特徴です。国家だけで

は信用ならん、われわれもやるのだという体系が

ある。これは歴史をさかのぼるとピスマルクの時代

までさかのぼるのですが、ピスマルクの時代の労

災保険立法のなかで出てきた団体で、もともとは経

営者団体を母体にしていました。

その意味では日本でいう中央労働災害防止協

会のような感じです。実は日本の中災防と業種別

の労災防止協会はこれを真似て作っているのです。

しかし、労使自治というところが完全に換骨奪胎し

ております。抜け落ちています。わざと抜いたんで

す。いずれにしてもこの災害防止協会というのが

災害の補償および、予防を両方やっています。日本

は災害予防の中災前、労災防止協会。災害補償

の方は労働省が直接やっています。でも要するに

後ろで糸を引いている(あるいは直接管掌してい

る)のはどちらも労働省です。

ドイツで災害防止協会のような団体がなぜ補償

と予防の両方をやるのかと苦いますと、災害が起

きてしまってからでは金がかかってしまう、だから起

こさないように予防に力をいれるという、ひとつの

団体がやっていることで構造的な圧力がかかると

いうことです。その意味では拠出が制限的になっ

てしまうという批判もありますが、それを防ぐために

さらにいろいろとられている策は後にお話しします。

また、この予防という職務のなかに、法律を作る

ということがあります。災害予防規則という規定規

則を作る権限が法律上与えられています。これは

驚くべきことですが、国家ではないのに、立法権限

など本来ないはずなのですが、本来保険組合に加

盟している事業主にしか適応されなしリレールだ、っ

たはずの規則が、数々の判例、歴史のなかでいつ

の聞にやら「もっと使えるじゃないかJと、一般の法

律と同じように認められてきてしまったという経過が

あるのです。ともかく民間が非常に信用されている

ということが驚くところです。その信用されている民

間というのはよく勉強しているという前提があるわ

けです。半公半民組織や、労使の自治的組織が

法律を作る権限を持っているということです。

。民法に安全配慮義務を明記

それからもうひとつ、ドイツの民法では安全配慮

義務について明記してあります。日本ではありませ

ん。この民法における安全組慮義務の明記です

が、先ほど述べてきた災害保険組合、あるいは災

害保険組合を作る社会保障法の体系、それから

国家が取り締まる法体系、ここで細かく定められた

安全衛生の法律を不法行為訴訟とか民事損害賠

償請求といったところで使えるように、私法の分野

にこうしたところで作られた細かい法律を持ちこむ

ために作られています。

。ヨーロッパ・レベルの法

そしてここまではドイツ囲内の体系ですが、さら

に超国家的な存在としてEC、EUの体系があり、

ここから指令であるとか、勧告というかたちで指針

安全センター情報2000年9月号 " 
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を出します。それを加盟国は当然守る義務がある

わけです。
-蘭爾爾園田園田a

γ労働ーの関連性

今日お話しをしている大きなテーマは、科学と人

間、労働者と科学です。ドイツの労働安全衛生法

すなわち技術的労働保護法。このなかにある法

規には、すばやく専門的な対応が求められる労働

危険というのが増えているということで、その時々

の科学的認識、実務上、学術上の先端認識を直

接法律に取り込むことが行われております。

例をみますと、 1992年機械器具安全法 先ほ

どお話しした機械を製造あるいは輸入する業者を

取り締まる法律では、「法令に何ら要件の定めら

れていない技術的労働手段は、それが一般に承

認された技術規定・・・に則した状態にある場合のみ、

市場に提供することができるJと定めています。要

するに「一般に承認された技術規定Jとは、科学的

に先端で認められた認識であり、これに見合って

いる場合のみ、売ってもいいということです。機械

を作るものは危険がないということを科学的に先

端で認められている、一般的科学として誰から見

ても明白であるということが市場にだす要件だとす

る法律です。ものすごく科学を信用していることが

わかります。

ちなみに日本はどうかと言いますと、労働安全

衛生法のなかにそういう意味で基準として取り入れ

られているのはJIS規格だけです。JIS規格自体が

通産省の管轄ーお役所の出先機関でありますか

ら、やはり役所中心です。

しかし、ドイツでは、民間が認めた技術の指針の

最先端で安全が保障されていない限りは、売り物

として出せないという法律が堂々とあるわけです。

ただし、当然すべてが科学的にその先端レベルで

安全が確認できないといけないというのでは大変

なことになりますので、段階が設けられています。

3段階に分かれます。ひとつは一般に承認された

技術規定。これは試験で実証済みの規格というこ

とです。これはDIN(ドイツ規格研究機構)という組
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織であるとか、 VDE(ドイツ電気技師連盟)などが

作る規格です。これは実験も済んでいて確証度の

高いレベルです。2番目には、たとえ一部であって

も根拠をきちんと唱えられる有力な専門家集団が

それを確実だ、と言っている場合は、別に試験で実

証を経ていなくてもよしミという技術基準というもの

があります。これも科学的にかなり確証が高いと

いう基準です。次に科学的に有力説があるという

程度の基準、そして3番目に有力説がある云々で

はなく本当に学問の先端で認識している人が例え

ひとりでもいるという基準があります。

ドイツの法律ではこの3つの基準を場合によっ

て使い分けています。ここは絶対に危険があって

はならない、しかも科学的に解明の難しい分野

例えば原子力などーの場合にはこの第3の基準

を使います。少しでも危険があるとしゅ科学者がい

た場合にはもうそれを認めることにしているわけで

す。逆に比較的危険の少ないところで仮に災害が

起こったとしても何とか防ぎ得る分野という時には

第1の基準を使うとかというわけです。

重要なことは、こうした規格や基準というのは、

広い意味での労働科学が作っているわけですけ

れど、この労働科学というのは労働者が協力しな

いとできない学問です。日本にも労働科学研究所

という文部省管轄の研究機関がありますが、そこ

の酒井一博所長も、「労働科学とは歩(ポ)見(ケ)

聞(モン)だ」。つまり、現場を歩いて、見て、労働者

に聞いて実態調査をして、はじめてできる学問だと

強調されています。

そして、その学問で得た成果はどこに返されるの

かといえば労働者にフィードパックされるわけで、す。

だから労働科学というのは、手段と目的が労働者

だといえるのです。私のテーマとする労働者参加と

労働科学というのは別のことを言っているのでは

なくて、閉じことでして、一体なのです。労働者の協

力参加がないとできない学聞からできた規格、その

確立性によっていろいろ分かれているが、ドイツは、

その規格をうまく使い分けているのです。これがド

イツの法制度の基本です。

例えば喫煙についても、ドイツは日本に先駆け

て比較的早くに判例で認めています。実はこの判



例が認められた段階で、国家は喫煙の発がん性

をまだ認めてはいませんでした。しかし、裁判所の

ほうが先に認めた。それはなぜかといいますと、そ

の時点で民間の規格作りが進んでいて、それを取

り込んだのです。民間で「危険だ」と替っている、そ

れもかなり科学的に確証度の高いものだ、それだっ

たら取り入れればいいではないかというわけです。

民聞か公かという問題ではない。とにかく科学が信

期されていて、悶全体が尊重しているのです。しか

し規格をただ、作って適応すればいいのかというと、

これにはいろいろ問題もあります。だいたいなぜ

民間団体が法律を作れるのかという問題がありま

すし、規格を作ったはいいけれど場面によって違

うでしょう、事業所によって事情がちがうのに問じ

規格で細かいもの作って適用できるのか等、様々

な問題があります。

労働科学的認識のルール化

さて、ドイツでは労働科学の研究が進められ、そ

の労働科学によって分かったことが規格というか

たちで整理される。ここまではお話ししましたので、

次はその使い方についてです。

串労働科学的認識の麗接的法(規)化

経営内外の法的災害予防機関における労使自

治的規範設定による労働科学的認識の吸収と、

ちょっとややこしい言い方をしています。ひとつは

法律に直接取りこんでしまう。

事災害保険組合の作る予防規則

それから、災害保険組合が法律を作る権限を事

実上与えられていると先ほどお話ししました。その

法律を作るのは誰かといいますと、労働者から選

ばれてきた代表(DGBが多いのですが)、それか

ら使用者から選ばれてきた代表。予算はどこがま

かなっているかといいますと、全額使用者負担で

す。これは歴史的には労働者にも負担させようと

いう案もあったのですが、結局使用者負担で落ち

付いた。いずれにしても労使が話し合って予防規

則を決めます。

この災審保険組合は、現在日の産業ごとに作

られています。細かい規則をたくさん作っています。

ここの作った規則を守っていれば国の作った規則j

も守れます。ここがポイントです。制度がいろいろ

あって複雑なのですが、しかし、事業主が伺を守っ

ていればいいのかというと、災害保険組合の作っ

た規則を守っていれば大体大丈夫ということなの

です。規則にはなっていないけれどマニュアルも細

かいものを作っていて、これも重要な指針のひと

つとなっています。

そして、ここで作られた予防規則には、いち早く

労働科学の規格が取りこまれます。日本では科学

の研究成果が少ない要員しかない行政の目にと

まらなければだめです。日本の労働科学は大きく

3つあって、労働省所管の産業安全研究所、産業

医学総合研究所、それから民間の労働科学研究

所であろうと思います。2年前に聞いたところによ

りますと産安研は予算10億円、産医研はわずか

5億6千万とのことでした。ドイツの10分の1以下で

す。様々 、マックスフoランクなど大きな研究所でも

やっていますので、それらも含めると100分の1と

いうことにもなりかねない数値です。貧弱です。

噂経営協議会による協定

さて、ひとつの手段はこの災害予防規剤を作る

ときに、労働科学の研究成果をすぐ取り入れるこ

と、それからもうひとつ重要なことですが、経営協

議会というものがあります。従業員代表委員会と

も訳されます。各事業所ごとに労働者の代表者を

集めた機関です。これは労働組合とは違います。

労働者の代表が集まって使用者と協議をするわけ

です。ここが安全衛生の仕事もやっています。こ

れは事業所に密着して事業所の代表者がやって

いる機関ですから、当然事業所個別の事情がよ

くわかっているわけです。

実は経営協議会に安全衛生を任せるという法

律一経営組織法というのができたのも、「事業所の

ことは事業所に任せよう、事業所のことは事業所

の者がよくわかっているはずだ。だから園が作る法

律だけでは、一般的かつ陵昧でとらえきれないの

安全センター情報2000年9月号 13 
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で、細かいことは事業所ごとに決めてもらおう」とい

う意留からでした。もちろん最低基準は国家で作っ

たり、災害保険組合が作ったりしますが、それ以上

の「事業所にしか分からないような内容についてJ

は事業所ごとにルールを作ってもらう。その時に経

営協議会一従業員代表委員会がその仕事を担う

というわけです。

ここでも労働科学の研究成果というのを取り入

れていく。わが国の労働組合でも同じだと思います

が事業所ごとに経営協議会のメンバーのなかで労

働安全の担当者というのが決めてあります。安全

衛生の勉強を一生懸命やるのですが、実はその

研修、資料等費用を含め使用者負担であると法律

で定められています。それから、労働時間の中で賃

金保証をされたなかでこれらの勉強ができる環境が

整っています。だ、からこの労働科学、労働安全衛生

をよく勉強している人たちが規格を取り入れ、職場

のルールにするという体制ができているのです。

このように、労働科学をルールにする、規格に

するという手段が、ドイツでは大きくいって3つある

ということ。ひとつには、法律でそのまま変えてしま

う。ふたつには、災害予防規則という災害保険組

合が作る規則に取り入れる。みつつ目には、事業

者ごとの労働者の代表が事業所協定というルール

を結ぶわけですけれども、そこに労働科学を取り

入れる。その協定はもちろん使用者と話し合って決

めます。

労働科学の職場での実践・運用

では、こうして規格ができたらそれで終わりかとい

うとそういうわけにはいきません。ルールができた

らそれを運用しなければいけません。使うレベル

でどういうものがあるかという話をします。これは、

わが国の労働安全法ができるときに研究会あるい

は国会の委員会でも議論がありました。そのなか

で「知る権利jと「危険業務から退避する権利」、そ

れから危険な状態をほっとくことにはなりませんか

ら、「積極的な是正を求める権利J この3つの権

利がさんざん総評を中心とした労働者側から主張
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されておりました。この労働者参加については皆さ

んの中でもいろいろ取り組みがあると思いますが、

それを権利として法律的根拠のあるものとして認め

るかどうかが問題になりました。結果としてわが国

の労働安全衛生法というのは、行政を中心とした

トッフoダウンのシステムになっていますから、労働

者から「われわれの権利なんだ」と主張できるよう

な権利は絶対に認めませんでした。

ドイツはどうなのかと言いますと、結論としては、

3っとも全部認められています。まず、概念的に原

理としては安全配慮義務がまず認められている。

そしてこの配慮義務が認められている以上、そうい

う権利があるのは当然だという考え方が根底にあ

ります。

しかし、それだけでは腰昧なので、法律で具体的

にその権利の内容を定めています。たとえば危険

有害物質に関する命令であるとか、経営組織法と

いうものに事業所ごとの代表の職務についていろ

いろ書いているとお話ししましたが、この経営組織

法のなかで、こうした権利を定めています。実はこ

のようにバラバラなので悶るのですが、ただちゃん

と法律のなかで権利が明記されているということで

す。

では、どういう場合にこれらの権利を行使する

ことが認められるかですが、その場合、決まってこ

の労働科学の基準というのが用し渇れています。

具体的には、MAK値とか、TRK値とかBAT値と

いうのが使われています。MAK値というのは、職

場にある粉じんであるちり、ほこりといったものの

濃度許容基準。TRK値というのは、短時間ならば

よいが、摂取すると世代を超えて出てくる発がん性

物質などを基準化したもの。BAT値というのが、血

中に有害物質が含まれているかどうかを測る基準

であります。

こうした基準が民間あるいは公的な研究機関で

いろいろ研究されるわけです。随時、閣内のいろ

いろな研究所の雑誌に情報が出てくるので、それ

に目配りをしておかなければいけません。その基

準として認められたものを超えるような危険が職場

にあった場合には、当然、そうした危険があるかど

うかというのを知らせろということになります。



それから、そうした危険があるのであれば、そん

な危険なところで働けるかということで逃げられる

という権利が認められます。さらに、危険状態を放

置するのではなくて積極的に漉せとしち権利が認

められます。

結論から雷います。要するにものすごく科学が

信頼されている。そして、その科学を支えているの

が労働者です。

労働科学とそれを支える労働者、これが基準を

作り、その基準を職場で運用する権利を与えられ

ている、これがドイツのシステムの特徴のひとつで

す。さらにもうひとついうと、先ほど述べた1973年

にできた労働安全法という法律は、簡単にいうと、

わが国でしゅ産業医をはじめとする労働安全の専

門家をうまく使いなさいという法律ですが、驚くべき

は、この専門家を採用するとき、仕事につけるとき、

やめさせるとき、仕事を奪うとき一こうした場合の全

部、労働者の同意が必要となります。日本では事

業者が雇って終わりで、す。やめさせるときにちょっ

と規制を加えたとしユうのが最近の労働安全衛生法

改正でありました。

しかし、ドイツは全然違います。誰を雇うか、どう

いう職につけるか、どういう職を与えるか、そして

いつやめさせるか、あるいはやめさせないか、こ

うした問題について仕事の割り振りから解約に至

るまですべて労働者の同意が必要です。そのこと

が労働安全法に書かれていますし、実は、そうい

う専門家に関わらず、労働者全体の採用や解雇

について経営組織法という法律のなかで、前提と

して定めがあるわけです。

そうすると、ドイツでは労働者というのは、専門家

をうまく使う権利も持っているということになります。

専門家を使う権利とでも雷いましょうか。ですから

自分たちが安全衛生のことを知らなければ専門家

は使えませんので、知識を得る前提条件がフ。レッ

シャーと言いますか、法制度上あるわけです。

労働科学の法的吸収サポート体制

以上、いろいろ論じてきましたが、この労働科学

というものに身近でなければならないという労働者

は、当然労働科学を勉強する場を持たなければ絵

に書いた餅になってしまいます。そこで、ドイツの

法制度では、勉強する機会を与えるような仕組み

をきちんと用意しています。労働科学の法的吸収

システムのサポート体制です。

まず、 1996年に新労働保護法という新しい法律

ができました。この法律では労働者はただ単に法

律を守ればよいというだけではなく、使用者が労働

安全法上の義務を遂行することを効果的かつ総

合的に助ける義務を負うと定めています。これは

日本にこのまま持ちこんだ、としたら、労働者の責任

が増えるということでいわば使用者の免責の理由

にされる危険が予測されますけれど、ドイツでこれ

を定めている意味というのは全く違います。それは、

あくまでも労働者も安全衛生の一員であるとしミうこ

とをはっきり明言しているということです。

政労使・専門家、この四者がすべてハイレベル

で共同しないと複雑な問題は解決できないと、ここ

においていうわけです。例えば経営組織法の89

条には労働者の代表による経営協議会という組

織について、「災審衛生危険の一掃に際し、提案、

勧告、情報提供を(労働者の側が)行うことによっ

て、労働保護を管轄する行政機関、法的災害保険

者およびその他関係機関を補佐するとともに、ま

た経営内において労働保護および災害予防に関

する規定の実施に努めなければならない」とあり

ます。頑強れよ、自分たちもと、いう法律です。

わが国では労働安全衛生法の制定過程から議

論にあったこのような安全衛生当事者について、

同法3条と4条に定めていますが、あくまでもそれ

は事業者を中心にしたものです。労働者は4条に

定めていますが、労働者は使用者を補佐するとは

言われてますが、背景に隠れている趣旨は、極端

にいうと「何もしなくていいjというものです。ドイツ

とは全然違います。

それから、問じ経営組織法で、一般的に労働者

の組織が経営内の安全衛生を管理する権利と義

務というのを81条で定めています。それから、労災

隠しが問題になっていますが、これについてはド

イツで、はそもそも労働者が安全衛生の管理権を持つ
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ているので、巡視の権利を持っています。そのうえ

で、もし使用者が労災を隠そうとした場合、労災の

申告書というのがあるのですが、これに経営協議

会という労働者代表組織が共同で署名することに

なっています。ですから隠そうと思つでもできない。

ただ現実にはそれでも労災隠しは不況になると起

こってくるわけで、非常に難しい問題であることが

わかります。

まとめ一何を学ぶべきか

こうしてみてきましたが、ドイツは労働科学を信用

している。労働科学を信用しているということはそ

の背景にいる労働者を信用しているということにな

ります。それはよく科学に親しんでいる存在で、勉

強もしているはず、安全衛生のことをよく知ってい

るはずで、自分たちの身のことは当然分かってい

るはずである。さらに歴史的には市民革命に勝っ

た、労働者革命に勝ったードイツ革命にまで遡る

わけです。もっと言えば革命の前に、労農レーテ

としミう協議会があって、そうした協議会での轍密な

積み重ねが革命へと結び、ついていった。こうした経

験「われわれは勝ったのだjとしゅ基本的意識の高

揚が前提にあるのだと見なければいけないと思い

ます。国民性の違いと言うと歴史を遡らなければ

なりませんが、そうした前提がある。

わが国の場合は、行政をトッフ。にして言うことを

聞け!おまえたちは黙っていろ!ともかく産業

を急いで展開しなければいけない、国際競争で忙

しい、安全衛生とかいうのであれば急ぐけれど最

小限にしよう、上からの管理体制で、縛り付けようj

というやり方です。しかし、それでいいのかというの

が鋭く問われていると思います。わが国はヨーロッ

パに比べると明らかに安全衛生が軽視されていま

す。しかし、ヨーロッパで安全衛生が重視されてい

る理由は何かというと、奇麗ごとだけでは済まされ

ません。ECでも、まず計画や指針・指令ができた

のは安全衛生の分野からでした。これはなぜか。

実は競争条件を整えるということが問題だ、ったので

す。チープレーパー、あるいは安全衛生が不十分
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なところから輸出されてくるような商品を買えるかと

いうわけです。競争条件が違うなかで自由競争が

確立できるかということが、まず基本にありました。

これは、旧ローマ条約の100条が基本になってい

ます。

さらに最近のISO(国際標準化機構)の動きです。

いまISOとILOの連携が頓挫しているということも

ありますが、 ISOが安全衛生をマネジメントシステ

ム規格の3番目の項目に選んでいる。品質管理

があり、環境があって3番目に安全衛生をもって

きた。これも競争条件を整える。これはヨーロッパ

がEUでうまくいった。だからアメリカに対抗じなけ

ればならないとしゅ背景があることは明らかです。

ISOの現場というのは、私も主当事者からいろいろ

聞きますが、権謀術数渦巻くとても奇麗ごとでは済

まない世界だそうです。そこから生れてきたものを

わが国が取り入れるということを、もっと真剣に考

えなければいけないと思います。

もっと言いますと、安全衛生マネジメントですが、

私はあれはあまりいいものだ、と思っておりません。

現場が混乱するだけだと思います。と言いますの

は、 ISOを基本にして日本で労働災害を減らすと

か、もぞ、もぞ、して作ったマネジメントシステムーその

基本にあるISOのシステムというのは、私が見る

限り4点ポイントがあります。第Iに、労働者参加、

これは、日本の労働省がマネジメントシステムにし

て取り入れるときに、徹底的に排除しています。「わ

ざわざ既存の労働安全衛生の体系を変えるもの

ではないJとうたっています。まともに取り入れたら、

変わらなければいけないはずです。変わらないは

ずがない。第2にリスク評価のシステムを作る。こ

れは既存の労安法の下でも混乱は生じないので

導入すればよいと思います。第3に、安全衛生と

経営の融合。つまり、奇麗ごとではない、安全衛生

をうまく働かせることによってコスト削減までもって

いくのだという理念がISOの背景にあります。

安全衛生をいうとき、「人権Jということは大原則

ですが、ただ「人権だ!Jというばかりでは事業者は

絶対に聞き入れません。そこでどういうシステムを

取り入れるかということを、ヨーロッパから 阿T明

見習う価値があると思うのです。 組lJ，温



ソウゆでの日韓・アジア交流
源進縁色病院開設一周年

古谷杉郎
会国安全センター事務局長

昨年(1999年10月号参照)に続き6月に源進総

合センター-緑色病院の開設1周年に合わせて、

韓国を訪問した。今回は、6月3日にまず「韓日労

働保健学術交流会j、翌4日午前中には「東アジア

産業災害団体懇談会Jおよび続けて東アジア・サ

ブリージョンのミーティング、そして向日午後から開

設1周年の記念行事と、盛りだくさんの過密スケ

ジュールだった。日本からは、原田正純顧問(熊本

学閤大学教授)、天明佳臣副議長(港町診療所所

長、原田、天明両先生は今回は奥様を同伴)、斎

藤竜太・神奈川労災職業病センター理事長(十条

通り医院院長)のほか、働くもののいのちと健康を

守る全国センターや熊本・興人八代の二硫化炭素

(CS2)中毒問題に取り組む関係者らが参加した。

韓日労働保健学術受流会

韓国に到着した6月2日夜には梁吉承医師(源

進総合センター代表、聖水医院院長)のご招待で、

全毘安全センター関係者と香港、台湾の代表で夕

食を閤んだが(私は欠席)、翌3日はまる一日かけ

て「韓日労働保健学術交流会Jを開催。会場は、緑

色病院近くの建物の2階に開設された源進福祉館

の講堂(緑色病院、労働環境健康研究所と椙祉館

の3施設で糠進総合センターを構成-1999年10

月号参照)。福祉館内には、研究所・病院スタッフ

の研究成果と福祉館における源進労働者、被災

者の社会教育、文化活動などの紹介が掲示され

ていた。

交流会は2部構成で、本卜賢緒・進職業病管理財

団理事長の開会あいさつの後、第1部「韓日両国

のCS2中毒に関する研究発表」。白道明・ソウル

大学校保健大学院副教授副教授(産業保健学)の

座長で以下の発表が行われた。余談であるが、 9

月にブラジル・オサスコで開催されるアスベスト国

際会議(2000年3月号37頁参照)に自民が参加

されると聞き、アジアからの参加は私たちだけにな

るのではと思っていたので、勇気づけられた。

第 1部:韓日両国のCS2中毒に関する研究発表

① rCS2中毒の歴史的経過から職業病を考える」

原問正純(熊本学園大学教授)

② 「韓国におけるCS2中毒に関する疫学調査の

結果J金禄陪(源進緑色病院院長、労働環境

健療研究所所長、ソウル大学校保健大学院教

授)

③ 「興人の'慢'性CS2中毒症認定患者の臨床的

研究J樺島啓吉(熊本・菊陽病院院長)

④ 「京都におけるCS2中毒症の病像と取り組み

の経過J吉中丈窓(京都・上京病院院長)

⑤ 「韓国におけるαz患者の診療と研究の現況」

任祥煽(源進緑色病院産業医学科長)

⑥ rCS2の神経系への亜臨床的影響j平田衛
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(大阪府立公衆衛生研究所労

働衛生部)

第2部は、梁吉承・源進総合セ

ンター代表の司会で、以下の発

表が行われた。

第2部:韓日両国の主な産業保

健研究事例

① 「指曲がり症一調理員の職

業病についてJ天明佳臣(全

国安全センター副議長、港町

診療所所長、写真・発言者)

② 「韓国におけるCTDs発生

の現況と問題点」李充根(労

働環境健康研究所)

③ 「病気になった労働者の働

く権華山田村明彦(北九州社会

医学研究所)

④ 「ステンレス溶接過程におけるヒュームおよび

6価クロムj安忠植(労働環境健康研究所)

新しい話題としては、韓国でもCTDs(Cumulative 

Trauma Disor&~rs: 累積外傷性疾患)が注目され

てきているという話。日本のNTTに相当する韓国

通信におけるVDT障害が社会問題になったのが

約5年ほど前で、研究もVDT作業中心(製造業等

対象が少ない)、自覚症状中心(作業姿勢を含む

作業分析が少ない)等が指摘された。

他のアジア諸闘にも共通するが、韓国でも非災

害性の腰痛症を労災認定させた事例はまだないと

のことで、少し前にパス労働者がこの問題に取り

組もうとしているという話も伝わっていた。そのよう

なこともあって、筋骨格系障害を新たに職業病とし

て認めさせ、同時に職場における治療、予防対策

に取り組んでいる「調理員の指曲がり症Jの問題そ

天明先生に報告していただいたもの。馬山昌原地

域からわざわざ参加された造船・金属の労働組合

の代表たちも非常に関心を示していた。

梁吉承氏も指摘していたが、私たちにとって日韓

共同セミナーはこれで4回目。セミナーのわずか

な時間だけではお互いの状況や問題意識を深め

合うのは困難。日頃からの情報の交換や交流が

重要である。
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東アジア産業災害団体懇談会

今年1月に開催された「労災被災者の権利のた

めのアジアネットワーク(ANROAV)Jの会議で、

東アジア・サブリージョンが設置されるととになり、

当面の事務局を韓国が引き受けた(4月号19頁参

照)。そんなこともあって6月4日に開催された「東

アジア産業災害団体懇談会J(8月号表紙写真参

照)。会場は前日と同じく源進福祉館の講堂。発表

者は以下のとおりだったが、韓国以外の発表者は

英語で発表し、韓国語と日本語の通訳が入ったo

①台湾:工作傷害受容人協会(AVOAD)楊

園棋・理事長、顧玉玲・秘書長(台湾からは、余

情如・副秘書長を含め3名が参加一次頁写真:

左から楊、顧、余の各氏)

②香港:工業傷亡権益会(ARIAV)練錦康・

総幹事(香港からは1名の参加)

③ 日本:全国安全センター古谷杉郎

④韓国:源進労働者職業病委員会李鍾勲・

委員長

@韓国:産災追放運動連合金恩姫・事務局

長

台湾からは、AVOADの活動の紹介(1994年

9月号等参照)や、最近の話題として日本のゼネコ



ンの技術を導入して行われた台北市内と空港を結

ぶ地下鉄建設で大量の潜函病患者が発生したこ

となどが報告された。香港からは、私たちにとって

はなじみの深いARIAVの活動の紹介(1996年1・
2月号等参照)。

韓国からは、源進労働者の取り組みの伯、勤労

福祉公団による労災打ち切りの圧力の中で自殺

した被災労働者・故李相官さんの労災認定を求め

た同公団前で100日以上のテント鐘城闘争の報告

があった。故李相官さんは、昌原の大字重工業の

自動車製造労働者で、昨年2月に重量物運搬ゅ

に腰を痛めた(腰部捻挫)。公団は2か月の入院し

か認めず、歩けないにもかかわらず通院治療を

強要したため、被災から4か月後の6月22日、「前

の姿に戻るのは難しいようだ」との遺書を残して自

殺。27歳だ、った。昨年10月には、全国安全センター

から日本の関係資料・情報と合わせて、テント闘争

に対する撒文も送っている。

韓国ではIMF体制のもとで、「苦痛分担Jと称し

て、労災保険財政を節約するために、このような治

療制限や労災打ち切りが行われているという(5%

以上の治療中断で160億ウォン、 20%以上の再

療養抑制で114億ウォン、λ院患者の10%を退院

させ通院治療に変え、長期患者を治療終結に導

き52億ウォン、治療内容の審査徹底で190億ウォ

ン、在宅療養と就業治療へ導き16億ウォ

ンの節約をするという)。

ASEM2000民衆大会

講堂での懇談会終了後、東アジア・サ

ブリージョンの代表によるミーティングが

行われた(台湾、韓国の代表に、日本か

らは私、韓国数名)。

この席で韓国からは、 10月にソウルで

開催されるアジア欧州首脳会議(ASEM、

1996年バンコク、 1998年ロンドンに続く

第3回目)に合わせたiASEM2000民衆

大会Jへの参加・協力要請がなされた。

民衆大会のテーマはfグローパリズム

に挑戦する民衆の活動と連帯j。昨年11

月のシアトルの世界貿易機関(WTO)閣僚会議以

来、今年7月の沖縄サミットを含め、間際的にNGO
の取り組みが活発化してきでいるが、韓国でも昨

年から、民主労総、参与連帯、環境運動連合や平

和、女性、人権団体等々によって準備が進められ

ている。

民衆大会は、 10月18日午前中の全体会議(パ

ネル・デ、イスカッション)からはじまって、20日のASEM

開会当日のデモンストレーションなどが計幽されて

いるようだが、 18日午後から19日午前に様々な課

題別の分科会が設定されており、産災追放運動連

合が「グローバリズムと労働者の健康」に関する分

科会を担当しているとのこと。できたら分科会の中

で憲章のようなものを作り上げたい、これへの参加

と内容等について提案・協力してほしいという要請

である。私たちは昨年米から相談を受けていたが、

日本からも参加・協力することを約束した。

合わせて日本からは、私たちが取り組んでいる

参加型の労働安全衛生セミナーをぜひ体験しても

らうために日本に招待したいと考えているという提

案を行った。

このミーティングは昼食後のごく短時間ですませ、

午後3時からは、源進福祉館講堂で開院1周年の

記念式典が催された。日本からの参加者でここま
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;ν;仰を警の同喜子続三三巴三

で残ったのは私だけ。

式の司会は朴錫運・源進職業病管理財団理事

(労働政策研究所所長)で、入院患者や源進労働

者職業病委員会の人々、関係者多数が集まった。

実は総色病院には昨年労働組合が結成されてい

るが、朴賢縮、梁吉承、金禄自告、李鐘勲の各氏と

労働組合委員長の5人で、お祝いのf鏡開きjなら

ぬf餅切り(?)J (写真上)。

講堂内での式の後は、病院の駐車場で飲み物

や食べ物も振る舞いながらのお祝い。私は昨年
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見ていたいので驚かなかったが、

豚の頭をお供えしてその口にご祝

儀をくわえさせて三拝する儀式も

行われた(写真下)。

最後に私事で恐縮だが、今回

は失態続きで大変だ、った。何より

の大央競は、 6月4日午前中の

発表。1月のマカオ会議で東京労

働安全衛生センターの外山尚紀

さんがフUゼ、ンテーションした内容

(4月号19頁参照)を借用して、二

番煎じで何とかなるだろうと英語で

の発表にチェレンジしたところが目

茶苦茶な結果に。英語だけの会

議だ、ったらごまかせた(?)かもし

れないが、通訳が入ったため、労

働環境健康研究所の通訳者が

私の「英語」を理解できず大変迷

惑をおかけした。あとで日韓の仲

間たちに慰められたが、ブラジル

のアスベスト国際会議が近づい

てまたぞる慌てている。

そもそも出かけるときにパス

ポートを間違え(カミさんのパス

ポートを持ってきたことに事務所

を出てから気づき)、予定してい

た便には乗れず、最終便で何と

かソウル入りにのため夕食に間

に合わず、手配していただいてい

た宿舎にもたどり着けず)。これ

まで「間違った」パスポートでキンポ空港に着いて

しまったため(?)、なかなか入国できなかった原田

先生のエピソードをさんさやん酒の肴にしてきたのが、

原田、天明先生の奥様やアジアの仲間からもあき

れられることになってしまった。汚名挽聞にはしば

らく時間がかかりそうだ。(この辺の話はくわしく説

明するためには紙幅が必要なのでまたの機会に)

何はともかく紙面を借りて、 10月のASEM2000

民衆大会・分科会への参加希望者を募り悶~

たい。ご連絡下さいo 脳i凪



I膜作業陣 の単世組
認定基準、予防、「患者対策」の変遷

労働省は、 1997年2月3日、昭和50年2月5日

付け基発第59号「キーパンチャー等上肢作業に

もとづく挟病の業務上外の認定基準についてJ(以

下f1975年認定基準jという)を全面的に見直し、

新たに平成9年2月3日付け基発第65号「上肢作

業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」

(以下f1997年認定基準jという)を発した。これは、

1997年3月号で全文紹介しているが、今回、日本

産業衛生学会頭肩腕障害研究会の、この認定基

準に対する「見解Jを紹介するにあたって、あらた

めて労災認定上の取り扱いを中心とした新通達が

出されるまでの経過を概観しておきたい。

ここで「上肢作業障害Jとよぶ労働者の健康障害

がわが国で社会的に注目されるようになったのは

1950年代以降であるから、すでに約半世紀がす

ぎようとしている。事務作業の機械化が進み、当初、

電気計算機システムのうち穿孔機を使用してカー

ドを穿孔する作業に従事する労働者(キーパン

チャー)を中心に被害が顕在化してきたことから、

「キーパンチャー障害」等と呼ばれた。

1962年にひとりのキーパンチャーの自殺者を出

し、翌年には総評、中立労連等が設置した「キー

パンチャ一対策連絡会議」が政府に統一要求を出

すなど社会問題化する中で労働省も対策の確立

に迫られ、 1963年に昭和38年2月8日付け基発

第112号「キーパンチャーの健康管理についてJ

(次の通達で廃止)、翌1964年9月22日には昭和

39年9月22日付け基発第1106号「キーパンチャー

等の作業管理について」という通達を相次いで発

している。ここでは、穿孔作業時間1日300分、4万

タッチ以内、 1連続作業時間60分以内等の作業管

理基準を示している。しかし、キーパンチャー以外

の作業にも健康被害が広がりをみせるに連れて、

1973年に、昭和48年3月30日付け基発第188号

f金銭登録作業者の作業管理についてJ(昭和48

年12月22日付け基発第717号「金銭登録作業に

従事する労働者に係る特殊健康診断について」で

一部改正)、 1975年に昭和50年2月19日付け基

発第94号「引金付き工具による手指障害等予防

についてjという通達が示されることになった。

わが国の職業病リストー1947年に制定された労

働基準法施行規則第35条では、第13号として「電

信手、タイピスト、筆耕手等の手指の撞轡及び書

痕Jが規定されていたが、これのみでは事態、に対

応できなくなったため、 1964年になって昭和39年

2月8日付け基発第1085号「キーパンチャー等の

手指を中心とした疾病の業務上外認定基準につ

いてjが通達され、「腿鞘炎Jも業務上疾病として認

定されるようになった。さらに、 1969年に昭和44年

10月29日付け基発第723号通達「キーパンチャー

等手指作業に基づく疾病の業務上外の認定基準

についてJが出され、①「按せん又は書撞様症状J、

②「腿鞘炎J、③f(狭義の)頚肩腕症候群jを対象

とする認定基準にあらためられた。「手指を中心と

した疾病Jから「手指作業による上肢疾患jと呼ん

でいるが、職業病リスト上の区分では、①が前述

の第13号、②③は第38号「その他業務に起因す

ることの明らかな疾病jとして取り扱われた。
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:i土肢作業障害の労災認定3基準ー三 川三弓白山山山I万三ヨーー-

頭肩腕癒候群等の発生(事業主届出)および労災補償状況

|業種 年(度)11妨 11蜘 11mI197811979119ω11兜 111982119匂11捌 119&511鰯 11987119881198911蜘 11開111税 11朔 11剛 11妨 11蜘 1199711郷|

製 造 業 491 70 771 54 47 邸 621 86 751 98 811 6B 551 67 431 25 391 44 621 47 

建 設 業 7 61 10 9 11 10 10 9 4 4 3 7 1 5 2 4 3 4 4 3 

運輸交渡業 1 5 2 3 2 7 6 自 3 8 2 4 2 4 2 4 4 1 2 2 

商業・金融・広告業 22 81 22 131 14 221 21 261 20 191 14 26 2 7 71 14 31 16 121 13 

その他の事業 241 22 121 17 181 24 221 26 251 25 111 26 131 14 91 10 71 12 141 15 

事業主届出件数合計 1日3 111 123 961 82 1咽 121 155 127 154 111 131 η97  臼 57 561 77 941 80 

労災補償件数合計 546 3叩 428 358 加5 394 4ち9 344 お0 274 310 332 あ4 知4 313 お8 2131 195 182 156 149 お4 3畠

打鍵入力 キパンチ 101 841 73 331 34 441 46 561 35 261 52 391 25 19 打鍵 19 

タイピスト 541 42 4B 1 27 251 23 281 18 141 24 121 11 9 2 書類・製図作成 10 

オベレータ 321 15 161 14 161 20 181 14 211 2且 181 29 161 25 語障理・切る 16 

チェッカー 521 24 4B 1 51 261 29 381 37 お 31 371 35 241 34 アイロン 4 

そ の 他 61 16 91 12 2 自 3 6 ・ . . 司' * 刻. レジスターaバーコード 9 

事務作業筆 耕 15 8 7 6 3 3 3 2 5 自 4 5 1 7 研磨 3 

作画者 5 4 5 4 1 1 1 1 司'

ー-

司俳 . 
場'
. ネグ締め 6 

その他 751 55 531 54 311 53 501 29 * . . 
ー-

唱民 . 係修・絢静施政指'n貝 7 

手指作業 電話交換 17 9 5 5 2 2 3 3 2 1 1 手話通訳者 1 

組立・検査 331 24 291 23 211 32 421 11 11 81 19 16 91 18 引っ張り・締め 9 

その他 751 55 531 74 631 115 127 110 有. . 
‘ -邑

-ー
4・ 運鍛・重量物取扱 27 

上肢作業保 母 11 191 22 241 38 311 36 141 2， 281 14 311 24 12 溶接 4 

*その{也 官01 31 431 31 411 33 441 45 116 119 153 165 156 187 塗装 3 

その他 33 

I事業主届出件数jは、 f労働省業務上疾病網JIこよる休業48以上、暦年中に発生(初めて診断)した疾病で翌年3月末日までに把握したもので、事業主から提出された労働

者死傷病報告書を分析・再分類したもの。 u労働衛生のしおりjに掲載)

労基則別表第lの2第3号4fせん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付宮工兵を使用する業務その他上肢同過度の負担のかかる業務によ

る手指の痕娘、手指、前腕等の臓、腿鞘若しくは髄周囲の炎痕又は頚肩腕症候群j

f労災補償件数合計Jは、決定年度別(発生年ではない)の労災保険新規支給決定件数。

「労災補償件数Jの作業別内訳1975-1988年度は、 I国民衛生の動向J(高間勢介氏のまとめによる).判乱作業区分の変更によりIその他j区分に集針。 1994年度分は、 f頚肩

腕症候群等に関する検討会報告書J(平成9年1月)表21こよる。

全国労働安全衛生センター連絡会識が作成

労災認定を受ける患者数は、 1968年の約20件

から1975年の546件にまで急増した。この1970年

代後半の労災認定数のピーク時においてさえ、「健

康診断成績その他学会報告を総合すると、それは

全患者数の100分の1以下と推定されるjと指摘さ

れている(細川汗， 1979)。たんに認定数が増えた

というだけでなく、キーパンチャーやスーパー等の

レジ作業等の打鍵作業だけでなく、電話交換手、

タイピスト、速記者、ベルトコンベア作業者、銀行

窓口業務、保母等々、様々な職種における健康

被害が認定されるようになっていった。現実には、

第723号通達の文書を超える労災認定を実現す

る取り組みが進められていった。

労働省は、「治ゆ(症状潤定)Jについて、「疾病

にあっては急'性症状が消退し'慢性症状は持続して

も医療効果を期待し得ない状態となった場合Jとす

るという独特の解釈(昭和23年1月13日付け基災

発第3号、これは現在も変わっていない)をもってい

る。労災認定件数の爆発的増加と問時に、「療養
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の長期化」も問題とされるようになり、同時に、職場

復帰対策の不備も指摘されることになった。

1973年には昭和48年11月5日付け基発第593

号「頭頭部外傷症候群等の労働災害被災者に対

する特別対策の実施についてJが通達され、頚肩

腕症候群等の被災者について、「長期的な療養に

よる社会生活順応への危慎、再発その他健康維

持への不安等本人の身体的精神的要因のほか、

企業側においても適当な職種の選定、労働時間

及び賃金の取扱い、その他労務管理上の理由等

もあって、社会復帰が著しく遅延する事例が少な

くない実情にあるJことから、「療養期間中の計画

的就労」、 f治ゆ後の職場後帰」等について行政指

導することされた(現在は、平成5年3月22日付け

基発第172号「被災労働者の社会復帰対策の推

進についてJ。また、昭和58年7月25日付け基発

第358号「長期療養者職業復帰援護金の支給に

ついてJ(障近の改正は平成6年6月13日付け慕

発第393号)によって、頚肩腕症候群等の症状軽



快者の「段階的就労」について事業主に一定の援

護金を支給する制度もつくられている。)。

また、昭和48年12月18日付け基発第704号「頭

頚部外傷症候群等に対する職能回復援護につい

てJ(直近の改正は昭和61年4月23日付け基発第

250号)通達では、頚肩腕症候群で障害等級12級

以上の障害(補償)給付受給者を対象として、就業

のための技能修得講習等の費用の一部を援護す

ることとした。さらに、同日付け基発第705号「頭頚

部外傷症候群等に係るアフターケアについてJ(平

成元年3月20日付け基発第127号、直近の改正

は平成9年3月31日付け基発第215号)では、頚

肩腕症候群等の傷病で障害等級原則9級以上の

障害(補償)給付受給者を対象として、症状固定(治

ゆ)後も一定の診察や保健指導等を労災保険の

労働福祉事業として実施することとしている。

健康被害の広がり、病像の多様化、労災認定

件数の急増、「療養の長期化j等々といった事態の

進展の中で、相反する事態が進行する。一方で、

日本産業衛生学会に頚肩腕症候群委員会(1971-

1973年)が設置され、その後も頚肩腕障害研究会

として継続される中で、 r(職業性)頚肩腕障害」とい

う新たな概念が提唱され、発症メカニズム、診断や

症度区分、治療、職場・社会復帰、予防等々につ

いて多面的な調査研究、実践努力が重ねられた。

他方では、労災補償の抑制を図ろうという動きが

強まってきた。関西経営者協会が、使用者の民事

責任の免除や労災認定に対する不服申し立て、

解雇制限の緩和等の労災保険制度の包括的見

直しを要望したのも1973年のことだ、った。「上肢作

業障害Jについても、 1974年には、心因性ないし

原因不明を強調する電電公社頭肩腕症候群プロ

ジェクトチームの答申が公表されている。

1975年になって労働省は、昭和50年2月5日付

け基発第59号「キーパンチャー等の上肢作業に

もとづ、く疾病の業務上外の認定基準について」を

通達し、認定基準の大幅な見醸しを行った。この認

定基準が結局、その後22年間適用されることになっ

たわけであるが、これが基本的に認定の抑制をね

らったものであることは、労災認定件数が1975年

度の546件をピークにその後減少傾向を示してい

ることからもうかがえるだろう。対象疾病は①「振せ

ん又は書癒様症状j、②「腿鞘炎j、③r(狭義の)

頚肩腕症候群jの3つで変えず、「手指作業による

疾病jから「上肢作業にもとづく疾病」にあらためた

ものの、かえって第723号通達よりも症状を限定

して上肢作業以外の作業を否定、鑑別診断の徹

底、 f発痕までの作用従事期間は一般的には6か

月以上」、「同一企業の他の労働者より10%以上

多い、または、業務量の波 (20%以上が1か月の

うち10日程度)が3か月程度継続等のが業務量要

件j、「おおむね3か月程度で症状消退(3か月経

過しても順調に症状が軽快しない場合は他疾病を

疑う必要あり)Jなどの要件をはじめて示した。

当然のごとく各界から大きな批判を受けることと

なり、翌1976年4月には、日本産業衛生学会頭肩

腕障害研究会が労働省にlIi'上肢作業にもとづく疾

病の業務上外の認定基準~ (基発第59号通達)に

ついての要請」を提出、 f通達の内容は疾病の実

態と研究の進歩にとって疑問の点が多い」として、

認定基準の改善を強く求めている。そのような中で、

昭和51年11月11日付け労働省補償課長事務連

絡第45号によって、①上肢と併せて身体の他の

部位も同時に使用する業務に従事する労働者の

頚肩腕症候群等についても、(上肢のみの過度使

用を対象とする)同認定基準によらず個別に労災

認定される可能性があることを示させたこと、②「頚

肩腕症候群に類似の他の疾病が存在しているか

適切な療養及び健康管理が行われなかった等の

場合には、3か月を超えて症状が持続する場合が

あるjことを認めさせたことは重要であった。

1978年には職業病リストー労働基準法施行規

郎第35条の改正が行われ、新しいリスト(別表第

1の2)が1978(昭和53)年度から施行されたが、

前述の批判や職業病リスト改正にあたっての要望

に応える内容のものではなかった。従来第1号~

第38号に区分されていたものが、まず第1号から

第9号の大分類が設けられ、第3号としてf身体に

過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲

げる疾病Jが規定され、この中に5つの小区分が

規定された。 f上肢作業障害jと最も関連があるの

は、第3号のがせん孔、印書、電話交換又は速記
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の業務、金銭登録機を使用する業務その他上肢

に過度の負担のかかる業務による手指の癌響、

手指、前腕等の眠、健鞘若しくは)陸周聞の炎症又

は頚肩腕症候群」であり、これは、旧リストの第13

号「電信手、タイピスト、筆耕手等の手指の撞雛及

び書痘Jを包摂し、また、第38号「その他業務に起

因することの明らかな疾病jとして取り扱われてい

たものの一部を含むと説明された。他に「上肢作業

障害jと関連するのは、第3号の5f1から4までに

掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病

その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業

務に起因することの明らかな疾病j、また、大分類

の第9号「その他業務に起因することの明らかな

疾病Jに関連するものもありうる。

労災補償を抑制するために、入口である労災認

定を狭めるだけでなく、出口z 治ゆ・症状固定z 労

災打ち切りを早めようとする動きも(それ以前から

もあったが)強められていった。昭和57年5月31

日付け基発第375号「労災保険における『はり・きゅ

う及び、マッサージ』の施術に係る保険給付の取扱

いについてJによって、それまで必要な期間認めら

れていたはかきゅう治療について、症状等にかか

わりなく一律最長1年間という期間制限が導入され

たが、これは、西洋医学だけではなかなかよくなら

ないためはり・きゅう治療を受けていた者も多い「上

肢作業障害」や腰痛等を主な狙いとしたものであっ

た。この通達によって当初、全国で約2千人の被

災者が労災保険によるはり・きゅう治療を打ち切ら

れ、同時に労災自体も打ち切られた(治ゆ・症状

固定とされた)者も数百人にのぼると言われている

(f上肢作業障害」者の内数は不明)。なお、向通

達は長期にわたる裁判闘争等の末、 1996年になっ

て平成8年2月23日付け基発第79号通達によっ

て廃止、不当なはり・きゅう治療制限は撤廃された。

昭和59(1984)年8月3日付け基発第391号「長

期療養者に係る適正給付管理の実施についてj

も、同様に、「上肢作業障害」等の難治性の職業

病被災者に対象を絞り、治ゆ・症状闘定=労災打

ち切りを早めようとするものであった。具体的には、

療養開始後6か月経過した者(f疾病にあっては急

性症状の消退がおおむね6か月以内に期待でき
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るjとの判断にもとづく)を記録(台帳を作成(昭和

61年7月10日付け基発第412号通達により電算

機処理方式に移行)して労働省本省で薗接管理す

るようにし、 3か月こ守とにチェック、必要な者は主治

医や本人に調査して、「支給要件の判断に疑義の

あるものについては、地方労災医員、同協議会等

に医学的意見を求めたうえで所轄局との協議を行

いその後の処理方針を決する」というものである。

「適正給付管理Jの実施は当初、実情に応じて

は年6か月以上療養継続者jからはじめてもよい

とされていたが、 1988年8月には、労働大臣の私

的諮問機関である「労働基準法研究会(災害補償

関係)Jが中間報告を発表し、傷病や症状の違い

を問わず一律1年6か月で休業補償は打ち切りに

するなどの労災保険制度の見直しを提案した。こ

れは大きな批判を招き、結果的に法案作成等に

いたるまでもなく葬り去ることができた(ちなみにこ

の時の取り組みの経験が、全国労働安全衛生セ

ンタ一連絡会議設立の契機のひとつとなっている)。

労働省資料によると、 1987年度末時点で、療養1

年6か月以上の労災認定被災者は全国で30，817
人、うち頚庸腕症候群等が451人であった(最多は

振動障害の12，776人、その他(外傷が中心)11，383 
人)。

「上肢作業障害」等の職業病の労災認定にあっ

ては、労災申請の手続をしてから数か月を要する

ことも少なくなく、中には決定までに1年以上かか

る場合もあり、労災認定と同時に、あるいはそれ

より前の時点にさかのぼって、治ゆ・症状固定とさ

れるという笑えない事態も現実には生じるようになっ

ており、労災補償の入口と出口の双方について労

働行政を監視していく必要が強まっている。おそら

くは、このような動きの影響もあって、 1997年の新

認定基準が出されるまでは、 1975年度以降、多少

の動揺を繰り返しつつも1994年、 1995年の約150

件程度まで傾向的に減少し、事業主が届け出た労

働者死傷病報告書による統計でも1991年以降は

3桁を割ってきている。

しかし、問題が消えてしまったわけではなく、潜航

しながらも広範な広がりをみせていることはいくつ

かの調査研究からもうかがわれる。実際、労働省



も、新たな問題に対応するため、昭和60(1985)年

12月初日付け基発第705号rVDT作業のための

労働衛生上の指針についてj、平成6(1994)年4

月21日付け基発第257号「学校給食事業におけ

る労働災害の防止についてJといった通達を発し

ている。さらに、労働省が中央労働災害防止協会

に委託した「職場における顕肩腕症候群予防対策

に関する検討結果報告書Jが、 1995年8月にまと

められている。この「まえがきJでは次のように言っ

ているJ頚肩腕症候群の発生状況は、最近では

業種、職種を問わず広く発生し、その予防対策の

充実について各方面から検討を求められていた。

このため、中央労働災害防止協会においては、

平成3年度より5年間にわたり、頚肩腕症候群の

発生状況の集計・解析、中央労働災害防止協会

の賛助会員の協力によるアンケート調査、さらに

は、事業場の実態調査等を行い、得られた結果

をもとに、頚肩腕症候群の予防対策の検討を進

めてきた。」

1997年の認定基準改正にあたっても労働省で

は、「頚肩腕症候群等に関する専門検討会Jを設

置し、 1997(平成9)年1月にその検討結果報告書

がまとめられている。この「はじめに」でも、現在の

認定基準は「発生職場の変化(r現在においては、

指先でキーをたたく業務以外の多方面の職場から

上肢作業に伴う障害の報告があり、認定基準の

策定時とは変化しているJとしている)、上肢作業者

に発症した疾病の多様化、諸外国における疾病

概念の変更等に十分対応したものとはなっていな

い。…以上のようなことから、頭肩腕症候群以外

の上肢作業に伴う障害に係る認定基準の明確化、

上肢作業に伴う障害の発症する可能性のある対

象作業の見直し等、現行認定基準の全般的な改

定を図る必要があると考えるJとしている。

このような経過から出されてきたのが、平成9年

2月3日付け基発第65号「上肢作業に基づく疾病

の業務上外の認定基準について」である。 阻

止肢作業に基づく疾癖G認定基準J
に関する見解

1999年10月15日

日本産業衛生学会顕肩腕障害研究会

はじめに

わが岡における頚肩腕障害に関する労働者災

害補償保険法の認定基準は、これまで昭和50年

2月の通達fキーパンチャー等上肢作業にもとづ、

く疾病の業務上外の認定基準についてJ1) (基発第

59号、以下「前通達」と略称)が用いられてきたが、

平成9年2月、新たな通達「上肢作業に基づく疾病

の認定基準についてJ2) (基発第65号、以下「新通

達」と略称)[1997年3月号20貰参照]により認定

基準が変更された。地方公務員の災害補償につ

いても、この経過と関連して基金における認定基

準が変更された。3)4)

今回の主な変更点として、対象とする業務・疾病

の範聞等の拡大及び明確化、作業の質的要因評

価の追加、作業従事後6か月未満の場合でも腿

鞘炎等が発症し得るとの判断を追補したことが挙

げられている。新通達施行後現在までの労災認定

に関わる運用状況を見ると、保育所保母の認定例

など従来に比べて認定の対象作業について拡大

された事例も認められる。しかし、業務量の判断基
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準として採用されている数値の根拠が前通達同様、

不明確であることや、「上肢障害jの名称、によって

対象となる障害が限定される可能性があること、療

養期間の目安が患者の実情と講離していることな

ど、新通達に対する学会員からの批判的指摘や

懸念が少なくない。前通達が施行されたとき、認定

基準とその運用に関する要請文を本研究会は公

表した。 5) 今回の新通達についても、本頚肩腕障

害研究会は、 1997年2月以降、日本産業衛生学

会本会時の自由集会を含む6回の研究会におい

て討議し、また研究会としての見解案を近年の会へ

の参加者に郵送して意見を広く聴取するなどの経

過を経て検討を重ねてきた。その結果、新通達に

対しても本研究会としての一定の結論に達したの

で、以下にI上肢作業に基づく疾病の認定基準に

対する見解Jを表明する。なお、本見解について

は、通達を行った労働省はもとより認定の実務に

関わる関連諸機関の理解を求めたい。

1 I対象とする疾病の呼称、範囲、概念

今日、国際的にWork圃 relat吋 musculoskeletal

disorders (WMSDs)という呼称が国際学会や出

版物において定着しつつある。 6)7) 新通達、ならび

にその基礎資料とされた「頚肩腕症候群等に関す

る検討結果報告書J8) (頭肩腕症候群等に関する

専門検討会、 1997年1月、以下「検討会報告書j

と略称)における上肢作業に基づく疾病ないし上

肢障害は、上肢に負担のかかる作業と関連する

障害を広く取り上げた点でWork齢 relatedmusculo-

skeletal disordersに近い概念を意図していると判

断される。しかし、新通達で用いられている「上肢

障害jという短縮形のみが一般に流布すると、「上

肢に限定された障害」であるかのような誤解を招き

やすいことが危慎される。また、国際的には上記

のようにWork-relatedn巴ssが明示されて用いられ

ており、「上肢障害Jとの名称についても作業関連

性を示した用語の採用によりWHO/ILOのWork-

related disordersの考え方9)との整合性をもたせる

べきであったと考えられる。

今回、新通達において認定の対象とすべき多
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くの該当疾病が明示された点は評価される。しかし、

今後の研究により作業関連性を考慮すべき筋骨

格系疾患の範囲がさらに拡大される可能性もある。

それゆえ、局所障害や一般症状の発現経過から

上肢作業に関連して発症もしくは増悪したと判断さ

れる場合には、通達に例示されていない疾患につ

いても運用上の対象に含めることを望みたい。

次に、対応する診断名の下せない不定愁訴を

特徴とする症候群として、 fその他jの項目におい

て頚肩腕症候群を扱い、いわば鑑別診断上の残

遺物としていることには異議がある。これまで、本

学会において頚肩腕障害は、頚肩腕部の運動器

障害に隈定されない神経・感覚・循環系等の障害

を伴う全身的な健康障害として、その概念が提唱

されてきた。 10)また、少なからぬ労働衛生研究者・

実務者が上記のWork幽 relatedmusculoskeletal 

disordersとしての総称的な意味において、広く「頚

肩腕障害jを用いてきた経緯がある。患者の実態

を見ると、上肢・手指・頚肩部の使いすぎに関連す

る健康障害像としては、部位が限定された局所時

害型よりも広範囲な部位にわたる病像型がむしろ

一般的であり、職場対策においても特定の局所障

害以上に頭肩腕障害または頚肩腕症候群が対策

の主対象とされてきた。 11ト13) 従って、新通達にお

いては、このような、一般病型を最初に明示すべ

きであったと判断される。また、局所的障害に関す

る病名のみでは、患者の全体的病状を把握し難い

場合が少なからず生じ得ることへの運用上の十分

な配慮を望みたい。

これまで労災理論を集大成した労働省労働基滋

局輔の「業務災害及び通勤災害認定の理論と実

際J14)において、前通達以障の頚肩腕障害に関す

る労働省の考え方が示されてきた。そこでは整形

外科の分野において病名として使われる頚肩腕症

候群が頚椎を中心にした病変に由来するものであ

り、認定の対象となる頚庸腕症候群とは、かなり異

なるものと考えられていると述べられていた。さら

に、日本産業衛生学会頚肩腕症候群委員会によ

る頚肩腕障害の定義と病像分類についても軽視

されることなく紹介されていた。今回の新通達を契

機に、このような顕肩腕障害に関する労働省の理



表 1頚肩腕障害の発生または発生リスクに関する報告のある作業

新基準で例示された作業 新基準で例;;r;されていない作業叫

事務系作業 OA機器作業(コンピューター、ワードプ チェッカー、重量卓作業、和文タイプ、ァレックス作業、競艇発
口セッサー)、VDT機器作業、端末機作 券作業、算盤参入作業、札勘作業、伝票作業、トレース作業、
業、手話通訳作業 ボールペン複写、筆耕作業、両替作業、書籍の整理、司書、

電話交換作業、郵便区分作業、ビデオテープ検査、ファイル
整理作業

現場系作業 介護作業(養護ホーム、養護学校等)、 ボンベ取扱い作業、ハム製造作業、包装作業、パァ塗り作
保育作業、看護作業、給食等の調理作 業、インパクトレンチ作業、ローラー塗装作業、うどん・蕎麦
業、多量の冷凍魚等の切断・解体等の 調理作業、肉さばき作業、精肉作業、ピッキング作業、メッ
処理を行う作業、手作りによる製パン・ キ作業、印刷活字組作業、ネジ切り作業、塗料剥ぎ作業、
製菓作業、流れ作業による塗装・溶接作 底舗品出し作業、
業、機器等の組立・仕上げ作業、天井な
ど上方を作業点とする作業、ミシン縫製・ * b)ウェイター・ウエイトレス、*清掃作業、*羊毛メリり作業、
アイロンがけ作業、検査作業(顕微鏡・ 吋成主主敷き作業、*小売応員、市楽器演奏者、*止金銃作業、|
拡大鏡)、運搬・積込み・積卸し作業 キ建設作業、歯科医師

a)宇ことら16)17)、広瀬18)、前田ら19)等の認定・申請事例、論文を中心に示した。
b)本主として海外の手根管症候群の報告事例を示した20)21)。

解が稀薄なものとなり、頚肩腕障害(頚庸腕症候

群)の認定に関する運用において軽視や制約が

生じることのないように関係機関に求めたい。

なお、新通達と同時に通知された事務連絡第1

号15)(以下「事務連絡jと略称)における第2.運用

上の留意点の3.業務起因性の判断についての

項では、産業涯の意見を積極的に聴取すべき旨

が明記されている。業務起因性の判断においては、

発症原因となる作業を熟知した産業医の意見が当

然聴取されるべきである。乙の点に関連して本研

究会は産業医諸氏に役立つ情報の提供を積極的

に行いたい。

21対象業務の範囲

新通達における対象作業については「上肢等

に負担のかかる作業」として、(1)上肢の反復動作

の多い作業、 (2)上肢を上げた状態で行う作業、

(3)頚部の動きが少なく、姿勢が拘束される作業、

(4)上肢の特定の部位に負担がかかる状態で行

う作業の4種類に類型化され、事務連絡15)におい

て作業が具体的に例示されている。しかし、例示さ

れていない作業の中にも、頚肩腕障害の発生や

リスクの増大を報告されたものが多数存夜する。

すなわち、例えば事務系の作業ではチェッカー、電

卓作業、和文タイプ、テレックス作業、競艇発券作

業、算盤算入作業、札勘作業、伝票整理、トレー

ス作業、ボールペン複写、筆耕作業、両替作業、

書籍の整理、司書、電話交換作業、郵便区分作

業、ビデオテープ検査、ファイル整理作業が例示

されていない。また、発券作業、両替作業、ビデオ

テープ検査、ファイル整理作業を除く表1の作業の

多くは1980年に前田22)によって頚肩腕障害の発

生職種として既に報告されている。今回、通達にお

いて現場系作業を主体に新たに対象作業が追加

され範囲が拡大された点は評価できるが、特に事

務系職種の例示範囲が狭く、認定される職種に関

して制約を生じる可能性がある。すなわち、事務系

作業については、手指・手・前腕を早く動かす反復

動作の多い作業としてOA機器・VDT機器等の操

作など打鍵に関わる作業の一部が例示されてい

るにすぎない。

以上のように、対象作業に例示されていない作

業がきわめて多数存在するため、少なくとも表1の

右欄に示した諸作業は認定対象に含められるべ

きである。また、表1に掲載されていない作業を行っ

ていた患者事例であっても、個々の作業と健康障

害との関連が検討される必要がある。昭和51年

11月に出された事務連絡第45号23)においても、

頚肩腕症候群に関して「認定基準に示されていな

い業務でも業務上の頭肩腕症候群又は類似の疾

病が発症しないとは断定しがたいので、上肢と併せ
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て身体の他の部位も同時に使用する業務に従事

する労働者からこれらの疾病に係る労災請求が

あった場合は、認定基準によることなく、個別に作

業態様、業務量等を把擢のうえ業務上外の判断

を行うことJとの弾力的な考え方が示されていた。今

回、事務連絡第1号において、この事務連絡第45

号の記が削除されることとなったため、認定基準に

示されていない業務に関する業務上外の判断に

おける運用上の後退が懸念される。今回の通達

の変更に関連して事務連絡第45号の考え方を削

除すべき明確な根拠は見出し難い。それゆえ、本

研究会は対象業務の範囲に関して、問題の実情

に即した弾力的な運用を関係機関に求めたい。

業務過重性の判断、業務との関連性31 
の考え方

新通達は業務起因性の認定要件として「発症前

に過重な業務に就労したこと」を上げ、それに該当

する業務量として、次の(1)または(2)を提示して

いる。すなわち、(1)同一事業場における同種の

労働者と比較して、おおむね10%以上業務量が

増加し、その状態が発症直前3か月程度にわたる

場合、または(2)業務量が一定せず、発症直前の

3か月程度継続して、(イ)業務量が1か月の平均

では通常の範囲内であっても、 1日の業務量が通

常の業務のおおむね20%以上増加し、その状態

が1か月のうち10日程度認められる場合、あるい

は(ロ)業務量が1日の平均では通常の範囲内で

あっても、 1日の労働時間の3分の1程度にわたっ

て業務量が通常の業務量のおおむね20%以上

増加し、その状態が1か月のうち10日韓度認めら

れる場合の、2つが示されている。

このように「同種の労働者Jあるいはf1か月、ま

たは1日の通常Jに比して業務量の多い状態がf3

か月J以上持続しでいること。いわば業務におけ

量的負荷の過重性を条件として判断する考え方は

前通達から基本的に変化していない。本研究会は、

前通達に対する要請5)を1976年に行った際に、 (1)
労働負担の過重性は当該作業者にとって過大で、

あったたかどうかを基準に判断すべきであり、作業

28 安全センター情報2000年9月号

量を他人と比較して判断することは妥当でないこと、

(2)当該作業者の頚肩腕障害の発生に関与した

業務について、症状の発現により作業能力の低

下した段階における業務量を比較検討の対象とす

ることが多いため、業務量の評価が不適当となる

こと、 (3)f10%、20%J f3か月」などの基準数値

には科学的根拠が示されていないこと等を指摘し

ている。しかし、業務過重性に関わる量的基準を

今回変更しなかった理由としては、「昭和50年に認

定基準が策定されてから以降、これまでの認定基

準の運用で概ね機能しているといえることから、見

直しに当たっての業務過重性の判断についても、

この基準を踏襲してよいと判断されるJ8)と述べられ

ているのみであり、前通達に対する前述の本研究

会の指摘に対し、新通達は応えていない。

なお、新通達で「同一事業場における同種の労

働者と比較して、おおむね10%以上業務量が増

加Jと記載された部分は、前通達において「同一企

業の中における問t性の労働者であって、作業態

様、年齢および熟練度が同程度のもの若しくは他

の企業の同種の労働者と比較して、おおむね10

%以上業務量が増加Jとなっていた。すなわち、前

通達では、作業態様や性・年齢、熟練度の諸条件

が同様である者との比較を前提とし、さらに他の企

業における問種の労働者との比較も基本的に考

慮されていた。一方、今回 fli'同種の労働者』につ

いては同一事業所内を基本とするが、同一事業所

における同種の労働者が存在しない場合には、

他の事業場における同種の労働者との比較を参

考とすること」と事務連絡で補足されてはいるが、

新通達において「同一事業場における同種の労

働者との比較jが牒別であり、またfli'同種の労働者』

とは同種の作業に従事する向性で年齢が同程度

の労働者をいうものであるJと述べられている。す

なわち、新通達は前通達に比べ同一事業場の労

働者との比較を相対的に強調していると考えられ

る。また「同種の労働者jの概念じ関して、「熟練度

が同程度jとの規定が今回なくなっている。そのた

め、新通達の機械的な連用が行われた場合に懸

念されることとして、①作業者の多くが高負担の作

業下にある事業場に関して同一事業場内の作業



者間比較のみが実施され、より負拍の低い他の事

業場からの労災申請者と比べ、申請労働者の作

業負担が相対的に低く評価される危険性がある、

②熟練度が労災申請労働者とは異なる労働者が

比較の対象に選ばれ、結果的に労災申請労働者

の負担が軽く見積もられる危険性がある等が指摘

される。それゆえ、新通達の運用に当って申請労

働者の負担の大きさが軽視されることのないように

慎薫な評価検討が行われることを求めたい。

一方、新通達で、 f業務量の面から過重な業務

とは直ちに判断できない場合jであっても、 f通常

業務による負荷を超える一定の負荷が認められ」

との条件っきではあるが、「イ.長時間作業・連続

作業、ロ.他律的かつ過度な作業ペース、ハ.過

大な重量負荷・力の発揮、ニ.過度の緊張、ホ.不

適切な作業環境」の「要因が顕著に認められる場

合には、それらの要因も総合して評価することjと、

作業の質的要因に関わる内容も総合して過重性

を判断する必要性を示した点は、頚肩腕障害発生

の実態、に即した視点として評価し得る。但し、この

ような視点が現実の運用に十分に反映されている

か否かに関して本研究会としては認定行政の動向

を注視し、必要に応じては追加的見解を述べるこ

ととしたい。

これまで、業務の過重性の判断において問種

の労働者の業務量や当該労働者の通常の業務

量との比較結果が重視されすぎていた。業務と障

害との関連を判断する場合には、当該労働者に

とって業務が過重であったかどうかが問われるべ

きであると本研究会は考える。例えば個体レベル

における業務負荷と身体症状。所見との関連が存

在することにより当該労働者にとっての業務過重

性が判断できよう。これには、上肢の負担を伴う業

務に新規にもしくは一定期間継続して就労するこ

とにより自覚症状や他覚所見上過大な負担の影

響が認められる場合や、当該作業への反復的な

従事や休養不足などの経緯により症状・所見の進

行増悪が認められる場合などが含まれ得る。この

ような当該労働者における業務と症状・所見との

関連が、医学的に合理的な範囲内で観察される場

合には、問種の労働者の業務量や通常の業務量

との比較結果にかかわらず積極的に業務の過重

性の存在を認めるべきである。

41個体要因や日常生活上の要菌

今日、職場における筋骨格系障害は多要因性

をその特性とするWorkィ巴lateddiseaseのひとつ

として理解されている。到すなわち、職場要因以外

の年齢や性、その他の身体状況等の個体要国や

日常生活上の要因も頚肩腕障害の発症に関与し

得る。従って、頚肩腕障害予防に関連する労働衛

生管理に際しては、就労者の個体要因や家庭で

の介護・育児などの日常生活上の負担に配慮した

対策の実施が必要とされている。しかし、多要因性

である筋骨格系障害の業務上外を判断する場合

に、業務との関連を十分に検討することなく個体要

因や日常生活上の要因を主要因であると断定す

ることがあってはならない。近年の業務上認定に

関する可法判断においても、業務の遂行が基礎

疾病を増悪させるなど、それが基礎疾病と共働の

原因となって疾病が発生したと認められるような場

合は、特段の事情がない限り、業務組因性を肯定

する判断が増えている。24) 近年のこうした司法判

断に見られる社会的認識の動向や、業務上外を

二者択一的に決定する労災・公災判断の特質を

考慮し、本研究会は業務上か否かの判断におい

て作業者の個体要因や日常生活上の要因が過大

視されるととのないよう慎重な配慮を関係機関に

求めたい。

51発症までの作業従事期間

新通達では発症までの作業従事期間に関して、

腿鞘炎等については作業従事期間が6か月未満

で発症する場合もあるとしたものの、原則的には

6か月程度以上としている。しかし、発症までの作

業従事期間について、根拠となる文献は専門検討

会の検討結果報告書めにおいても明示されず、平

成6年度の上肢作業者認定例154症例に関する

作業従事期間のみが示されている。しかし、この症

例に関する資料(検討結果報告書の表2)におい
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て、 18.5%の者は6か月未満で発症している。また、

検討結果報告書中、文献12として掲載されている

Veiersted KBら(1993)の論文25)(検討結果報告

書の本文中では引用箇所が明示されていなしミ)で

は、頚肩部筋痛を有した患者の発症状態に至るま

での作業従事期間の中央値は23週と半年未満で

ある(最短6週~最長51週)。文献として記載され

ながら、この論文の内容が無視されていると考え

られる。さらに、検討結果報告書で文献21として記

載されている大原等26)の論文においても、レジ作

業者における頚肩腕障害が比較的短期間の作業

経験者に多いことや、そこに6か月未満の作業経

験者も含まれていたことを根拠に、一般的には作

業期間を6か月程度以上とする基準が一律には

適用され得ないとの考察が述べられている。以上

のように、検討結果報告書における資料や文献

は、新通達における「原則として6か月程度以上」

との目安を十分に根拠づ、けるものとはなっていな

い。それゆえ、「原則jとの表現にとらわれて基準

を機械的に運用することは慎むべきである。当該

業務への従事期間が6か月程度未満であっても

発症までの経緯から業務に関連して発症したと認

められる場合は個々の事例に則して判断すべき

であり、新通達の作業従事期間の規定は改訂され

る必要がある。

61鑑別診断の考え方

新通達と、その事務連絡において、上肢障害に

は加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウ

マチ等の類似疾病の関与が多いとの理由から、こ

れらが疑われる場合には専門医からの意見聴取

と鑑別診断等の実施が求められている。そして、退

行性変性や素因が主たる原因となって発症する疾

病として、変形性脊椎症、肩関節周囲炎、胸郭出

口症候群等が上げられている。次に、上肢障害に

該当しない疾病で、別途業務起因性の判断を要す

ることもある疾病として、 1)頚・背部の脊椎、脊髄

あるいは周辺軟部の腫壌、 2)内臓疾病に起因す

る諸関連痛、3)類似の症状を量し得る精神医学的

ノ疾病、 4)頭蓋内疾患(大脳基底部の異常から生
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じるジストニア等)が示されている。そして、鑑別診

断上、主治涯から収集すべき検査資料として、ア

ドソン試験、ライト試験等の検査や画像所見、エッ

クス線所見、神経伝導速度などが病状に応じて指

示されている。すなわち、これらの検査資料に何

らかの異常所見が存在した場合、補償の対象とす

べき上肢障害には該当しないとして判断される可

能性がある。しかし、無症状者においてもエックス

線やMRIに関して頭椎の顕著な退行性変化が高

率に見出されることを示した研究が少なくないため、

頚椎異常所見と症状との対応関係を解釈する場

合は十分な慎重さが求められる。27)29)また、胸郭

出口症候群と労働との関連も示唆されており7)、ア

ドソン試験等における陽性所見の解釈には十分

な注意が必要である。すなわち、鑑別に関わる通

達の内容を機械的に運用した場合には、認定対

象とすべき患者の範囲が著しく制限されたり、鑑別

の困雅な患者が認定の対象から排除される等の

危険性がある。認定に関わる判断に当たっては、

他疾病の症状や所見がないととを障害認定の必

要条件とすべきではなく、疾病や作業負担の経過

や全体的な病像を総合的に把握することが求め

られる。一方、鑑別の対象とされている上述の諸

疾患に検討事例が該当する場合であっても、業務

と関連して病状が悪化するなど、作業関連性が強

く疑われるときは、補償の対象とされるべきである。

71適切な療養期間

新通達では「適切な療養を行うことによっておお

むね3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手

術が施行された場合でも一般的におおむね6か月

程度の療養が行われれば治ゆするものと考えら

れるので留意すること」と述べられている(以下ゴ

"'6か月軽快説と呼ぶ)。そして、検討結果報告書

において、小山内30)と大原ら26)31)の論文内容をそ

の根拠に引用している。

小山内の論文は「電気メーカーのベルトコンベ

アシステムの組立作業者の症例についてトレーナー

を配しての運動療法の併用等によって3か月で6

人全員症状が著しく改善したJと引用されている。こ



の論文は啓蒙誌に掲載されたものであり、学問的

厳密さを審査された原著論文ではなく、療養効果を

評価する場合に必要な各症例の詳しい症状や発

症経過、業務負担等に関して記載していない。ま

た各症例は症度区分Cとされているがその判断基

準も明記されていない。しかも、対象者のうち患者

は1名のみで、他の5名は患者と同様な職場から

選んだ者で身体症状の悪い者としてのみ記載され

ていることから、就労中で治療歴のない軽症者で

あった可能性が高い。もし、これらの者が軽症者

であれば、3か月以内に軽快することもあり得る。

一方、この論文の患者は、運動療法開始前に入

院を含めて3か月の病休をとり、また病休開始から

軽快までに6か月以上を要しているため、むしろ3

~6 か月軽快説に反した例と言える。このように、

小山内の論文では患者以外の者を主対象にして

おり、内容も不明確な部分が多い。それゆえ、認

定患者の3~6か月軽快説の根拠として本論文を

用いることは不適当と考えられる。

一方、大原等31)は健康相談を受診したレジ作業

者 120人を対象にして解析している。対象者につ

いての日本産業衛生学会の症度区分は、H度34

人、E度71人、W度15人であった。症度が進むと

軽快までの期間が長くなり、軽快までに3か月以上

を要した者の割合はH度5.9%、車度40.8%、IV度

80%であり、6か月以上を要した者はE度5.9%、E

度21.1%、W度60%で、あった。すなわち、症度別

にみると3~6か月軽快説は立にはある程度当て

はまるが、より症度の進んだE度の群では3か月

以内と6か月以内の軽快率が各々 59.2%と78.9%

に止まり、 W度の詳ではさらに20%と40%と大幅

に低下するため、 3~6か月軽快説が適合しなくな

る。従って、大原等の論文は3~6か月以内に一

律に軽快することを否定するものであり、検討結

果報告書はこの論文を正しく引用していない。

このように、検討結果報告書が根拠とする2つ

の引用論文は f3~6か月軽快説Jを根拠づける

よりはむしろ否定的な結果を提示しているため、新

通達における療養期間に関する内容は、改訂さ

れる必要がある。なお、検討結果報告書は大原等

の論文を引用して「症状を訴えるスーパーマーケッ

トのレジ作業者120人の軽快までに要した期間は、

64.4%が3か月未満であるJと記載しているが、こ

の引用箇所の120人は87人(初回受診者)の誤り

であり訂正を要するお)。

次に、6か月以上長期化する者については、精

神医学的疾患や個人の素因等の個体要因に基

づくものそ疑い、労災保険による治療は適用され

ないものであることを患者本人に理解させるべき

旨が検討結果報告書に述べられている。この考

え方には、患者の症度や職場での作業規制の遅

れ・不適切さ等の重要な難治要因に関する観点が

欠落している。例えば、作業規制や配置換えを行っ

た後も軽快までに長い期間を要する難治の要国

として、終痛ー今末梢血管の反射的収縮→筋肉内の

相対的乏1Ill→乏血性廃痛の病理的な悪循環22)32)

とともに、作業規制や配置換えに関する職場での

対処の不備がこれまでに指摘されている。刊職場

での対処のひとつである配置換えを行った場合、

新しい作業や人間関係に慣れるまでの問、囲復力

の低下した患者にとっては心身の負担が過重とな

り、回復が混延することがある。

また、精神的疾患や個人の素菌等の個体要国

に療養の長期化の主原闘を求める見解について

も以下のように批判されている。まず、個人の体質、

体型については、木村33)が詳細に検討し、 fJoint

hyp巴rmobilityとなで肩が発症に関与している思わ

れたが、これらも絶対的なものではなく、適性検査

の上で判断の資料にし得る程度のものである」と

結論づけたように、体質や体型が難治の主たる要

因であるとの明確な証拠は得られていない。一方、

作業規制や配置換えを行っても治療に長期を要

する場合のあることに対する説明として、精神的な

要因が取り上げられてきた34)。しかし、小沼等35)は

精神科を受診した電話交換手の斜角筋症候群例

を検討し、 f心因性疾患としての本格的神経症とし

ての現れであるとの見方は取り難いjとして、精神

的疾患説を診断上否定している。木村等34)は、

Manif，巴stAnxiety Scaleにより、「頚肩腕障害の患

者と神経症の患者の聞には不安度において全く

違った面をもっており、難治症例即神経症との判

断をすべきでないjとの見解を述べている。日本産
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障害が重度になると「情緒不安定、集中閤難、睡

眠障害、思考力低下、欝状態、ヒステリー症状J等

の精神症状が加わることを指摘しており、精神神

経症状はこの障害の原因ではなく結果として生じる

ことを述べでいる。以上のように、精神的疾患や個

人の素因等の個体要因に療養の長期化の原因

を求めることには、十分な慎重さが求められる。

なお、昭和51年11月に労働省労働基準局より

提示された事務連絡第45号23)においても、「頚肩

腕症候群に類似の伯の(業務上)疾病が存在して

いるか適切な療養及び健康管理が行われなかっ

た等の場合においては、3か月を超えて症状が持

続する場合があるので、上記解説8(認定基準)は

3か月程度経過後に症状が消退しないものを一律

に業務によらない疾病として取り扱うという趣旨で

はない(引用の括弧内は本研究会が追記)Jとされ

ていた。今回、事務連絡第1号により、この事務連

絡第45号の記が削除されることとなったため、療

養期間に関わる業務上外の判断における運用上

の後退が懸念される。検討結果報告書および新

通達には、事務連絡第45号に指示された内容を

否定する根拠はなんら示されておらず、今日にお

いてもその内容の妥当性は変化していない。本研

究会は、療養期間に関しても機械的連用がなされ

ることのないよう関係機関に求めたい。

81認定基準の性格と情報の公開

これまで、労働省労働基準局は「業務災害及び

通勤災害認定の理論と実際J14)において、認定基

準の性格についての考え方を明示し、「認定基準

は各疾病についての現在の医学的知見を集約し、

当該疾病と業務との関係について有害因子とその

醸露期間等、及び、それによって引き起こされる疾

病の病像、経過等を示したものであるjとしてきた。

また、 f行政機関に対して業務上疾病についての

認定要件、認定に必要な医学的知見等を示すこ

とにより行政事務の促進と各行政機関の聞の認定

に係る斉一性の確保を図ることができるJとの考え

方も示されてきた。さらに、「認定基準が示されてい

32 安全センター情報2000年9月号

る疾病に係る災害補償を受けようとする者にとっ

ては、当該疾病について認定基準の要件を満た

していることの疎明を行えば足りることとなり、請求

人が負っている立証責任の軽減の効果があるjと

も述べられてきた。

このような認定基準の性格についてのこれまで

の労働省労働基準局の考え方からすれば、当然、

認定の対象となる疾病と業務について、わが国内

外の研究成果や発症事例の情報が定期的に最

新の知見として集約され、判断基準の内容に適宜

反映されるべきである。

また、これまで認定例に関する情報が一般に公

開されなかったため、発生事例の教訓が広く予防

対策に生かされてこなかった。しかし、職場の予防

対策促進のためには、認定例を含む業務上外認

定の検討対象者に関する作業態様や作業環境な

どについての情報公聞が不可欠である。今後、予

防対策を促進する観点から、労災および公災認

定に関与する諸機関が情報公開に向けた積極的

雌をとるよう本研究会は強く求めた川 回
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はじめに

労働安全衛生活では、労働者の健康を確保すること

が事業者の責務のーっとして規定され、事業者には労

働者に対して所定の健康診断在実施することが義務付

けられている。そして、事業者はこれら労働安全衛生活

!こ基づく健康診断の結果や、労働者から提出されだ診

断書等を通じて健康l情報を得ているが、これらの情報

の保護の在り方については必ずしそ5明確になっていな

さSIこ、労働力の流動化に伴う健康情報の移転の機

会の増大、健康情報の篭子l情報化の進行、労働者の

高齢化等による有所見率の増加等を背景として、近年、

労働者の健康情報!こ係るプライバシー保護の重要性ち

指摘されるようになっており、職場における健康l情報の

保護方策等についてち十分な検討が求められていると

ころである。

このような状況等を踏まえ、本検討会は、労働者の健

康情報に係るプライバシーの保護に関する問題点を整

理するととちに、その保護をどのように図って行くべき

か、どのような対応が必要になるのか等について検討

することを目的として平成11年3月より、これまで9回

開催され、労働者の健康情報に係るプライバシーの保

護に関する論点が明確となっ1e1eめ、今般、現時点に

おける検討結果を中間的に取りまとめることとしたちの

である。

この中間取りまとめにおいては、労働者の健康情報

の保護を図る万策として、事業者、労働者、産業保健ス

タッフ等が当面自主的に取り組むことが望ましい事項

については「当面の対応」とし、法制度の検討を行う際

に十分に吟昧整理することが望ましい事項については

「将来的課題Jとして提言し走。

この中間取りまとめが、労働者の健康情報に係わる

議論の活性化に寄与し、労働者個人の健康情報をどの
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ように取り扱うべきであるかについて参考にされること

を希望するととちに、将来の検討の場においてち役立

つことがあれば幸いである。

平成 12年7月
労働者の健康情報に係るプライバシー

保護に関する検討会

座長保原喜志夫

1 労働者の健康情報に係る
プライバシー保護に関する動向

(1)個人情報の保護

我が国における個人情報の保護に関する法令とし

ては、昭和63年に「行政機関の保有する篭手計算機

処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定さ

れ、ま定地方公共団体において個人情報保護条例が

制定されているところちある。

民間部門が保有する個人情報の保護lこ関してほ、

自主規制としていくつかの分野におけるガイドライン等

が策定されているが、全体を包括的に対象としだちの

はないのか現状である。

平成11年7月、個人情報の保護・利用の在り方を

総合的に検討するだめ、政府の高度情報通信社会推

進本部!こ，1白人情報保護検討部会」が設遣され、両年

11月中間報告が取りまとめられだ。それを受け、平成

12年2月に個人情報保護の基本法制定に向け「個人

橋報保護法制化専門委員会Jが設轟され、さらに検討

が行われている。

これに対して、近年諸外国において色、欧米諸国を

中lむとして個人情報保護法制等の整備が進んでおり、

1980年代以降、経済協力開発機構(Organizationfor 

Economic Cooperation and Development: 

OECD)、欧州連合(EuropeanUnion: EU)等におい

て国際的な基準等が相次いで策定されている。



(2)労働者の個人情報の保護

我が国の労働者の個人情報保護システムの在り万

については、平成9年度から労働大臣官薦政策調査部

における「労働者の個人情報保護に関する研究会」に

おいて検討されており、平成10年6月にまとめられ疋

同研究会報告書では、各企業を含め疋関係者が労働

者の個人情報保護について認識を高め、幅広く議論・

検討がなされることや個人情報保護のための基本的な

視点、について報告している。

その中で、労働者の健康・医療情報については、セ

ンシティブデータ(特別に機微な情報)のーっとして、そ

の収集・利用について特に制限的に扱うことが必要と

されている。

ま走、平成11年6月iこ織業安定法及び労働者派違

法の一部が改正され、有料職業紹介事業者、派遣元事

業主等に対する求職者、派遣労働者等の個人l情報の適

正管理、秘密の厳守の義務について明文の規定が設け

られた。国際的には、 1996年に国際労働機関Clnter-

nationalしabourOrganization: 1し0)から各国の法

令、規則、労働協約等を策定する際に参考とすることが

できる「労働者の個人情報の保護に関する行動準則

CCode of practice on the protection of worker' s 

personal data) J CIしO行動準則)が公表されている。

(3 )労働者の健康情報の保護

我が国においては、諸外国と異なり、労働安全衛生

活及びじん肺法(以下「安衛法等Jという。)に基づき、

事業者には健康診断の実施、その結果の記録の作成・

保管、その結果に基づく就業上の措置の実施等が義

務付けられている。

さらに事業者には、民事責任を十分に果疋す上で、

労働者本人から提出されE診断書等による健康情報

ち含め、幅広<労働者の健康情報を把握することが求

められている場合ちある。

そして、公法上の規制として、安衛法等における健

康情報についての守秘義務が、健康診断の実施の事

務に従事し疋者に課せられ、ま疋、保健婦(士)、看護

婦(士)を除き、医療関係の法的な資格を有する者には、

刑法やそれぞれの資格要件在定める法律の中に守秘

義務が規定されている。

さらに、コンビュータシステムのネットワーク化によ

る情報の自に見えない形でのやり取りが可能となり、労山

働者の健康情報がより頻繁かっ容易に使用されうるよ

うになっ疋こと色、事業携における労働者の健康情報

に係るプライバシーの保護の必要性が指摘される背景

のーっとして挙げられる。

このような状況の中で、平成8年1月の中央労働基

準審議会建議「労働者の健康確保対策の充実強化に

ついて」において、健康診断の実施、再検査の実施、

結果の活用、メンタルヘルスの相談!こ当走って、プライ

パシーの保護等の問題に十分配慮すること等が指摘

されている。さらに、平成8年 10月に労働安全衛生活

第66条の51こ基づき労働大臣が公表し疋 ij建療診断

結巣に慕づき事業者が講ずべき措遣に関する指針」に

おいて、事業者は、個々の労働者の健康に関する情報

が、個人のプライバシーに属するちのであることから、

その保護に特に留意する必要があることや就業上の

措遣の実施に当疋って、関係者ヘ提供する情報の範囲

は必要最小限とする必要があるとされている。

また、日本産業衛生学会、!しO、職業保健闘際委員

会ClnternationalCommission on Occupational 

Health: ICOH)の倫理規程や指針の検討等、国内外

の導門家団体においてち労働者の健康情報のプライパ

シ一保護の在り方が検討れている。これらの検討では

いずれち、労働者の健康情報は、正当な目的に従って

収集されなければならず、医師その他の専門職が保管

し、これらの者のみが使用すべきちのとしている。

2 労働者の健康情報の範囲について

( 1 )健康情報の種類・区分

一般的に、個人情報とは、個人に関する全ての情報

であって、かつ、その個人が特定され得る情報であると

考えられる。このような考え万によると、労働者の健康

情報の範囲としては、安衛法等に基づく健康診断の結

果、保健指導や健康相談の記録、こころと体の健康づ

くり(トータル・ヘルスプロモーシヨン・ブラン:THP)に

関する情報(健康測定結果、健康指導内容等)、健康保

険組合が実施する保健事業(人間ドック等)に関する情

報、療養の給付に関する情報(受診記録、診断名等)、

医療機関(健康診断を実施する医療機関ち含む。)から

の診療に関するl情報(診断書等)、有害因子への個人

のぱく露歴等が挙げられる。

本中間とりまとめにおいては、労働者の健康情報在、

その実施等についての法令上の義務付けの程度に応

じて、次の4つに分類する。

a 法定健診結果

安衛法等に纂づいて、その実胞が事業者に義務

付けられている健康診断(以下「法定健診」という。)

に関する橋報

b 努力義務に係る健康情報

安衛法等及び関連する指針等に基づいて、その
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実施について事業者に努力義務がある健康診断、

健康測定、保健指導等に関する情報

c 任意の健康情報

事業者が実施し1E.a及びb以外の健康診断、保

健指導等に関する情報(健康診断、健康測定及び保〆

健指導時に実施された、安衛法等及び関連する指針

等に基づいて定められている項目以外の項目を含む。)

a~clëÍ、事業場内の健康情報である。

d 事業場の外からの健康情報

事業者が実施主体ではない健康情報(診断醤等の

療養内容や健康保険組合の入通院状況等の医療情

報を含む。)

(2)作業環境測定結果について

作業環境測定結果そのちのは健康l情報ではないが、

特定の労働者がその作業環境下で従事していることが

明らかな場合には、個人のぱく露歴に類する情報とな

り、当該労働者に係る健康情報として取り扱われるべ

きちのである。

しかしながら、直近の作業環境測定結果を作業場内

に掲示する等、当該作業環境の状況を当該職場の労

働者及び作業環境管理に関係する者に関知すること

は、労働者の健康障害を防止する疋めに必要不可欠

であるため、これらのデータは保護すべき健康情報と

は区別して取り扱われるべきと考えられる。

(3)上司と部下の間の個人の信頼関係に基づく

健康情報

部下から上記に対して個人的に相談された内容に

ついては、保護すべき健康情報と一律に位置付けるの

は適当でない。しかし、相談在受けだ上記が、業務上の

必要性からその情報を書面等で保管し走場合には、個

人情報として位置付けられるべきであり、その処理は

他の健康情報と同様に行う必要がある。

3 用語の定義

本中間取りまとめにおいては、労働者の健康情報に

関する用語を以下のように定義する。

( 1 )健康情報の処理

健康情報の「処理」とは、当該事業場における事業

に関連して行われる健康l情報の収集、保管(開示を含

む。)、使用をいう。

(2)健康情報の収集

健康情報の「収集」とは、事業者及び担当者が、健
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康情報を当該事業場における事業に関連して集めるこ

とをいう。

(3)健康情報の保管

健康情報の「保管Jとは、事業者及び担当者が、収

集した健康情報を保存・管理し、その健康情報を廃棄

することをいう。

(4 )健康情報の開示

健康情報の「開示」とは、当該事業場における事業

に関連して収集、保管され疋健康情報を、本人の請求

に応じて、労働者本人にその内容等を示すことをいう。

なお、開示については、新しい概念であり固有の問

題ちあることから、本中間取りまとめでは、健康情報の

処理とは別項に分け記載することとする。

(5)健康情報の使用、利用及び提供

健康情報の「使用」とは、収集されだ健康情報が利

用及び提供されるζとをいう。健康l情報の「利用」とは、

当該事業場における事業に関連して使われることをい

い、健康情報の「提供」とは当該事業場における事業

に関連しない活動等に供することをいう。

4 労働者の健康情報保護の
基本的な考え方

( 1 )個人情報保護の捉え方

個人情報の処理には、少なくとち明確な使用目的が

必要であり、原則的に自的外に処理されるべきちので

はない。

個人情報保護の捉え方について、高度情報通信社

会推進本部の「個人l情報保護検討部会jによる中間報

告書においては、「個人情報の保護については、私生

活をみだり!こ公開されないという従来の伝統的なプラ

イパシ一概念と、近年の情報化の進展し疋社会におい

てその侵害を未然に防止する観点から、自己に関する

情報の流れを(自らが)管理(コント口-)レ)するという積

極的・能動的な要素を含むプライバシー概念の2つが

あるといわれている。」としている。

(2)労働者の健鹿情報の保護の捉え方

健康情報は個人情報の中でち特別に機微な情報と

して慎重に取り扱われるべきちのであり、収集から、保

管、使用の各段階において、その保護の在り方につい

て検討しておく必要がある。

安衛法等では一定の健康診断の実施、結果の記録



及びその結果に基づ<就業上の措置の実施等が事業

者に義務付けられており、ま定、事業者は民事責任を

十分に果疋す上で、幅広く健康情報を収集することを

求められる場合ちある。その定め、プライバシーの保護

に対するより一層慎重な対応が求められ、ま疋、事業

者は労働者の健康を守る義務と労働者のプライバシー

の保護のバランスについて配慮する必要がある。

5 労働者の健康情報の処理について

( 1 )全般的事現

イ現状と課題

①健康情報に対する関心と認識

法定健診については、事業者が実施する就業上の

措置に必要なのちのと位置付けられていることから、健

康診断の実施及びその結果の記録・保存については

事業者の義務となっている。しかしながら、問時に個人

の健康診断結果は労働者の個人情報であることに留

意する必要がある。

ところが、労働者は、法定健診による場合は別とし

て、事業者が何をどのように収集、保管しているのか1必

ずしち知らないことが多い。ま定自己の健康情報がど

のように使用されているかについてち関ゆか低い傾向

にあり、自身で健康情報を保護する必要性の認識が必

ずしち高くないのか現状である。

一万、事業者は、法定健診については法令等に基

づ、きプライバシーの保護に一定の対応を作っているが、

それ以外の健康情報については、労働者のプライバシー

の保護や健康l情報の処理についての認識が必ずしち

高いちのとはいえない。事業者が任意の健康情報や事

業場の外からの健康情報を収集し使用する際には、そ

の収集目的が本人に説明されていなかっ吃り、同意を

得ていないケースちある。

②各事業場における処理のルールの不統一

各事業場における健康情報等の処理に関する内部

規定等のルール化が、現在のところ不十分である。そ

のため、担当者が事例ごとに判断する際に混乱を生じ

疋り、労働者が自らの情報の処理について、不安や疑

問を抱く事例が生じている。

口当面の対応

①関係者の認識の向上

労働者は、事業場内で自己の健康情報がどのように

処理されているのかに関lむを持ち、健康l情報の保護の

必要性について認識を持つべきであると考えられる。ま

た、事業者ち、事業場で処理している健康橋報すべて

が、労働者の個人情報であることに留意し、その保護

の必要性を認識する必要がある。

行政は、関係者の認識向上のだめに健康情報保護

の必要性について啓発を行うことが重要である。第一

に、事業者及び労働者双万への啓発在行う必要がある。

第ニに、産業医、その他労働者の健康管理等を行う医

師(以下「産業医等Jという。)に対して、プライバシーの

保護の観点から、健康情報の処理の在り万等を、E主業
医研修等を通じて周知させる必要がある。第三に、健

康診断を実施する医療機関!こ対し、各種の健康情報に

ついての保護の重要牲を問知させる必要がある。

②処浬のルール化

各事業場においては、前述のa~dのl情報区分ごと

に、健康情報の処理の各段階における管理体制等に

ついて衛生委員会等で審議し、産業産等や衛生管理者

等の参画のちと、ルール化することが必要である。その

中では、健康情報在使用する際の使用目的の明確化や、

健康l情報の事務的な官理等の責任者を明記する等が

盛り込まれるととちに、産業医等や衛生管理者等の役

割を明確化する必要がある。なお、衛生管理者等に事

務的な管理の貫任者としての任を行わぜる場合には、

併せて当該者の守秘義務をルールの中に盛り込むべ

きである。まE、保健婦(士)等は、衛生管理者等の任

になくとち、職務の性質上、家庭問題や対人関係とし1っ

たちのまで含めた労働者偶人の健康に関わる情報を収

集する機会が多いため、事業I暑の保健婦(士)等の健

康情報に対する役割や義務について、事業場におけ

るルールの中に盛り込むべきである。

事業者は、事業場で処理している健康情報の保護の

必要性や、事業者が必要とする健康情報はl必ず、しち検

査債や病名そのちのではなく、就業上の措置や適正配

置の観点、から必要最小限の情報であることを認識し、

これらを踏まえ、健康情報の処理に関するルール化を

行う必要がある。

八将来的課題

①安衛法等の健康情報に係る守秘義務の拡大につ

いての検討

現行の安衛法等では、健康診断の実施の事務に従

事した者に対し守秘義務が課せられている。しかしなが

ら、事業場で処理される労働者の健康情報は法定健診

結果のみではなく、様々な健康情報が処理されている。

そこで、安衛法等における守秘義務は、法定健診結

果のみではなく、努力義務に係る健康l情報、ま疋任意

の健康l情報、事業場の外からの健康l情報について色、

その処理に関わっE者に守秘義務を拡大することにつ

いての検討が必要である。なお、その際には、健康橋

報の範囲を、当該事業場!こおいて安衛法等に基づき労

働者の健康確保のために知り得疋情報とする等、より

安全センター情報2000年9月号 37 



|~表者パ~当保護検討会中間報告三三三-民主ι三五.コ山三..  

明確に示す必要がある。

②労働者の健康情報の管理を産業医等が一元的に

担うことの検討

前述し疋ように、日本産業衛生学会、ILO、ICOHの
倫理規程等では、労働者の健康情報は、医師その他の

専門職が保管、{重用すべきちのとしている。これらの考

え方から、法定健診結果ち含め、労働者の健康情報の

処理については、産業医等が責任を持つ体制を検討す

べきではないかとの意見ちある。例えば、フランスにおい

ては、産業医の独立性・中立性が保疋れつつ、厳しくi情

報管理が行われており、事業者は、法定健康診断を実

施してち労働者の生の健康情報を入手することはできず、

適正配置に必要な情報のみを産業医から得ている。

しかし、このような考え方については、事業者に健康

診断の実施及びその結果に纂づく就業上の揚霞等を

諜す務庁の安衛法等の規定や、判例における民事責

任の基本的考え万と相容れない面がある。このだめ、

事業者と産業底等について、それぞれの労働者の健

康確保等に関する責任の範囲についての検討が併ぜ

て必要であり、これら関係者等の十分な理解と合意が

得られるようl慎重な検討がなされなければならなc¥; 

(2 )健康情報の収集

イ現状と課題

①法定健診以外の検査による健康情報の収集

事業者が健康診断として法定健診以外の検査(以下

「法定外健診」という。)を実施し走場合(法定健診時に

同時!こ実施される場合ち含む，，)、これらの健康診断の

実施や結果の収集等について、労働者本人の同意の

取り方が暖昧になっている現状がある。

ま定、労働者の生活習慣の改善は産業保健活動の

ーっとして重要であるが、健康診断の問診の中で、法

定項目(既往歴及び業務歴の調査や自他覚症状の有

無の検査)以外の、就業上の措置等に直接関係のない

家族歴(労働者の曲線穏係者が躍患している病名・既

往歴等)や生活醤慣に関する情報までち、労働者の同

意の健認ちなく機械的に収集している例がみられる。一

方、労働者のほとんどが、このような健康l情報の収集に

ついて問題意識を感じていないようである。

このように、事業者、労働者沼万とちに法定外健診

等による健康!情報の収集在、慎重に実施すべきこと等

の意識が稀薄なのではないかと思われる。

②事業場における診断書や医療機関からの健康情

報の収集

労働者が病気休業や健康状態を証明する診断書等

を上司等に提出する場合がある。このような情報に関

しては、例外はあるちのの医療関係の法的な資格を有
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する者lこは、刑法やそれぞれの資格要件を定める法律

の中に守秘義務が規定されているが、それ以外の者に

ついての法的な守秘義務はない。

ま足、労働者が病気休業した場合、職場の上司が部

下の健康状態について、本人の同意を得ずに医療機

関に問い合わせる場合がある。ま定、産業医等と医療

機関の間で、労働者の病状等について本人の向意を得

ずにi情報の提供が行われている場合がある。

③健康診断実施の場におけるプライバシーの保護

巡回集団健康診断の会場や事業場内診療所等にお

ける健康診断に際し、問診等において医師と受診者と

の会話が第三者!こ笥こえる等、受診者のプライバシー

が十分に保護されていない場合がある。

日当面の対応

①事業者が法定外健診結果を収集する場合の労働

者の同意

安衛法等において、事業者は、労働者の健康の保

持躍進を図る定め必要な措置を継続的かっき十爾的に

講ずるように努めることとされており、労働者ち事業者

が講ずる措量を利用して、その健康の保持i首進に努め

るちのとされている。これらの努力義務に係る健康情報

については、労働者と事業者が事前に協議し、その情

報の収集についてのルールを策定しておくことが必要

である。

また、任意の健康情報について色、事業者がその結

果を収集する場合!こは、本人の事前の同意在得る必要

がある。

なお、事業者に実施及び結果保存の義務がある法

定健診と異なり、事業場の外からの健康情報を収集す

る場合、事業者は何らかの方法により労働者の同意を

得ておく~，、要がある。さらに、健康診断を行う医師は、法

定項目ではない家族歴や生活習慣に関する情報等の収

集にあ疋つては、医学的な必要性を充分時昧、判断した

上で収集すべきであるととちに、受診者の意思で情報の

提供を拒否することちできるよう配慮が求められる。

①医療機関からの健康情報収集のルール化

労働者が事業場に提出する診断書等の健康情報に

ついては、プライバシーの保護の観点、から、誰がどのよ

うに収集するかに関して、事業場におけるルールを策

定し、そのルールを遵守する必要がある。

その際に対象となる医療機関からの医療l情報につ

いては、例えば、「カゼをひいだJといっE日常的で直

接上司が取り扱ってち問題がない場合と「がん」や削IV
(Human Immunodeficiency Virus:ヒト免疫不全

ウイルス)感染症」、「精神分裂病Jとしり疋専門家の介

在が望ましいちのまで範闘が広い疋め、本人の意向を

尊重し、その提出先(上司、人事担当者、衛生管理者



等、産業医等)を選択できる等、その収集方法を考慮す

べきである。

ま定、職場の上司が、原則的に本人(労働者)の同

意なしに医療機聞か5労働者の健康橋報を収集すべ

きではない。

労働者から提出された診断書よりち詳細な内容(診

療経過等の産療情報等)について情報を収集する必要

がある場合は、産業医等が、労働者の同意を得疋上で、

医療機関の医師に対してl情報提供を求めるよう事業場

内でル-Jレ化しておくl必要がある。

③健康診断を実施する医療機関に係るプライバシー

の保護

健康診断を実施する医療機関は、巡回集団健康診

断の会場等における受診者のプライバシーの保護につ

いて、マニュアルの整備等により適切な対策を講ずるべ

きである。また、事業者は健康診断を実施する医療機

関との契約に際して、受診者のプライバシーの保護方

策を盛り込んでおくことが望ましい。

(3)健康情報の保管

イ現状と課題

①保管の責任と管理体制

現状では、各事業場で健康診断結果や労働者から

提出され疋診断書等の健康情報がどのように保管され

ているのか明確ではなく、その保管状況ちまちまちであ

る。ま疋保管の担当責任者が誰であるのか明確ではな

いとの指摘がある。

②一般診療上の健康情報と産業医等として収集した

健康情報の保管

産業医等が当該事業場の労働者に対する一般診療

活動を産業医等自身の診療所等で行っている場合に、

鹿業医等として収集し疋健康情報と一般診療上の情報

が明確に区別して保管されていない場合がある。この

だめ、診療情報が、本人(患者)の同意なしに事業場で

使用されているケースがある。

口当面の対応

①保管体制のルール化

事業場では、法定健診結果、努力義務に纂づく健康

情報、任意の健康情報、事業場の外か5の健康l情報に

分けて保管体制を定めておくことが望ましい。

保管方法についてち、事業場においてルール化し、

これを遵守するととちに、健康情報を保管する担当部

門は、健康情報の処理の状況(誰がどのような目的で使

用しだか、等)を記録し、併せて保管しておく必要があ

る。なお、ルールに基づく健康l情報の保管は、産業医

等又は衛生管理者等が責任を持って行うことが望まし

<、さらに可能な限り事業場組織内で一部門として狙立

していることが望ましい。

②外部機関における保管責任の明確化

事業者は、健康診断を実施する医療機関との契約

仁際して、その機関で収集された労働者の健康情報の

保管に関して、プライバシーの保護の観点、からの規定

を盛り込んでおくことが必要である。

③一般診療記録と健康管理記録の保管

産業医等が、一般診療活動(事業場内外の診療所

における診療)ち併せて行っている場合は、産業医等の

活動としての健康管理記録と臨床医としての一般診療

記録を区別して保管し、事業場へのl情報提供等に当たっ

ては、いずれの情報か明確に区別し左上で必要な対応

をする必要がある。

(4 )健康情報の利用

イ現状と課題

①健康情報の包的外利用

事業場における労働者の健康情報は、労働者の健

康を保持することを巴的に、事業者が行う労働者の就

業上の措置の実施に利用されるべきちのである。

しかし、実際には事業場において健康情報の利用

lこ関するルールが不十分なために、例えば健康l情報が

安易に解雇等の理由に利用されるとしり疋労働者の

不利益となる利用をされる等の懸念がある。事業場に

おける労働者の健康橋報が震学的に正しく理解されな

いと、その解釈や評価を誤るおそれがあり、温度に就

業上の措置を加えてしまう等の場合ちある。

②コンピュータシステムの課題

コンビュータの利用が普及し疋こと等によって、健康

情報がコンビュータシステムで取り扱われることが多く

なっている。

外部からのアクセスが可能なシステムで健康l情報を

取り扱うことは、外部から第三者が不正に健康情報に

アクセスできる危険性ちある。まだ、コンビュータシステ

ムの管理に従事する者は、すべての電手l情報にアクセ

スすることが可能であるにちかかわらず、守秘義務に

関するルールが明確となっていない。

口当面の対応

①健康情報の利用のルール化等

事業場で保管している健康情報の利用目的は、事業

者が行う就業上の措置に活用することであり、目的に

合致しているかどうかの判断基準や、その判断をする

者在事業甥のルールで明確にする必要がある。

このルールに基づき個別の事例について判断する

蓄としては、産業医等や衛生管理者等が適当であると

考えられる。

②健康情報の目的外利用の取扱い
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労働者個人の健康情報の目的外利用は、原則的に

認められない。しかし、労働者の同意が得られだ場合

には、例外的に利用されうる場合ちある。

③コンピュータシステムの管理|こ従事する者の守秘

義務と管理体制

健康情報を取り扱うシステムは、外部からの接続が

できないようなシステムとすることが原知と考えられる。

ま足、コンビュータシステムの管理に従事する者に対

しては、社内規程等で健康情報に関する利用制限とコ

ンピユータ管理上の必要性から情報に接しだ場合の守

秘義務を定めることが必要である。

なお、コンビュータシステム管理:在外部に委託する場

合は、委託契約等に守秘義務在感り込む必要がある。

(5)健康情報の提供

イ現状と課題

① 労働契約が承継された場合の健康情報の提供

現状においては事業場内での健康情報の保管の実

態ち様々である定め、会社の営業譲渡、合併等!ζより

労働者の労働契約が別な事業者に添継される場合、元

の事業場から承継先への健康l情報の提供のされ万ち

様々である。

②労働力の流動化による健康情報の提供

雇用慣行の変化と相まって、労働者の職業意識ち変

化し、今後は自発的に転職するという形で労働者の職

場間の移動かより一層活発化すると考えられる。その

ような中で、労働者の健康情報がどのように提供される

べきか明確になっていない。

また、労働者は転職等に伴い、自己の健康情報が

提供される可能性があることについて、あまり関I~\が

ないのか現状である。

③退職者の健康情報の提供

現在、在職中に収集・保管され疋健康l情報を労働者

の退職後にどのように処理するかについては、ル ル

がないのか現状である。

「生涯保健」の観点から、地域保健機関等は、退職

者等の「職域」における健康情報の提供を望んでいる

ようであるが、事業者賞任で収集しだ健康情報をどのよ

うに提供することが適当か明確になっていない。

④医療機関に保存されている健康情報の提供

医療機関等の事業場外に保得されている健康l情報

については、医療法等の保寄義務に基づき、それぞれ

の機関が保管しているが、誰に、どのような条件の下に

その橋報を提供すべきかが明確でない。

例えば、事業者から健康診断在実施する匿療機関に

対して、健康診断を受診した労働者本人への当該健康

診断結果等としりだ健康情報の開示を禁止する要求
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が行われていること等が指摘されている。

⑤個人の健康情報の目的外提供

本人の同意なしに、生命保険加入時の審査の代用

に健康診断結果が提供されている場合がある。

まだ、学術的な研究への健康情報の提供に際して、

適切な手続ぎを経ずに{国人の(建康l情報が提供されてい

る場合がある。

口当面の対応

①労働契約が承継された場合

会社の営業譲渡、合併等により労働契約が承継さ

れだ場合、事業者が保存している労働者の健康情報の

うち、一般定期健康診断に関する情報については、本

人在経由して新しい事業者ヘ提供することが望ましい。

ま疋、有害国手のぱく露等に関するl情報や特殊健康

診断結果等については、旧事業場で有害作業を持って

いた場合、新しい事業場で同様の作業がなければ、当

誤作業に関するぱく露歴や特殊健康諺断結果等は新

しい事業場で有効に活用されるl情報とは考え難い。し

だがって、特殊健康診断に関する情報の提供について

は、本人の同意を得ることを前提とし、移動前後の作業

や作業環境の関連性を考慮し、移動先での健康の保持

に重要な情報か否かを産業医等が判断して提供すべ

きであり、事業者が一律にl情報在提供すべきではない

と考えられる。

②離職時に健康情報を提供する場合

本人の意思により、離職等で貯働者が事業場から離

れる場合は、事業者は労働者本人に健康情報の写し

を受付し、新しい事業者や地域保健機関等ヘ鍵康情報

を提供するかどうかi'(J)判断は本人が行うことが望ましい。

③退職後の健康情報管理

事業者は、定年等による退職者の健康管理を考え、

労働者に対し健康情報を自己管理すること等の教育を

早期から行うべきであると考えられる。

ま定、定年等による退職者の健康l情報は、その写し

を本人ヘ受付し、本人を経由して地域保健機関等ヘ提

供1ずることが原別である。本人の同意なく、元の事業者

や健康情報を保存している健康診断を実臨する医療機

関等が地域保健機関等へ直接健康i情報を提供するこ

とは適当ではない。

④健康情報の目的外提供

事業者が保存している健康診断結果在生命保険加

入轄の審査の代用等!こ提供する場合については、個

別に労働者の同意が必要である。

公共の利益に資する学術的な研究に個人情報を提供

する場合には、何らかの方法で関係労働者の同意を得

る必要がある。その際、事業者は、少なくとち研究結果

等が公表されるときには、個入が特定できない形となる



ように、研究者と協議等を行っておかなければならない。

6 健康情報の開示

(1)現状と課題

現行の安衛法等でl;i、事業者に一般健康診断結果

を労働者に通知する義務を課している。これは、労働者

自身による自主的な健康管理を促すことが目的である。

また、OECDのガイドラインでは、個人l;i自己の情報

の存在を知らされるべきであるとなっており、事業者!ま

収集し疋健康情報について、労働者に通知すべきであ

ると考えられる。

一方、安衛法等に基づく特殊健康診断については、

職業性疾病を予防する定めに事業者が職場環境の整

備や予防指置を徹底することにつなぐことが目的であ

る。その定め、労働者への結果の通知を義務付けるこ

とまでは必要ないとの考え万から、事業者に対して受診

者である労働者本人への通知義務は課しておらず、受

診し疋特殊健康診断の結果在労働者本人が把握して

いない場合ちある。

(2 )当面の対応

事業者が保管している法定健診結果、努力義務に

係る健康情報、任意の健康情報、事業携の外からの健

康情報は、本人の求めに応じて原則的には開示される

ちのと考えられる。しかし、産業医等が行つ疋保健指導

における記録や、診断名や治療記録等の中には、l必ず

しち開示することが適切で怠い場合ちあることに十分留

意する必要がある。ま疋開示される前提として、事業者

は、それらの健康l情報の収集・保管状況について、労

働者本人が知り得るように配慮しなければならない。

ま定、特殊健康診断の結果については、労働者の作

業管理への意識の高揚や、作業環境改善への協力を

得やすくするため、法令上の通知義務がなくとち、事業

者が、労働者本人への通知に取り組むことが望ましい。

(3)将来的課題

個人情報の開示については、労働者の健康情報の

場合だけでなく、重要な課題として、現在様々 な分野で

検討されているところである。この定め労働者の健康情

報の開示について色、これらの検討の動向等を踏まえ

つつ合後さらなる検討が必要である。

ま疋、現行の安衛法等では、事業者に特殊健康診断

結果の通知義務在課していないため、労働者が自身の

受け疋健康諺断の結果を知らない場合がある。特殊健

康診断結果を通じて、労働者の作業環境管理への意識

の高揚や、作業環境破善への協力を得やすくするだめ、

さ51こOECDのガイドラインに示されているような国際

的な動向にち対応したちのとなるように、事業者!こ特殊

健康診断結果の労働者本人への通知義務を課すこと

を検討する必要がある。

7 小規模事業場における固有の問題

( 1 )現状と課題

小規模事業場においては、健康診断の実施率が低

いことや育所見率が高いこと等、必ずしち労働衛生活

動が活発とはいえない状況にある。

職場における労働者の健康管理lこは、産業保健ス

タッフによる衛生管理体制の確立が必要であるが、小

規模事業場では、人的資源や経営纂躍が十分でないこ

とが多く、事業場内において健康情報の処理体制を整

備することが難しいと考えられる。

(2 )当閣の対応

小規模事業場において、健康管理を行う涯師や衛生

管理者等がいない場合には、健康情報の処理は衛生

推進者等がその職務を果正すべきであると考えられる。

その他に、産業医等や衛生管理者等が選任されて

いる等、健康情報の管理体制が整備されている事業場

(本社、支社等)が近くにある傘下の小規模事業場の場

合には、これらの事業場で小規模事業場在含めだ健康

情報の保管在行うことが望ましい。

(3 )将来的課題・

健康l情報の管理体制の整備が困難な小規模事業場

の場合は、事業場外の機関(例えば健康診断を実施す

る医療機関や、地域産業保健センター等)1こ保管を委

託する等適切な健康情報の管理方法について検討す

る必要がある。

8 その他

( 1 )現状と課題

イメンタルヘルスに関する健康情報の処理

メンタルヘルスに関する健康情報は、他の健康情報

と異なり、本人の自覚と病状との講離、あるいは誤解

や偏見を招きやすいとしり疋側面ちあり、周囲に理解

されにくく、職場の協力が得られにくいとしり疋問題が

ある。

ま疋、メンタルヘルスに関する情報ち、軽いストレス
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負荷がかかっているような場合から入院加療を要しだ

労働者が職場復帰するような場合まで、範囲が広<、情

報の内容に応じだ処理をする必要がある。

口感染症や遺伝に関する健康情報の処理

HIV感染症やB型肝炎等の感染症情報や、色覚検

査等の遺伝情報のような誤解や偏見を招きやすい健康

情報は、社会的差別につながる可能性が大きい。

労働安全衛生活に基づく感染症の検査としては、海

外派遣労働者の健康診断の中に、医師が必要と認め

るときに実施される検査項邑として、B型肝炎ウイルス

抗体検査がある。この海外派遣労働者の健康診断は、

海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び

派遣中の労働者の健康管理に資するだめ、海外勤務

中に発生するおそれのある疾患、特に肝炎に関する検

査項目としてB型肝炎ウイルス抗体検査を実施するこ

ととされている。しかし、8型肝炎については、職場に

おいて誤解や偏見に基づく問題ち現実的に発生してい

る。

まE海外において就労する場合にHIV感染症に関

するl情報の提供を要求している菌があるため、事業場

でHIV感染症に関する情報を処理しなければならない

可能性がある。

感染症に関するi情報については、軽微な感染症(一

般のカゼ等)から、職場において他の労働者に伝染さ

せるおそれが著しい感染症(結核等)まで、それぞれの

感染症としての軽重を考慮し、その処理を考えるべきで

ある。

まだ遺伝に関する研究の進歩により、個人の遺{云子

解析がすすみ、その解析方法ち平易となってきている。

合後、職域においてち様々な遺伝子スクリーニングの

利用が拡大するおそれがある。

(2 )当面の対応

イメンタルヘルスに関する健康情報の処理

メンタルヘルスに関する健康情報の収集、保管につ

いては、産業医等や衛生管理者等がその健康情報の

内容を判断し、その処理を協議することが重要である。

軽いストレス等の精神的負荷の程度が軽<、本人に

現状の判断能力がある場合、産業医等やその他の産

業保健スタッフ(保健婦(士)、衛生管理者等)は、 i情報

を共有する範囲(内容や人)在最小限にするよう努めな

ければならない。

一方、メンタルヘルスに関し病状が重篤な場合、本

人が適正な判断在行うことが困難であることち考え5れ
る。このような際には、産業匪等や衛生管理者等は、本

人の同意とは関係な<、本人の主治医から適切な情報

の提供を受ける必要がある場合ちある。しかしながら、
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本人の利益を考えることが出来る家族等の同意を得る

よう最大限努める必要はある。まだ、職場では上司や同

僚の理解と協力が必要であるだめ、産業医等や衛生管

理者等は、上司やその職場に適切な範囲で情報を提供

し、その職場の協力在要請することち重要であると考え

られる。

なお、上司が~替しだ後は、メンタルヘルスに関す

る情報は、産業医等や衛生管理者等から新しい上司に

伝達するようルールを策定することが必要で、ある。

口感染症や遺伝に関する健康情報の処理

HIV感染症やB型肝炎等の感染l情報や、色質検査

等の遺伝l情報の処理は、特に慎重に検討を要する課

題である。これらは、本人の努力(治療等)で改善できる

健康情報ではなく、まE、事業者が就業上の配慮在行

うことは、しばしば困難である。そのEめ、事業者Id:、
それらの情報を積極的に収集すべきではないと考えら

れる。

特定の国における就労に際して、渡航先からHIV感
染症等の特定の感染症情報を要求される場合は、労働

者本人が任意で処理するべきである。

その他の感染症l情報については、それぞれの感染

症としての内容を考慮し、その情報の取扱いについて

産業医等や衛生管理者等が協議し走よで判断するこ

とが必要である。この場合、軽微な感染症に関する情

報まで対象とする必要性はないと考えられる。

疋だし、他の労働者に伝染させるおそれが著しい結

核等の場合、事業者!法事業場内で缶染防止対策を講

ずる必要がある。そのtめ、公益性の観点から、産業

医等や衛生管理者等、外部の専門家と協議しだ上で、

本人の同意なしに必要な情報を職場内外で使用せざる

を得ない場合ちある。このように、感染症情報の収集、

利用に公益性を優先せざるを得ない場合ちあるが、そ

の擦にち慎重な取扱いが行われるべきである。

遺伝情報については、職域においては処理しないこ

とを原則とすべきである。

(3)将来的課題

海外派遣労働者の健康診断において、医師が必要

と認めるときに実施される検査項目のうち、B型肝炎ウ

イルス抗体検査については、海外派遣労働者の健康診

断に関する規定の制定当時は、広<日本!こB型肝炎ウ

イルス保有者がいる司能性や、B型肝炎を発症すれば

劇症化しやすいと考えられてい走。

しかし最近は、8型肝炎については、母子垂直感染

によるキャリア化を防ぐ事業が実施される等、当時と出

べ、B型肝炎ウイルス抗体検査の必要性は低くなって

いる。むしろ、B型肝炎だけでなくC型肝炎等ち含め、



日常生活で感染しないことが明らかである感染症につ

いては、日頃の注意事項(事故の際の血液取扱い等)

に関する健康教育等を実施すべきであり、個人l情報の

保護の観点、からは健康診断1頁巴からの削除を含め、そ

の取扱いを検討すべきである。

おわりに

労働者の健康情報は、事業者が適正に就業上の措

置を行い、労働者がI~\身共に健康で働く定めに収集さ

れる大変重要な情報の一つであり、かっ個人情報のゆ

でち特別に機微にふれる情報である。その疋め、今回

の中間取りまとめにおいては、資格要件等を定める法

律の中に守秘義務が課ゼられる者ち含め、関係者の認

識の向上を図ること、各事業場内のそれぞれの事l情を

踏まえ疋上で健康情報の処理に係るル-)1;を策定する

こと等の提言在行っ疋ところである。これらの内容が参

考とされ、それぞれの事業場等における対策が行われ

ることが翠まれる。

しかし現状では、健康情報が、事業者や健康1情報を

処理する者の個人情報保護に対する認識が不十分な

疋め!こ、その目的を超えた情報の収集や使用が安易

に行われたり、情報の内容が不用意に漏洩する等としり

疋状況がある。そのため、当該労働者の気づかないう

ちに、プライバシーが侵害されているという事例ち見受

けられる。このような場合、当事者にはプライバシーを

侵害しようとする積極的な意図はなく、むしろ何気ない

日常的な行動や発言に超因するちのが多いことから、

事業者や儒々の労働者等が、健康l情報が保護される

べきちのであるとの認識を持った上で、常に行動するこ

とが最ち効果的な対策ということができよう。

労働者の健康情報の保護については、事業者の民

事上の責任とのバランスや、他の分野を含めだ個人情

報保護に係る政府全体の取り組みの情勢を踏まえ、慎

重かつ適切な対応が望まれるちのである。そのため、
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井 上浩

第 11回総会に出席して

7月22日と23日の両日、大阪府下の淡輪

で全岡安全センターの第11回総会が開催され

私も出席した。それについてふと思い出したこ

とがあるので書くことにした。私は往復の車中、

中公新書の原彬久著「戦後史のなかの日本社

会党J(2000年3月25日発行)を読み続けた

が非常に面白かった。私の日記に社会党に

関する記事が登場するのは、 1946年5月23

日のことである。

i5月23日晴暖 (無職のため曜日記入

なし)

午前、N君とヘハレ(川の名称)にピクニック。

日さん(共産党員)と論争。論理に圧倒される。

夜I氏(社会党、戦時中軍需産業幹部)を訪問

し意見拝聴。結局、社会党と共産党は材料の

違う党としか息われぬ。どちらが良いか今後の
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勉強にまつ。Sより返信。J

I氏というのは、ある程度の有名人で、部屋

は訪問客であふれでいた。私は合聞を見て、

天皇制をどう思うかとたずねたところ、大変な

見幕で私をおこりつけ、私は興ざめして夜道を

ひとり帰って行った。多分、社会党右派だった

のだろうが、その頃の私はそんなことは全く知

らなかった。

そんなことを思い出しながら会場へ行くと、

吉川さんの姿が見えたのでその横に座った。

古川さんは白日紹介で私と知己であることを話

したので、私の日記に最初にその名前が登場

したのを紹介しよう。

i1952年8月20日(水)曇

午前中毛織物組合に行き専務の長谷川さ

んに業界事情を聴く。午後、吉川係員と瀧照

毛織工場へ労災保険料調査に行く。食事40

円、 95円、理容120円。J

当時私は愛知労働基準局管下の一宮労働



基準監督署第1課(当時方面制なし。署の課

制も前年創設された。当時の給与制度が職階

級制で、管理職にならないと職級が上がらな

いため課制ができたのである。これは現在も

続いており、石を投げれば役付きにあたる状

況になっている。)の監督相当競督官で、吉川

さんは監督業務を担当していたが、まだ20歳

位で非常に優秀であった。一度一緒に出張し

たときに“監督官としての貫禄が最もある"とい

われて、単純な私は気を良くしていた。日記に

よると第3課担当の保険料調査をやったようで

あるが、署の責任量でもあったのであろう。古

川さんの毎月の主な仕事は次の報告だ、った。

監督計画報告 27日まで

監督実施状況報告 11日まで

賃金運払状況報告 8日まで

女子年少者月報 5日まで

管内状況は次のとおりであった。

1市9町10村、人口 25万人、労基法適用

事業 2，894、労働者数 42，781人、労災保険

適用事業 1，719、保険金支払月 200件 120

万円。

署定員 19人(監督宮 6、事務官 5、雇 7、

傭人1)、この当時は相談員等なし。

ボイラー 193、特殊汽缶 32、クレーン 7、

アセチレン溶接 46、26年災害 744(死6、重

傷 497、軽傷 241)。

管内の最大の問題は、事業場の大部分を

占める毛織物工場の女性労働者(特に18歳

未満)の深夜業を含む長時間労働であった。

先に紹介した日記の2目前にも次のような記

事がある。

i8月18日(月)晴

中小企業の労働条件の劣悪さには驚くべき

ものがある。そのよって来る原因は産業構造

自体にある。これを矯正せんとすれば、まず

農村問題から解決していく必要がある。究極

的には生産手段の岡有化しかないかもしれな

い。そこまでに査る第1段階は無雇階級の教

育と現行法の強行である。教育としては学校と

社会とがある。わが任務としては、可能な限り

実態と原因の紹介に努めることである。毛織

物工場の実態。最長労働 6時""24時、休憩

30分、休日月 2回、日給 130円""150円

(1938年 6持""19時、日給 15銭)、時間外

手当なし。」

これで見ると、当時相当な危険思想?を抱

いていたことがわかる。そのせいか、次のよう

な記事もある。

ilO月 11日(土)雨

署長が思想的なことで注意する。またかとう

んざりする。 j

署長は藤井員清さんといって、退職後は市

会議員をしたりした人で、私にとっては良い人

であった。そのためか次のような記事もある。

i4月9日(水)晴

署長が非常にかわいがるので、自分の道

を純粋に進めなくて閤る。」

したがって、次のような食官汚吏の醜態もさ

らすことになる。

i7月1日(火)時々 雨

署長と2人で東邦ガスと林産業に行く。林産

業の工場長、課長、それに署長、遅れてきた

第2課長の加藤監督官(局庶務課長、北署長

退職、ボイラ・クレーン協会、その後死亡)と飲

む。脇息にもたれて鯨飲す。鮎がおいしい。

立って踊ったり歌ったり。遂に泊る。」

一宮市近辺から岐阜にかけては織物業者

が多く、役人や銀行員、それに当時は電力会

社もだ、ったと思うが、誘惑が多く、最も危険な
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勤務地であるといわれていた。私もおつかな

び、つくりで赴任したので、あったが、この日はめ

ずらしく署長が気を許して朱の大盃を一気に干

し、歌や踊りを見せたのでそのおこぼれ?にあ

ずかった次第であった。たしかお土産に洋服

生地か何かをもらったと思う。

実は、以上のことでわかるとおり、当時労働

省では、全国の繊維産業で働く女性労働者の

長時間労働の是正に苦麗していたのであった。

その結果考え出されたのが「是正基準Jで、段

階的に労働時間を短縮していって、計画的に

労基法の線に持って行こうということであった。

そして、その途中における違反は大白に見る

ということであった。

この第11回総会の会場に近いJR線に熊取

という駅があるが、その地区の繊維工場が日

本で最後まで女性労働者に対して深夜を含む

長時間労働を行わせていたのである。1963年

2月15日発行の月刊誌「労働基準Jに大阪労

働基準局の次のような文章がある。

「貝塚市と泉佐野市に囲まれた熊取地区と

貝塚市東部地区の約200軒の織布工場は、

一般に特に遵法の程度の悪いものが多い。

(略)取締りの目をかすめて長時間操業、深夜

業を繰返す事業主が絶えないのである。昭和

32、33年頃はほとんどの事業場が24時間2

交替制のフル操業であったことを思えば、0時

から4時までの開の違反が絶無といえる現状

は、まことに著しい成果といってよかろう。J(織

姫たちにほほえみを)

長時間労働や深夜業をめぐって、監督官と

業者のかけひきは極度に達し、遂に監督官の

夜間臨検を見張りに出かけた労働者がいて、

帰途電柱に激突して死亡した。その事件を業

務外とした基準局側の判断に対して訴訟にな
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り、次のような判決が下された。

訴外Aの死亡の原因となった事故の発生し

た時、右訴外人の従事していた業務が前記の

とおり労働基準監督官の臨検に対する見張り

であり、被告の労働基準法第62条違反を助長

するもので違法の業務であるということができ

る。一般に自ら不法行為をした者は法の保護

を受けることができないのは当然であって、不

法行為の内容とする業務に従事中死亡しても、

その遺族は補償を請求で、きないものといわな

ければならない。然し右不法とは公序良俗に

反する場合または社会の倫理観念によって非

難される強行法規違反の場合に限り、強行法

規に反する総ての場合を含むものではないと

解すべきである。そうすると、前記認定の如き

事靖の下において訴外Aが従事した労働基準

監督宮の臨検に対する見張りの業務は、尚労

働基準法第79条にいわゆる業務に該当する

ものと解するのが相当である。J(問中精麦遺

族補償請求事件・大阪地裁・昭38.9.17判決)

精変とあるが繊維工場の労働者が死亡した

ものであり、基準局の負けであった。

繊維産業の工場がどうしてこんなに問題が

あったかというと、貧しい農村から出て来た年

少の女性が、劣悪な寄宿舎に居住して弱い立

場で長時間労働に従事させられていたからで

ある。しかし、その背後には繊維産業のきびし

い経営環境があったことは当然である。そして、

やがて低賃金の後進国に追い抜かれて衰退

していくのである。これは他の産業でも似た状

況のものが多い。私は当時、事業場監督に出

かけるときにはカバンの中に青木文庫の風早

八十二「日本社会政策史Jを入れて、電車の中

やパスを待っている時聞に読んだものである。

その中には次のような部分があり、当時の私



たち監督官の実感そのままであった。

「工場監督官吏自体の不足が監督機能発

揮に対する言わば内在的要因だとすれば、わ

が国における広範な零細工場の存在は工場

監督の効果を減殺するいわば外在的な実質

的要因であり、工場監督制度発達に対する員

実の困難は正にこの問題の背後に横たわる

ものとさえいえる。J(上巻第248貰)

労働災犠については、次のように述べられ

ていた。

「労働に附随する著しい災害の存在が、じ

つは、資本制生産関係と資本制生産方法とに

結びついた歴史的事実に外ならないこと、そ

れは、根本的に『不変資本茄用上の節約』の、

わけでも『労働者を犠牲としてなされる労働条

件の節約』の直接の産物であることは、すでに

わが産業革命期に考察したところである。J(下

巻第430頁)

これは監督官の日常活動からは少しついて

いけない感じがしないでもなかったが、必ずしも

教条的でないことは次の文章からもわかる。

「わが国労働災害の輸近における異常な激

増を単純に『合理化』にのみ隠しさることは誤

りである。J(前同)

古い本からの引用をしたので、ついでにもっ

と古い、私が生まれた年に死んだ偉人?の本

からも引用してみよう。それは一時もてはやさ

れたレーニンの「帝国主義Jであるが、それに

は次のような文章がある。

「自由競争が完全に支配していた古い資本

主義にとっては、商品の輸出が典型的であっ

た。だが、独占が支配している最新の資本主

義にとっては、資本の輸出が典型的となった。J

(岩波版第102頁)

「資本主義が資本主義としてとどまるかぎり、

資本の過剰は、その国の大衆の生活水準を

ひきあげることには用いられないでーというの

は、そうすれば資本家の利潤をひきさげること

になるのであろうから一国外へ、後進諸国へ

資本を輪出することによって利潤をひきあげ

ることに用いられるであろう。J(同第103頁)

レーニンの予言は間違っていたことも多く、

資本は後進諸国だ、けで、なく先進諸国へも輸出

されるようになったが、またうなずける部分も少

なくはない。とにかく、経済のグローバル化に伴

い大競争時代に入り、これからの労働環境は、

労働時間も、賃金制度も、人事制度も非賞に

きびしい状況になるものと考えられ、それはま

すます全国安全センターと地域安全センターの

出番をふやすことになるので、はなかろうか。

以上のようなことを考えながら第11回総会

に出席したのであるが、考えてみると私も97

年10月に議長をお引受けしてから3年を経

過している。そして今回の総会において4年

目に入ることになる。しかし、4年以上の継続

はセンターにとっては好ましいことではない。

したがって、次の第12回総会において(それ

まで生きていればのことであるが)退任し、労

害を排除したいと考えている。先日も聴力を

測定したら、左45デシベル、右37デシベルで

あった。これは軽い難聴であり、労災保険な

ら障害等級10級程度のようである。そのため

講損なども意味の分からないことも多く、した

がって23日の吉川さんと三柴さんのせっかく

の良い話も欠席した次第である?そこで皆

さんに来年は聴力はもとよりすべてについて

すばらしい能力のある議長を是非探してほし

いと考えている。そのためわざわざいつもと違

う駄文を弄した次第である。 回
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アスベスト禁止に向けた圧力
ICFfU Online. 2000.6.28 

ブリユツセル、2000年6月28日(lCFTUOnline 
No.146):世界の労働組合は、WTO(世界貿易

機関)がブラシスのアスベスト使用禁止を支持し、

禁止は自由貿易のルールを侵害するものだとす

るカナダ政府の訴えを却下するだろうとし巾先週

のニュースを受けて、アスベスト使用の世界的禁

止のためのキャンペーンを開始している。

国際自由労連(ICFTU)の最初の行動として、

ILO(国際労働機関)およびWHO(世界保健機

関)との合同のテクニカル・ミーティングを今夏の

早い時期に開催する予定である。これは、秋に労

働組合がILO、WHOの事務総長とアスベストの

世界的使用のもたらす諸問題と代替化の促進に

ついて話し合うハイレベルの会合を準備するもの

となるだろう。労働組合はこの秋の会合を、毎年

10万名もの労働者を殺している致死的物質であ

るアスベストの使用と市場取引を世界的に禁止す

るための完全なキャンペーンに向けた跳躍台とし

て活用するだろう。

ICFTUとOE∞[経済開発協力機構]労働組合

助言委員会(TUAC)は、WTOの決定は多くの諸

国がこの製品の禁止をサポートする道を切り開い

た、としている。労働安全衛生局(OHSE)作業委

員会の要求に応えてICFTU執行委員会は昨年
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12月、シアトルにおける会合において、アスベスト

禁止をサポートしていくことで一致した。

アスベスト問題は11月のICFTU/TUACOHSE 

作業委員会の会合でレビューされる予定であり、

そこでは、アスベストを禁止した諸国において職業

転換される労働者のための「公正移行[JustTran-

sition]J雇用フ。ログラムについて議論されることに

なるだろう。欧州連合 [EU ]、フランス、ノル

ウェー、スウェーデ、ン、イギリスではすでに一定の

アスベスト使用を公式に禁止しており、ブラジルも

同様の意向である。

世界の労働組合の作業委員会はILOと合成ガ

ラス繊維絶縁綿に関する実践コード [Code of 

Practice]に関する作業を進めてきており、また、

アスベスト禁止条項を含んでいるILO第162号条

約の各国による批准を促進している。労働組合作

業委員会は現在、化学物質に関する取り組みを

調整する労働組合の電子フォーラムを運営してい

るが、これはアスベスト・キャンペーンについての

行動を調整するうえで重要な媒体になるだろう。

先週ICFTUはアスベストに関する一連のニュー

ス・ストーリー[7月号53頁と後掲記事]を発表した

が、これは現在ICFTUのウエブサイトで胴T帽

入手できる(http://www2.icftu.org)。 副I~



国際自由労連キャンペーンアスベスト:死のビジネス (n)
ICFfUO凶血e.2000.6.16

アスベストの使用と流通を世界的規模で禁止し

ようという労働組合のキャンペーンが進行中であ

る。このイニシアティブは、何年間にもわたりこの

繊維状鉱物が健康と環境に引き起こす深刻な危

険性について警鐘を鳴らしてきた世界中の労働組

合運動の政策と関心によって自然に湧き出てきた

ものである。 1986年、労働組合からの圧力を受け

て世界労働機関は、禁止を勧告しているが義務づ

けてはいない条約を採択した。アスベスト産業とこ

の部門を支配する多国籍企業は、批判を黙らせ

るために何百万ドルも投資してきた。

x x x 
プリュッセル、2000年6月16日(ICFTUOnline 

No.133):アスベストは繊維状鉱物であり、様々

な種類の土壌から抽出することができる。その英

語の名称は、「消すことができない[unquenchableJJ 

を意味するギiリシャ諦のrasbestosJからきている。
他のヨーロッパ言語で用いられる用語(例えば、フ

ランス語のramianteJやスペイン語のramiantoJ) 
も、「高い防火性jを意味するギリシャ語に由来し

ている。実際、アスベストはとりわけ、高性能の絶

縁体、多くの腐食性物質に対する付浸透性物質

として、その防火性能のゆえに知られている。相対

的に安価であることに加えて、アスベストは大した

技術的問題なしに加工でき、また、抵抗性を高め

るためにセメントのような様々な物質と混合するこ

とができる。アスベストは現在様々な用途向けに用

いられる数千種類の製品に使用されている。毎年

200万トンを超すアスベストが産出されている。主

要な産出国は、ロシア(68万トン)、カナダ(42万ト

ン)、中国(24万5千トン)、ブラジル(17万トン)、ジ

ンパブエ(15万トン)である。

繊維の形状および成分によって3種類の主なア

スベストがある。

-白アスベストまたはクリソタイル t

-茶アスベストまたはアモサイト

-青アスベストまたはクロシドライト

すでに1990年代には、イギリスの医師がおそら

くアスベストによって引き起こされたと思われる多

数の症状について記述していた。 1995年までに、

アスベストといくつかの種類のがんとの関連性は

確立されていた。

アスベストによって引き起こされる症状はこの物

質の独特の繊維構造と直接関連している。実際、

アスベストはどんどんより小さな繊維に分解してい

き、0.02ミクロン程度のサイズ、にまでなってしまう。

このことは、 1mm3を端から端まで、埋め尽くすのに

50，000繊維が必要だということになる。こうした繊

維が人体に突き刺されば(肺内に貯留する傾向が

ある)、とりわけ事実上不滅であることから、破壊

的な影響を与えることになる。

アスベストによって引き起こされることが知られ

ている140の障害のうち、最も一般的なのは、

石綿肺:これはじん肺の一種で、肺内へのアス

ベスト粒子の堆積によって引き起こされ、肺胞壁

の腺維肥厚化を生じさせる。最初の症状が明らか

になるまでの期間はきわめて長く、 15年から20年

にもなる。症状はゆっくりと進行し、不可逆的であ

る。それはアスベスト曝露をやめた後でも進行する。

肺がん:少なくとも肺がんの10例のうちの1例

はアスベスト曝露によって引き鵡こされたもので、あ

る。紙巻きタバコの喫煙はリスクを複合させるだけ

である。

中皮腫:この種のがんの少なくとも75%がアス

ベスト曝露と関連しでいる。きわめて苦痛を伴い、

胸膜(肺を覆っている薄い膜)および腹膜(腹股の

裏を覆っている〉のこの状態は治療することができ

ず、短期間に終末を迎える。

アスベスト産業はよく、ある種のアスベストは他

のものより有害性が少ないと断言するが、このよ
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うな主張は厳密な科学的証拠に基づくものではな

い。すべての種類のアスベストが有害であり、発が

ん性がある。この物質への短時間の曝露あるい

は限られた接触であっても有害な可能性がある。

1986年に世界労働機関(ILO)は、青アスベス

トの使用を禁止し、アスベストーおよびあらゆるア

スベスト含有製品ーのより有害性の少ない物質へ

の代替化を勧告した第162号条約を採択した。こ

れは完全な禁止に向けた最初のステップであり、

EU加盟諸国を含むいくつかの国々においてすで

に効力を発効山る。 回

アスベスト国際会議一責任ある使用の強化
2000.11.22♂4ニューデリー、インド

3月号37頁で、今年9月にブラジル・オサスコ

で開催されるアスベスト国際会議について紹介し

た。これは、アスベストの地球的規模での禁止の

ために取り組んできた市民、労働団体や専門家

によって企画されているもので(http://www.ibas.

btint巴rnet.co.uke/Conf_ Update.htm参照)、日本

からも若綿対策全国連絡会議や全国安全センター

から代表が参加する予定である。

ところが、まるでこれに対抗するかのように、ア

スベスト産業界が今年11月にインド・ニューデリー

で「クリソタイル・アスベストに関する国際会議Jを

開催するという情報が伝わってきた。インドのアス

ベスト情報センターのウエブサイト(http://www.

asbestos司 info-centre.org/)で案内をしている。

欧米に次いで、アスベスト輸出国であるブラジ

ルの市場をも失おうとしている世界のアスベスト

産業が、「管理して使用すれば安全Jキャンペー

ンによってアジアに市場を拡大しよう狙っているこ

とは間違いなさそうである。

× × × 

- インドへょうこそ

組織委員会を代表して、2000年11月22日-24
日にニューデリーで開催される「クリソタイル・アス

ベストに関する国際会議jに参加するよう招待状

をお渡しすることができ光栄である。この会議のテー

マは「責任ある使用の強化」である。主催者は、世

界中からの国際的専門家の参加によるstate-of-

art technicalプログラムを計聞している。この会議
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は、アスベスト情報センター(AIC:インド)、アスベ

スト・セメント製品製造業協会(ACPMA:インド)、

国際アスベスト協会(AIA:アメリカ)およびアスベ

スト研究所(AI:カナダ)によって組織される。[以

下インド紹介 省略]

.会議の目的および範囲

自然に生成する鉱物であるクリソタイルは、アス

ベスト含有製品の製造において安全に使用する

ことができる。そうした製品は今日実際に使用され

ており、最も重要なものはクリソタイル・セメント製

品、ガスケットおよび、摩擦材[フリクション]である。

緊迫した経済情勢にある開発途上諸岡にとっての

これらの製品の関連性は必須のものであり、無視

することはできない。健長表面と結果としての疾病に

ついて無知であった過去のアスベストの管理され

ない使用は、今日においても忘れられていないだ

けでなく、最近の科学的知見を覆い隠してもいる。

これゆえに本会議は、過去と現在のアスベストの

取り扱い方の違いを区別することによってこの問

題をはっきりさせる情報およびこの問題に関する

最近のコンセプトを自由に交換する機会を提供す

ることを目的とするものである。

・会議のプログラム案[テーマのみ掲載]

.クリソタイル・アスベスト一過去および現在

.クリソタイル・アスベストー責保ある使用

. products Valedictory functionにおけ陪~，

るクリソタイル・アスベスト使用の利点 脳~
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労働安全儒生マネジメントシステムの草案を公表
ILO.非認証用のガイドラインとして来年6月に出版の予定

国際標準化機構(ISO)の投票 ない]という表現を用いた、audit幽 ⑭予防および是正処置システ

の結果を受けて(6月号50頁参 able[監査に利用できる]文書とす ム、⑮調達および契約

照)、労働安全衛生マネジメント べきであるjという勧告がなぜ受 パフォーマンスの測定 ⑮パ

システム(OHS-MS)の国際基準 け入れられなかったのかについ フォーマンスの測定

策定の舞台は世界労働機関(IL ては説明がなされなかった。 評価一⑪評価システム、⑮マネ

0)に移行した。 なお、環境マネジメントシステム ジメント・レビュー

6月30日に東京で中央労働災 等に関するIS014000シリーズ また、草案の大きな特徴のひ

害防止協会がILO本部のタカラ は、日本語訳にあたっての考え とつは、以下のような付属書

安全衛生部長を招いて講演会を 方や苦労がかなりくわしく紹介され [ann巴xJが添付されていることで

開催したが、ここでiILO労働安 ているが、今図示された中災防の (今回はIV、VIIは示されていな

全衛生に関するマネジメントシス 仮訳はこの日本語訳とかなり異 い)、これらは日本の労働省の

テム・ガイドライン草案(途中経過 なる訳が多い。IS014000の日本 OHふMS指針がまったくふれて

版)Jが公表された。 語訳が普及しているので、うまく調 いない核心的な問題である。

今後の予定としては、9月まで 和が図られなしミと今後現場で混 ハザードおよびリスクのアセ

に次の草案をILOのウエブサイ 乱するかもしれない。 スメント

ト(http://www.ilo.org!)で公示 今図示された草案の項目建て II 使用者の責任

し、広く意見を受け付けた後、 12 のみ以下に示しておく(6月号52- III 労働者の義務および権利

月末までに最終草案を英・仏・西 53頁も参照)。 IV パフォーマンスの測定

語で発表する。2001年4月19-27 はじめに---<D一般条項(目的/範 V 作業環境調査

日にジュネーブで専門家会議を 囲/定義)、②OHふMSの方 VI トレーニングおよび、インフォ

開催して検討した後、同年6丹に 針と原則 メーション・システム

ILO理事会がガイドラインの出版 総論一③初期レビュー VII リスクアセスメント

を承認する予定である。 方針ー④労働安全衛生方針、⑤ VIII 労働者健康調査

今図示された草案では、このガ 労働者の参加、⑥継続的改 使用者の責任として示されてい

イドラインは、 i("should" [するこ 善、⑦統合 る内容は、法令等を遵守するこ

とが望ましし司という表現を用いた) 事業場[organisationJ一⑧義務 とはもとより、労働者・同代表との

code of practice [中災防仮訳で および約束[関与 commit- 協議および機器、物質等の供給

は実施規定、IS014000の日本 mentJ、⑨コミュニケーション・ 者から必要な情報を入手して、そ

語訳では行動規範]のかたちで、 システム、⑩トレーニング・シス の職場のハザードおよびリスクの

non-mandatory [非強制的]なJも テム アセスメントを行うこと。①ハザー

のとされている。6月号で紹介した 計画一システムの設計および拡 ドまたはリスクをなくす、②発生源

国際労働衛生工学会(IOHA)レ 充、⑫目標および目的、⑬ハ においてハザードまたはリスクを

ポートのi"shaIl"[しなければなら ザード・コントロール・システム、 管理する、③安全作業システム
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の設計等によってハザーズまた

はリスクを最小化する、④以上に

よってもなおハザードまたはリス

クが残る場合には、作業衣等の

個人保護具を提供する、というこ

の順序の優先順位にしたがって

予防対策をとること。多国籍企業

の場合には、すべての労働者に

平等に安全衛生対策な提供する

乙と、が含まれている。

労働者の権利として示されてい

る内容は、①安全衛生に対する

すべてのハザードまたはリスクに

関して協議する権利、②必要な情

報を容易に理解されるかたち・言

語で入手する権利、③適切な予

防措置をとる権利、④リスクアセ

スメントを要求し参加する権利、

等である。

付属書Iでは、労働者から、有

害な健康影響および健康障害が

あったという申し立てがなされた場

合には、アセスメントがもはや有

効でないことを示す理崩のひとつ

であり、その場合にはアセスメン

トを見直すべきことも示さ 悶T明
れている。...U.J.it

労働組合が独自のOHS+E圃MS基準
TCO.労働安全衛生と環境マネジメントシステムを統合

スウェーデンのTCOを、コン

ピュー夕、とりわけディスフ。レーの

電磁場対策の国際規格としてご

存知の方もいるかもしれない(19

97年1・2月号8頁参照)。

TCOはスウェーデ、ン専門職労

働者連合と言い、公共・民間部門

双方の130万人の教師、エンジニ

ア、エコノミスト、秘書、看護婦

等々を組織する労働組合である。

その組合員の多くが仕事でコン

ヒ。ユータを使用するようになり、こ

の新しいツールと関連する可能

性のある過労傷害や他の身体症

状も問題になってくるにつれ、組

合員の利益を効果的に擁護する

ための手段として、TCOはまずス

クリーン・チェッカーというツール

を開発した。これは、組合員に自

らのコンビュータ・デ、イスフ。レーを

チェックし使用者に対して買い換

えの要求をあげる機会を提供し

ただけでなく、コンピュータ機器の

製造メーカーが専門職のユー

52 安全センタ「情報2000年9F.1号

ザーと直接コンタクトできる機会

を{乍ることになったともいう。

TCOでは、その後コンピュータ

機器に関連した独自の規格を開

発し、自らその認証も手がけるよ

うになった。専門家とも協力しなが

ら、専門職の組合員の知識と関

心、必要性を労働条件の改善に

活用する画期的な仕組みを作り

上げてきたわけである。そうした規

格はディスプレーの電磁場対策

に限られたものだけでなく、現在

までに以下のような規格が開発

され、自社の製品にTCO規格の

認証を受けようとする企業が増加

して、これらは事実上の世界標準

とみなされるようにもなってきてい

るのである。

.TCO'92 
TCO'92に従ったコンピュータ・

ディスプレーの環境表示は、とり

わけ電磁場の放出の大幅な減

少、エネルギー効率、防火およ

び電気的安全性を要求するもの

である。現在、 900を超すデ、イス

プレー・モデルがTCO'92の認証

を受けている;

.TCO'95 
TCO'95は、ディスプレー、

キーボードおよびシステム・ユニッ

トの環境表示をカバーしている。

TCα92が示す要求事項に加え

て、TCO'95は、製造および1)サ

イクルに関するエコロジカルな要

求事項、また、機器が一定の人

間工学的および機能的条件を満

たしていることの要求を含んでい

る。現在TCO'95ラベルを付けた

モデルは1，000を超えている0・TCO'99
TCO'99は、ユーザーの求め

る品質および、環境への負担の削

減を確保するために、今日のマー

ケットにおける最も厳しい要求事

項の仕様のセットからなっτいる。

TCO'99はまた選択できるキー

ボードのデザインおよびポータブ

ル・コンビュータをカバーする仕
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様を含んでいる。ポータブル・コ 境は一般的に、人間の健康にリ 持を目的としたものであるかどう

ンビュータ用のTCO'99の要求事 スクがないようにうまく設計されな かにかかわらず、人々と環境の

項は現在提案中で、人間工学、 ければならないことを意味する。 双方に合った環境に適合した生

エネルギー、排出、エコロジーの ②経済(Economy) 産 生産方法に向けた内部の金

4つの領域における改善を図つ 計画、生産、流通のすべての 字塔を意識的に構築するのを容

たものとされ、9月には要求事項 側面は、労働者、企業および環 易にするだろう。これは、法令に

を確定、認証を受けた最初のポー 境の利益になるような最適な資源 よる最低要求事項は天井としてだ

タブル・コンピュータに関する発表 の利用を考慮したやり方で行われ け考え、それをよりよくするという

は10月になる予定という。 なければならないことを意味する。 野心をもたなければならないとい

以上に関連した情報は、TCO ③エコロジー(Ecology) うことを意味する。これらの最低

のウエブサイト(http://www.tco. 6Eにおいては、すべての生産 基準に受動的に従うのではなく、

se/)で入手できる。 および流通は、可能な限り自然 6E企業は、絶えずその環境適

このTCOが、新たに労働環境 の再生可能な資源を利用しなけ 合、資源維持およびリサイクル・

と外部環境のマネジメントシステ ればならないということを前提とす アプローチのための最適な解決

ムを統合した、 f6E基準jと呼ば ることを意味する。 策を追求するという「最適戦略」に

れる独自の労働安全衛生・環境 ④排出 (Emissions) 基づいて事業を行うのである。

(OSHE)規格を開発している。6E 人閉または自然に対してリスク 第一に、TCOは、環境意識の

規格は、 IS014001、EMAS、 を有するすべての放射および流 ため、また、すでに事業遂行の中

BS8800や内部管理規則(AFS 出はなくすか、それが不可能な場 に環境や品質の統合の増進を実

1996:6、スウェーデ、ン労働安全 合には容認できるレベルにまで 行し、または計画を立てている進

衛生法)等の内外の基準と互換 最小化しなければならないことを 歩的な組織のために、この6Eと

性があるとされ、今年5月に世界 意味する。 いうコンセプトを開発している。こ

で初めて2つの家具会社がこの ⑤効率(Efficiency) れには、例えば、アジェンダ21を実

規格の認証を受けた。6E規格の 6Eの全体を通じて、容認でき 行しはじめている地方行政機関や

オンラインでの利用は今年秋か る生産フ。ロセスによってよい製品 より高い環境上のプロフィールに

ら可能になるという。 を開発するために採用した環境 適合したいと望み、品質や環境管

OHS-MSをめぐる議論にもー に適合した技術の如何にかかわ 理に投資しているような企業が合

石を投じそうな動きであるが、以 らず、人間の能力、想像力、知識 まれる。これらは、 TCOが、この

下にTCOによる若干の解説を紹 を活用することことを意味する モデルの開発と試験をともに拡充

介しておこう。 ⑥エネルギー(Energy) したいと考えている組織である。

e6Eの基礎的要紫 6Eコンセプトにおいては、すべ TCOはまた、6E企業同士が経験

このモデルは、人間工学(Eト ての生産および、製品利用にあたっ と知識を交換するネットワークを

gonomics)、経済(Economy)、 てエネルギー効率のよい技術を つなげてもらしミたいと考えている。

エコロジー(Ecology)、排出 用いなければならないことを意味 事業運営において6Eの諸原

(Emissions)、効率(Efficien- する。加えて、リサイクルおよび 目リに適合させ、それを事業方針

cy)、エネルギー(Energy)の6つ リクラメーション(再生利用)の原 に統合しようと決J心した企業は、

の分野の協調の上につくられて 則を実行しなければならない。 外部に対するシンボルとして6E

いるところから、 f6EJという名称 e6Eの目的 ラベルを使用することができるこ

を付けられている。すなわち 以下にあげる6Eの諸原則は、 とになっている。このラベルは社

①人間工学(Ergonomics) 企業、行政機関、組織が、それ自 会に対する標識となるだろう。

製造する製品に加えて労働環 身が天然資源やエネルギーの維 -なぜ6Eが必要か?
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市場の力が企業に対して広い 論の記述 6Eチームは以下のサポートを

範囲にわたる戦略の開発を要求 -公約の作成、事業のための環 入手できる。

していると言われている。そのとお 境目標の設定、環境ポリシー -トレーニング

りであるとしたら、品質保証や環 の作成、行動計画の作成 'TCO本部の6E事務局

境適合といったコンセフ。トは、国 -行動計画の実行および購入、 -背景情報やチェックリストを含

際的に大きな基盤を獲得してい 廃棄物処理等のような領域へ む「ツールボックス」

る要求事項の実例である。疑い の影響力の波及 -最適戦略

なく、これは、近い将来自らの分 -環境レビュー、外部環境に関 6E企業は、6つの分野すべて

野をリードしようとする企業の指針 する要求事項を用いたフォロー における最適な状態を作り出す

とならなければならない。 ζのよ アップおよび評価、労働環境の ための事業全体の戦略をつくる

うな要求事項は、IS09000やEM 内部チェック ところから出発する。

ASのような様々な環境および品 -新たな公約、すでに達成したレ 最適な野心=ISOのような国際

質の基準への道を開いてきた。 ベルとしての開始地点および 基準に適合するような標準的

.6Eモデルに従う労働慣行 最適戦略に従って達成しようと な状態(特徴、測定方法)の上

6Eモデルに従う環境プログラ するレベルの作成 につくられるが、適格とされる

ムのための基本的要求事項は、 .6Eチームは組織的な核心 水準は、消費者の要求の進展

意識と知識を提供することであり、 6Eの取り組みにおける組織的 やリサーチの結果を考慮して漸

また実用モデルが実践的で直接 な力の源は、社員と経営者が共 進的に引き上げられる。

行動に結びつくものでなければ 働する6Eチームである。6Eチー 最小の野心=ISOガイドライン

ならないということである。 ムは6Eトレーニングを受けた社 のような国際基準に基づいた

実用モデルは、伝統的な労働 員で構成される。したがって、6E 標準的な状態の上につくられ

の原理を踏まえたものであるが、 チームのメンバーが、その組織に るポリシー/品質であるが、

その方法は環境によい労働に適 おける環境問題の部内フoロジェク パーは多数がすぐに適格とさ

合しなければならない。それはい トのリーダーになることは自然なこ れてしまうくらい低い。

くつかの段階からなる。 とである。各チームは3""'8名で構 .6E企業で働きたいか?

-知識の拡充 成されるが、小企業の場合には2、 6Eは現在集中的に開発してい

.6E、その目標、ビジョン、実用 3人で十分である。チームのメン る段階にある。6Eの実用モデル

モデルに関する情報の入手 バーは真剣に環境問題に取り組 について、TCOのメンバー、労働

-労働環境と外部環境の双方に まなければならず、また、他の問 組合の代表、企業や環境問題の

関する知識の入手および教 僚たちに熱意を波及させる能力を 専門家たちと議論を行っている。

育、6Eチームの設置 もたなければならない。チームを アドバイス、いくつかのチェックリ

-エコロジー、人間工学、経済、 召集する場合には、異なった部門 スト、6Eコンセプトの学習教材等

排出、効率およびエネルギー からの「混成Jチームになることを を含んだマニュアルを作成する予

を包含した総合的見地に基づ おそれではならず、縄張り意識に 定である。6Eモデルは、スウェー

いた内部トレーニングを伴う6E よって限定してはならない。 デンの企業が使えるようになる

の取り組みの開始 スタッフは、チェックリストその他 1996年秋にはより具体的なかた

-現実の取り組み のツールの助けを借りて状況を ちで提供することができるだろう。

-環境、天然資源およびエネル 確認し、企業または組織が手順 6Eコンセプトに関心のある方

ギーの保全に対する事業の影 を計画、展開する早い段階にお は、より詳しい情報をTCO開発部

響のレビュー いて6Eの諸原則を考慮するよう に連絡山ただきたい。 回
-レビュー結果の分析および結 にする。
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アジア各国労組代表が参加型セミナー体験
東京.ILOトリノセンター研修生が職場巡視とグループワーク

2000年4月上旬、国際労働財

匝(JlLAF)をホストとして、ILOア

ジア安全衛生研修チーム(通称:

トリノチーム)が日本を訪問した。

訪問期間中の4月4日、研修の

一環として東京労働安全衛生セ

ンター主催による労働安全衛生

セミナーが行われた。私は今回、

東京安全センターとJlLAFのご厚

意によりこれに参加させていただ

いたので簡単に報告する。

(財)労働科学研究所

教育・国際協力室古川 徹

-トリノチームとは

ILOはトリノ(イタリア)に大規模

な宿泊施設を備えた国際研修セ

ンターを持ち、ILO、国連システム

全体の優先的な関心領域に関す、

る多様な研修プログラムを提供

している。ILO加盟国政府および

労使団体の社会開発・経済発展

を支援することを目的に、公私の

企業の管理職、職業訓練・研修

機関の責任者、労使団体の代表

者、最近では社会政策の策定・実

施、開発における女性、人材管理

を担当する政府職員、その他民

間カウンターパートを対象とした

研修プログラムを実施している。

今回のILOトリノチームは、ア

ジアの労働組合の代表者で構成

された研修チームで、パングラデ、イ

シュ、中国、フィジ一、インド、日

本、韓国、マレーシア、モンゴル、

ネパール、パキスタン、シンガポー

ル、ベトナムの計 12か国から

様々な労働組合の事務局長・委

員長クラスを中心とした13名と、

事務局随行としてILOトリノセン

ターから上級プログラム担当官

1名の総勢14名であったo

・メツキ工場でチヱツクリスト演闇

4月4日の朝、参加者は宿泊

先である九段下ホテルのロビー

に集合。アジア各国からの国際

色豊かなメンバーだけあって、ム

スリムのベールで顔を覆った女

性、インドのサリーを着ている女

性、南闇感あふれるアフロヘアー

のフィジーの大柄な女性と立派な

ひげを蓄えた男性と、華やかさに

あふれでいた。はるばるトリノか

らの長旅の疲れも見せず、ロビー

では昨日食べた日本食の話やホ

テルのきれいさなどについての談

笑でにぎやかである。

通訳が到着してパスに乗り込

み、江東区の日本カニゼン東京

工場へと向かった。パスの中で

は、東京安全センターの外山氏

から今日の研修概要と研修で使

用するチェックリストの説明などが

あり、参加者の自己紹介も行わ

れた。事務局随行のマルク氏は

随所に冗談を交えつつ、パスの

中を盛り上げてくれた。

日本カニゼン東京工場に到着

し、まず工場長からの工場の簡

単な紹介があった。その後、3班

にわかれてチェックリスト演習を

行った(表紙写真参照)。参加者

は、メッキ工程に使われる硫盟主や

埴酸の臭いにとまどいながらも、

作業者に、臭いはきつくないか、

保護具のゴーグルはしているの

か、マスクをしていないが大丈夫

かなど、積極的に通訳を通して思

い思いの質問をしつつ、計54項

目におよぶチェック項目に取り組

んだ。はじめてのチェックリスト項

目をまだ読むのに精一杯の参加

者もいたが、非常に興味深そう

に、また真剣に取り組んでいた。

チェックリスト演習のあとの工場

長への質問では、次から次へと

質問が飛び交い、会議室はまる

で労使の団交のときのように盛り

上がった。マスクはなぜしないの

か、現在までの労働災害の発生

状況はどのくらいか、会議室の躍

に貼つである日本語は何と書か

れているのか、等々。通常中小

企業は外部から、とくに海外から

の訪問者を受け入れにくいと思

われるが、このような機会を提供

することを了承した同工場の労使

の心意気に感服した。

・グループ演習
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江東区亀戸にある東京安全セ

ンターの会議室に移動し、昼食の

後、午前中に訪問した工場に関

するグループワークが行われた。

まずセッション①で、は、訪問した工

場の良い点3つ、改善すべきこ

と3つについて、 3班にわかれて

グループで討論を行った。

とにわかれた。

良い点では、物の運搬に関し

て効果的なホイストやベルトコン

ベアを使用していること、緊急ボ

タンがはっきりしていること、原材

料・製品の保管がよくなされてい

ること、自然光を採り入れている

屋根、などがあげられた。改善す

べき点としては、マスクなどの保護

具の徹底、通路の物品をもう少

し片づけた方がよい、騒音を減少

させること、消化器を入口付近に

置くべきで、数を増やした方がよ

い、などで、ポイントをおさえた内

容に驚いた。工場長との対話の

中で、話題に上った刺激臭に関す

る換気装置については、換気装

置が良い点であるとしたグループ

ム改善が必要と考えたグループ

この後、外山氏から、アジア各

国で広がっているPOSITIVEセ

ミナー(1998年6月号参照)につ

いての紹介があった。パキスタン

やパングラディシュ、モンゴルな

どからの参加者は、白鴎で広がっ

ているPOSITIVEのスライドが出

ると自慢げな様子であった。

みが行えるだろうかと、グループ

ごとの提案が行われた。POSIT

IVEセミナーを行っていく、安全

衛生に関する宣伝パンフを作成

する、教育トレーニングを立案・実

行する、被災者を救済していくな

ど、さすが労働組合の活動家たち

と思われる内容であった。

最後に、時間をオーバーして

参加者からの質問と討論が行わ

れ、 1日セミナーが終了した。

セッ、ンョン②では、今後自分の

国でどのような安全衛生の取り組

[参加者から寄せられたコメント]

掴OSHセミナーが一番印象深い。フ。ロジェクタ一

等を使って生き生きとした講義だ、った。参加型の

講義も良かった。(中国)

園ジュネーブやトリノで講義を受けたが日本ではそ

れ以上の訪問ができた。カニゼンを訪問したこと

が印象的。(フィジー)

瞳工場訪問が一番印象に残っている。ILOの積極

参加型学習の実践ができた。とくにチェックリス

ト演習が良かった。(韓国)

圃工場訪問とグループワークが最も印象的。安全

衛生についてとても効果的な監視活動だと思っ

た。マレーシアに戻ってこの方法を実践してみよ

うと思う。(マレーシア)
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聞工場訪問とチェックリスト演習が一番印象に残っ

た。(モンゴル)

・チェックリスト演習も印象的だ、った。大きな工場に

行った方が良いと思う。(インド)

E工場はすばらしくきちんとしていて清潔だった。(パ

キスタン)

圃チェックリスト演習も焦点があっていた。工場訪

問はもっとハイテクで知識集約的なところに行き

たかった。座学よりも参加型のものであれば良

かった。(シンガポール)

掴工場訪問とチェックリスト演習によって日本の企

業の安全衛生の状況がよりよくわかった。安全

衛生情報センターも感銘を受けた。工場訪問を

もっと増やしてほしい。(ベトナム)
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-セミナーを通して良い点3つ

トリノチームの研修先として、日

本の大企業のピカピカ工場でな

く、改善の余地はあるが、一生懸

命安全衛生活動に取り組んでい

る東京下町の工場で槙習を行え

たことは、非常に意義が大きい。

きれいな日本の大企業を見学し

たかった参加者もいたかもしれな

い。経済大国といわれる日本の

最新の安全衛生を知りたいと考

えていたかもしれない。しかし、途

上国では先進国の最新技術を見

るより、労働災害が増加し、依然

として古典的職業病が問題となっ

ている現状で、その改善に効果

的な研修をすることが重要である

と思われる。

今回のセミナーは3つの点で

評価したい。 1つ目は、参加型安

全衛生活動の経験をしたとしミうこ

とである。成功している安全衛生

プロごラムの共通の特徴として、す

ぐの改善をめざす、自分自身の経

験をもとにする、低コスト改善を中

心とする、グループ。ワークによっ

て改善する、といった理念がある。

今回、この考え方を基本とした労

働組合向けのプログラムを利用

したことに大きな価備がある。

2つ自は、下町の中小企業が

チェックの場であったということで

ある。決して完撃とは言えない参

加型安全衛生活動の取り組みを

している中小企業を訪問したこと

は、これからアジア諸国の労働者

の安全衛生活動を進めるにあ

たって、大企業を見るより参考に

なったのではないかι思われる。

きっと参加者の印象も強く残って

いることだろう。

3つ目は、研修者が主体的に

参加したことである。一般的に、

研修はとかく専門家や代表者か

ら話を聞く姿勢になりがちである。

今回、グループワークを通して、

安全衛生の専門家ではない労働

組合の代表が、自分の頭を使っ

て、訪問した工場の安全衛生に

かかわる良い事例、改善すべき

ことを考えたことは、すぐに応用

できる実践的な研修に悶T情

なったと思われる。 組.u..;，

焼却施設解体工事マニュアル作成へ
労働省曾当面の解体工事自粛を要請

労働省は7月12日、目立造船

(株)から大阪労働基準局に報

告された、豊能郡美化センター解

体工事関係労働者35名の解体

作業後の血液中ダイオキシン類

濃度の分析結果を発表した。

結果は、平均値680.5pg-TE

Q/g脂肪(最小傭52.4、最大値

5380.6)と、今年1月に大阪府が

報告した一般住民の平均備

36.0pg幽TEQ/g脂肪と比較しても

きわめて高濃度であった。

このため、翌13日には大阪労

働基準局長が目立造船あて、労

働安全衛生法第66条4項に基

づき、関係労働者の健康診断の

実施を指示(関係35社、 277

名)014日から目立造船への立

ち入り調査を実施した。

同時に7月14日付けで基発

第439号によって関係10業界団

体に対して、「廃棄物焼却施設の

焼却伊並び、にこれに附帯した排

気施設及び排水設備の解体作

業については、緊急対策が策定

されるまでの問、その実施を自

粛jするよう要請した。厚生省に

対しても、発注者においても問

様の対応を要請している。

「原園究明及び廃棄物焼却施

設を安全に解体するための作業

マニュアルの策定」を目的として、

7月27日には「廃棄物焼却施設

解体工事におけるダイオキシン

類対策検討委員会J(委員長高

田開・北里大学名誉教授)が設

置された。同委員会は月 1匝程

度のペースで開催して年度内に

まとめる予定である。

解体作業前に対象設備のダ

イオキシン汚染調査を実施し、

汚染状況の評価に基づいて作

業場所の管理区分を定める(汚

染調査が困難ときは管理区分3

として扱う)。管理区分3の場合

には、作業場所をシート等によ

り隅離して、作業者は全面型の

エアラインマスクまたは空気呼吸

器を使用するなどの緊急対策の

原案についても検討されたが、

これは原因の究明に一定の目

途がたつた後に発出するとのこ

と。次回検討会は8月22 町T甫
日開催の予定。 組.u..;，

安全センター情報2000年9月号 57 



|治i地ぬ便り.. 己主I恒三f三三-三I守宅日主-三1

表1 労災年金・一時金のスライド率

事故発生日または診断確定日 スライド率

昭和22年9月1日から昭和23年3月31日まで 20，687% 
昭和23年4月1日から昭和24年3月31日まで 7，523% 
昭和24年4月1日から昭和25年3月31Bまで 4，171% 
昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで 3，600% 
昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで 2，944% I 
昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで 2，539% 
昭和28年4月1日から昭和29年3月31Bまで 2，236% 
昭和銀年4月1日から昭和30年3月31日まで 2，111% 
昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで 2，019% 
昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで 1，904% 
昭和32年4月!日から昭和33年3月31日まで 1.838% 

昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで 1，811% 
昭和34年4月i日から昭和35年3月31日まで 1，701% 
昭和35年4月lBから昭和36年3月31日まで 1，601% 
昭和36年4月l日から昭和37年3月31日まで 1，432% 
昭和37年4月1Bから昭和38年3月31日まで 1，288% 
昭和38年4月!日から昭和39年3月31日まで 1，161% 

昭和39年4月1日から昭和40年3月31Bまで 1，048% 
昭和40年4月!日から昭和41年3月31日まで 959% 

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 871% 

昭和42年4月!日から昭和43年3月31日まで 784% 

昭和43年4月l日から昭和44年3月31日まで 694% 

昭和44年4月1只から昭和45年3月31日まで 607% 

昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで 522% 

昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで 457% 

最低保障4，230円に
労働省@最高限度額等も改定

労働省は、7丹28日付けで、①労災保険の給

付基礎日額の最低保障額を8月1日から4，230円
へ(従来は4，290円)引き下げるとともに、②労災

保険の年金給付基礎日額および療養開始から1

年6か月経過後の休業(補償)給付基礎日額の年

齢階層別最低・最高限度額を表1のとおり、また、

③労災保険の年金および一時金給付のスライド

率を表2のとおり、各々改正した。

表1、2とも、2000年8月1日から2001年7月31

日までの聞に支給事由が生じたものに適用される。
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昭和47年4月1日から昭和48年3月31日まで 396% 

昭和48年4月1日から昭和49年3月31臼まで 333% 

昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで 268% 

昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 228% 

昭和51年4月l日から昭和52年3月31日まで 205% 

昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで 187% 

昭和53年4月l日から昭和54年3月31日まで 178% 

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで 167% 

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 158% 

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 151% 

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 144% 

昭和58年4月l白から昭和59年3月31日まで 140% 

昭和59年4月1日から昭和60年3月31臼まで 136% 

昭和60年4fl1日から昭和61年3月31日まで 131% 

昭和61年4月1白から昭和62年3月31日まで 128% 

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで 125% 

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで 121% 

平成7G年4月1Bから平成2年3月31日まで 118% 

平成2年4月1日から平成3年3月31日まで 114% 

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで 110% 

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで 108% 

平成5年4月1日から平成6年3月31Bまで 106% 

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで 104% 

平成7年4月1白から平成8年3月31日まで 102% 

平成8年4月1白から平成9年3月31日まで 101% 

平成9年4月1日から平成10年3月31臼まで 100% 

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 100% 

表2 年齢階層別最低・最高限度額

年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額

20歳未満 4，292円 13，224内

20歳以上25歳未満 5，292円 13，224円
25歳以上30歳未満 6，152円 13，267円
30歳以上35歳未満 6，984円 16，672円
35歳以上40歳未満 7，398円 19，251円
40歳以上45歳未満 7，440円 21，464円
45歳以上50歳未満 7，347円 22，602円
50歳以上55歳未満 7，131円 24，292円
55歳以上60歳未満 6，564円 23，920円
ω歳以上65歳未満 4，4卯円 20，612円
65歳以上70歳米満 4，230円 15，126円
70歳以上 4，230円 13，224円

同時に、同期間に支給すべき事自の生じた労

災保険の遺族(補償)一時金または障害(補償)年

金差額一時金の算定に関し、支給された遺族(補

償)一時金または遺族(補償)年金前払一時金、障

害(補償)年金前払一時金の額に乗ずべ百T明
き額も改正されている(省略)。 組II訓
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Tokaimura nuclear 
accident 
reconsidered from 
an occupational 
safety and health 
viewpoint 

Kansai Occupational Safety and 
Health Center 

The JCO Tokai p1ant 
emp10yed 120 peop1e. In this 
facility， uranium is re-converted 
as part of the nuclear fue1 
processing， and supplied to fue1 
fabri.cators. Apart from its 
uniqueness in that nuc1ear 
materi.als are handled， the facility 
is one of many medium 01，' small-
sized chemical p1ants. Similar1y， 
the workers with JCO are 
ordinary workers， who are 
engaged in their daily tasks with 
a focus on safety and productivity. 
We will re-examine the criticality 
accident focusing on the work 
practices回 ldbehavior from an 
occupational safety and health 
(OSH) viewpoint. 

On the day of the accident， the 
work being undertaken at the 
conversion bui1ding was to 
produce urany1 nitrate solution 
with an enrichment of 18.8 
percent， and a concen七.ration
be10w 380 gU/l， which was 
supposed to be used in "JOYO". 

Lack 01 effective OSH programs 
in JCO 

The Accident Investigation 
Committee of the Nuclear Safety 
Committee published an interim 
report with urgent 
recommendations， which 
descri.bed ぬ.e course of the 
accident. 

When the accident occurr吋，
three workers， designated as a 
special crew， had been putting 
sequential1y about 2.4 kg of 
uranium powder with 阻 18~8
percent enrichment inωa 10-liter 
stain1ess stee1 bucket with nitric 
acid and pure water (to produce 

urany1 nitrate.) The procedure of 
homogenization to a uniform 
urany1 nitrate was supposed to 
be controlled using the specially 
shaped narrow 日ωrage column 
tank on a oIie-batch basis. 
Actual1y， however， a thick and 
1arge precipitation tank with a 
stirrer was used. The urany1 
nitrate泊 thebucket was moved 
to the five-liter beaker through the 
filter and fed into the 
precipitation tank with a funne1. 
As a re日ult，about 16.6 kg of 
uranium (equivalent to 6・7
batche日) was poured inωthe 
precipitation t出 lk (which was 
ori.ginally designed to limit 2.4 kg 
of ur館山m to one batch)， which 
presumab1y cau自ed cri.ticality. 
This combination possib1y reaches 
cri.ticality. 

These procedures were 
comp1etely different from what 
had been initial1y specified for the 
eq凶pment and methods used， 
出 ldthey were not approved by 
the regulatory authorities. 

The worker invo1ved descri.bed 
the reason自 for his operations 
which were direct1y responsib1e for 
the accident: 

1) The accumulation tower was 
。叫y10cm above the floor， and it 
was inconvenient to take the 
liquid into the container. 
Therefore， the remaining liquid 
1eft in the tower was removed 
U自inga dipper. The worker 
thought it was improper to 
handle the臼olution，but the 
equipment had not been 
improved. 

2) It was a common practice to 
put 16kg ofuranium into the 
tower， and he thought that it 
would be acceptab1e to put an 
equivalent quantity of uranium 
泊tothe precipitation t似lk，
because the tower and the tank 
had a similar capacity. 

3) He fe1t 1ike going through the 
operation because he felt obliged 
to work in an inauspicious， 
remote and strange workplace. 

4) Although his supen辻sorgave 
him no instructions to acce1erate 
their operations including 

日ampHngafter homogenization， 
he wanted to comp1ete these 
operations earlier ωallow the 
new comers， who were 
scheduled to join the crew in 
October 1999， to handle the 
liquid waste process from the 
outset. 

5) The workers were invo1ved not 
only in the highly enriched 
uranium handling operations， 
but in the low 1eve1 radioactive 
wastes (including liquid waste) 
h岨心ingoperations， which was 
a confusing situation for them. 

These reasons listed by the 
worker suggest tha七 therehad 
been no effective or substantial 
occupational safety and health 
activities in JCO. 

Facility improvement neglected 

It is evident that a 1ack of 
adequate know1edge about 
criticality on the 自ide of the 
workers was responsib1e for the 
accident， but e屯ual importance 
should be given to the 1ack of 
effective OSH acti吋.tie日， inc1uding 
facility improvement. In fact， the 
workers were aware of the 
necessity ωimp1ement any 
叫uipment improvements 
recommended， but no initiatives 
were taken to do this. Therefore， 
the workers decided to 
homogenize the uranium in the 
precipitation tank， which seemed 
to them the next best measure to 
eliminate time-consuming 
operations. 

The fact that the worker 
thought that it was acceptab1e to 
put 16kg of uranium. into the 
precipitation tank because an 
identical quantity of uranium was 
put into the accumulation tower 
suggests that as a part of routine 
OSH measures， specmc 
operational procedures were not 
checked. 

The operation responsible for 
the accident was not duri.ng the 
manufacturing process of urar吋.um
fue1s for light water reactors-
accounting for almost all the 
NPPs in Japan， which represent 
most ordinary operations for JCO， 
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but was during the manufacturing 
process of uranium fuels for Joyo. 
This means that the accident 
occurred during a process in which 
special products ぽ e
manufactured in small 
quantities. This operation， which 
is a呂田igned to five workers-
including the three worker日
exposed to heavy doses of 
radiation-is not a routine job. 
Special attention was therefore 
required to iniplement effective 
safety mea自ures.

Reportedly， the operational 
processes were examined at an 
internal meeting of JCO， and that 
bucket operation was approved， 
although the approval was not 
documented in any minutes. Even 
u this story was true， e品 ctive
OSH programs would have 
responsibly integrated 
improvement proposals from the 
front-line worker回， leading to a 
different outcome. 

Ineffective large company-style 
OSH activities 

What OHS programs had JCO 
Co. Ltd. been following in its 
Tokai Plant? In fact， the company 
had sufficient programs to claim 
that i七wascreating a safer and 
healthier working environment. 
Forex庄mple，it had given a series 
of educational courses to all the 
employees on an annual basis in 
addition to the stipulated training 
for radiation-related workers. 
Also， it had set up education 
programs for different 
departments under a given theme 
on an annual basis. It had been 
encouraging the employees to 
participate in education programs 
organized by independent 
agencles. 

To check the workplace 
practices and environment， an 
internal occupational safety and 
health committee carried out a 
safety patrol and quality 
a日surance (QA) patrol on a 
regular basis. To satisちr the 
requirements for plants where 
nuclear materials were h岨 dled，
the company had set its technical 
specifications， which required 
patrol 凶 ldinspection at least 
once per day， followed by 
documentation. Actually， the 
chiefs of the manufacturing 
depar加 entand the workplace 
had been patrolling around the 
plant at least once every日everal
days，臨d once per day， 
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respectively. The sub chief had 
been checking the eq叫pmentand 
nucleぽ protection for any 
abnormalities and documented 
the inspection results in the 
record sheet日. The record sheets 
were th白nsubmitted to the plant 
chief and the chief of the 
manufacturing department for 
review and approved by the safety 
manager. 

The patrol/:釘lspection record 
sheet has a very simple forma七
(shown in the Figure). Since the 
formi日tobe fllled everγdayafter 
the routine patrol， it is cert必nly
desirable to flll the form without a 
lengthy description， but the actual 
sheets had been stamped with a 
comment "No Abnormality" using 
a rubber stamp. The rubber 
stamp reflects the extremely 
ritualized patrol activities， and 
theformde日ignpromoted its use. 

Effective OSH activities would 
have prevented the accident 

The greatest question remains 
why had the worker日 engagedin 
uranium processing without 
knowledge of criticality levels. The 
fact that the worker日involvedhad 
lacked information about the 
materials being handled underlay 
the accident. If the OHS 
committee had discu日目ed their 
concerns about the materials 
involved and the processes used， 
or u there had been any 
organizational・企amework for 
incorporating complaints or 
recommendations. from the 
workers in the relevant workplace 
into the OHS programs， OHS 
activities would have yielded組

effective outcome. 

Another problem lies in the 
equipment which had not been 
designed to effectively prevent any 
criticality accident despite any 
departure 企om the standard 
procedures. If interlocking 
mechanisms or fi必l-proof
configurations had been 
incorporated into the equipment， 
the criticality accident WOuld have 
not occurred. A third邑ssumption
is that strict and effective 
inspection by the Science and 
Technology Agency or Nuclear 
Safety Committee which would 
have checked the unauthorized 
procedures. The accident， 
however， would have been 
prevented u effective OSH 
measures had been taken in the 

fir錦町lin白 workplaces.If註llormed
workers had taken any enabling 
or participato巧， step日tomake a 
sぱer workplace， the accident 
would have been avoided. 

JCO accident shows need for 
more effective OSH programs 

The JCO pla且t，which is 
handl泊.g highly hazardous 
materials， including uranium， is 
subject to safety regulations 
under the nuclear energy-
associated laws， safety 
agreements with the local 
governments， and regulations 
under the OSH laws. Although 
JCO had apparently reported 
that they had been committed to 
the Nuclear Safety Committee'自

regulation日 or occupational 
safety， its spec出cOSH programs 
had been highly ritualized and 
lacked岨 ypositive impact. The 
accident revealed the hollow 
nature of its OSH programs. 

Apart from the hazardou日

materials handled and a自白ociated
regulations， the JCO plant is 
numbered among conventional 
manufacturing or chemical plants. 
In this sense， the accident casts a 
new light on the quality of the 
OSH programs implemented in 
specific workplaces， which ぽ e
自eldom reviewed for their 
effectiveness. When. asked about 
OSH activities， plant safety 
representatives often enumerate 
their programs by pres閉山g
relevant records or documents. 
The documentation is one thing， 
but veritable improvement is 
another. 

The three special team 
members who put 16.6kg of 
uranium into the trecipitation 
t凶 lk，were exposed to a large 
amount of radiation. Mr.日 sashi
Ouchi died in December 1999 
after he was exposed to 17Sv， 
which i呂田everaltimes greater 
than the lethal amount. The team 
members did not intend to omit 
the standard procedures to 
accelerate their wOl'kお1defiance 
of the supplied risk information. 
On the contrary， they had been 
t巧血.g to devise l'easonable 
measures for reducing the 
workload despite the limited ri日k
information. In this 日ense，the 
three workers were the prim似 γ
victims of the accident. 
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